
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

  



 

 

はじ めに 
  

本市のま ちづく り においては、 最上位計画である 第５ 次新座市総合計画に掲げる

将来都市像（「 未来も ずっと 暮ら し に『 プラ ス 』 が生ま れる 豊かなま ち 新座」） を

踏ま えながら 、 激甚化・ 頻発化する 自然災害への対応や、 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 、 Ｄ Ｘ への対応

及びゼロ カーボンの推進が求めら れる など 、 急速に変化する 社会動向に対応する た

め、 新座市都市計画マス タ ープラ ンの改定を令和５ ( 2 0 2 3 ) 年３ 月に行い、 新たな

時代に適応する 本市なら ではのま ちづく り を推進し ている と こ ろです。  

 

近年、 全国的な課題のひと つである 人口減少について、 本市においては、 都心に

近いと いう 立地条件などに恵ま れ、 こ れま で人口は増加傾向にあり ま し たが、 令和

７ ( 2 0 2 5 ) 年をピーク に減少する 推計と なっていま す。 ま た、 少子高齢化について

も 、 令和 2 7 ( 2 0 4 5 ) 年には、 高齢率が 3 2 .7 ％になる 推計と なっており 、 少子高齢

化も 避け難い状況と なってき ていま す。  

 

そのよ う な中でも 持続可能なま ちづく り を行う ため、 一定の区域に居住や施設を

集約し つつ、 各区域を公共交通ネッ ト ワ ーク で結ぶ「 コ ンパク ト ・ プラ ス ・ ネッ ト

ワ ーク 」 の考え方に基づく 立地適正化計画を本市でも 策定する こ と と いたし ま し

た。  

  

本計画は、 新座市都市計画マス タ ープラ ンを新たな考えで補完し 、 本計画におけ

る ま ちづく り の方針である 「 次世代につなぐ  コ ンパク ト で安心な暮ら し やすいま

ち 新座」 を実現すべく 、 行政だけでなく 、 市民、 事業者など 本市に関わる 全ての

皆様と 共に、 次世代につながる ま ちづく り を推進し てま いり たいと 考えており ま す

ので、 引き 続き 一層の御理解、 御協力を賜り ま すよ う お願いいたし ま す。  

 

結びに、 本計画の策定に当たり 御協力いただき ま し た「 新座市立地適正化計画策

定検討会議」 の委員の皆様をはじ め、 オープンハウ ス 、 説明会に御参加いただいた

皆様なら びにアンケート 調査を通じ て御意見、 御提案を頂き ま し た皆様に心から 感

謝と 御礼を申し 上げま す。  

 

    

 

 

 

 
令和８ ( 2 0 2 6 ) 年４ 月 

新座市長 並木 傑
ま さ る

  

 



 

  



 

目 次 
第１章 立地適正化計画の概要 ............................................................................. 1 

１－１計画策定の背景と目的 ............................................................................... 1 

（１） 立地適正化計画の背景 ............................................................................. 1 

（２） コンパクト・プラス・ネットワークの考え方 ............................................. 1 

（３） 計画の記載事項 ....................................................................................... 2 

（４） 新座市立地適正化計画策定の目的 ............................................................. 2 

（５） 計画期間 ................................................................................................. 3 

（６） 計画区域 ................................................................................................. 4 

（７） 計画の位置付け ....................................................................................... 5 

（８） 連携する３つの計画について .................................................................... 6 

第２章 市の現況と都市構造上の課題 .................................................................. 7 

２－１現況と将来の見通し .................................................................................. 7 

（１） 本市の位置・地勢 .................................................................................... 7 

（２） 人口 ....................................................................................................... 8 

（３） 土地利用 ............................................................................................... 18 

（４） 市街地整備 ........................................................................................... 22 

（５） 生活利便施設 ........................................................................................ 26 

（６） 交通 ..................................................................................................... 34 

（７） 災害 ..................................................................................................... 41 

（８） 財政 ..................................................................................................... 73 

２－２都市構造上の課題 ................................................................................... 76 

第３章 まちづくりの基本方針と目指すべき都市の骨格構造 ................................ 79 

３－１まちづくりの方針(ターゲット) ................................................................ 79 

３－２誘導方針 ................................................................................................ 80 

３－３目指すべき都市の骨格構造 ....................................................................... 81 

第４章 居住誘導区域 ....................................................................................... 83 

４－１居住誘導区域の考え方 ............................................................................. 83 

（１） 居住誘導区域の設定方針 ........................................................................ 83 

（２） 居住誘導区域の設定 ............................................................................... 91 

第５章 都市機能誘導区域・誘導施設 ................................................................. 92 

５－１都市機能誘導区域設定の考え方 ................................................................. 92 

（１） 都市機能誘導区域の設定方針 ................................................................... 92 

（２） 都市機能誘導区域の設定 ......................................................................... 99 

５－２誘導施設の設定 ..................................................................................... 104 

（１） 誘導施設の設定方針 ............................................................................. 104 

（２） 誘導施設の設定 .................................................................................... 107 

第６章 その他の区域の設定 ............................................................................. 109 

６－１その他の区域の考え方 ............................................................................ 109 

（１）その他の区域の設定方針 ......................................................................... 109 

（２） その他の区域の設定 ............................................................................. 110 



 

 

第７章 防災指針 ............................................................................................. 111 

７－１防災指針の概要 ..................................................................................... 111 

（１） 防災指針の目的 ................................................................................... 111 

（２） 防災指針検討の位置づけ ...................................................................... 111 

（３） 対象範囲 ............................................................................................. 113 

７－２災害リスク分析 ..................................................................................... 114 

（１） 分析の視点 ......................................................................................... 114 

（２） 災害リスク分析 ................................................................................... 115 

７－３防災上の課題 ........................................................................................ 127 

（１） 各災害に対する主な課題箇所 ................................................................ 127 

（２） 災害に強いまちの形成に必要な課題 ...................................................... 131 

７－４取組の設定方針・内容及びスケジュール ................................................. 132 

（１） 各災害共通の取組 ................................................................................ 132 

（２） 洪水（外水氾濫）・雨水出水（内水）に関する取組 ................................. 133 

（３） 土砂災害に関する取組 ......................................................................... 134 

（４） 地震に関する取組 ................................................................................ 135 

第８章 誘導施策・届出制度 ............................................................................. 137 

８－１取組の設定方針と内容 ........................................................................... 137 

（１） 誘導施策の設定方針 ............................................................................. 137 

（２） 誘導施策 ............................................................................................. 137 

８－２届出制度の運用 ..................................................................................... 140 

（１） 居住誘導区域における届出制度 ............................................................. 140 

（２） 都市機能誘導区域における届出制度 ...................................................... 141 

第９章 評価指標と進行管理 ............................................................................. 142 

９－１評価指標の設定 ..................................................................................... 142 

（１） 設定の考え方 ...................................................................................... 142 

（２） 評価指標と目標値 ................................................................................ 142 

９－２進行管理の考え方 ................................................................................. 143 

■参考資料 

第１章 計画検討の経緯 ................................................................................... 147 

１－１策定の体制 ........................................................................................... 147 

１－２検討の経緯 ........................................................................................... 148 

第２章 市民意向 ............................................................................................. 149 

２－１市民意向調査 ........................................................................................ 149 

（１） 調査の概要 ......................................................................................... 149 

（２） 回答結果 ............................................................................................. 150 

２－２住民説明会 ........................................................................................... 155 

第３章 用語解説 ............................................................................................. 156 

 



第１章 立地適正化計画の概要 

1 

第１章 立地適正化計画の概要 

１－１ 計画策定の背景と目的 

（１） 立地適正化計画の背景 
こ れから のま ちづく り においては、 将来的な少子高齢化の進行や人口減少に起因する 諸問

題、 道路や公園等の都市基盤の老朽化、 激甚化する 自然災害など 、 多様化する 都市の課題に

対応する こ と が求めら れていま す。  

そこ で、 国においては、 平成2 6 年に都市再生特別措置法（ 平成14 年法律第2 2 号） を 改正

し 、「 立地適正化計画」 制度を 創設し ま し た。 立地適正化計画は、 おおむね2 0 年後の都市の

姿を 展望し つつ、 居住や利便施設を計画的に誘導する こ と で、 コ ン パク ト なま ちの形成を 促

すために策定する 計画です。  

具体的には、 居住や都市機能増進施設( 医療・ 福祉・ 子育て支援・ 商業施設等の生活利便施

設) の立地の誘導に関する 基本的な方針や、 誘導区域、 誘導施策等を 定める も のであり 、 行政

と 住民や民間事業者が一体と なっ て「 コ ン パク ト ・ プラ ス ・ ネッ ト ワ ーク 」 を 実現する ため

の計画と なっ ていま す。  

 
（２） コンパクト・プラス・ネットワークの考え方 

19 6 0 年代頃から の自動車の普及によ り 、多く の都市で郊外における 開発が進み、市街地が

拡大し てき ま し たが、 今後予測さ れる 人口減少によ り 、 市街地の人口密度が低下する と 、 医

療・ 福祉・ 子育て支援・ 商業施設等の生活利便施設の採算性が低下し 、 将来的にこ れら の施

設から のサービ ス を受ける こ と が困難になり かねない状況と なり ま す。  

その対応策と し て、 生活利便施設について駅周辺を はじ めと する 都市拠点や生活拠点※に

誘導し つつ、 その周辺や公共交通の圏域に居住を 誘導し 、 アク セス を 確保する こ と が重要と

なり ま す。こ れによ り 一定のエリ アにおいて人口密度を維持し 、生活サービ ス やコ ミ ュ ニティ

の持続可能性を高めていく こ と が期待でき ま す。  

こ のよ う な背景から 、「 コ ン パク ト ・ プラ ス・ ネッ ト ワ ーク 」 と いう 考え方が生ま れま し た。

こ の考え方に基づく ま ちづく り によ り 、 次のよ う な効果が期待さ れま す。  
 

表 コンパクト・プラス・ネットワークに期待される効果 

資料： 国土交通省『 立地適正化計画の手引き 【 基本編】』 令和７ 年４ 月改定版 

※ 新座市都市計画マ ス タ ープラ ン に定める 拠点のこ と （ ３ ページ の将来都市構造図を 参照）  

  

サービス産業の 
生産性向上 

サービス産業は、その立地

場所における需要（人口密

度）が高いほど生産性が高

くなる。 

行政コストの縮減 
地価の維持・上昇 

コンパクトなまちでは、行

政サービスが効率化されコ

ストが縮減される。また、

密度の高いまちほど地価が

高く、下落幅が小さい。 

健康の増進 

都市の人口密度が高いほ

ど、歩行機会が多い。歩く

習慣は、生活習慣病の予防、

医療費の削減効果もみられ

る。 
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（３） 計画の記載事項 
コ ンパク ト ・ プラ ス ・ ネッ ト ワ ーク を実現する ため、 立地適正化計画において記載する 主

な事項は以下のと おり です。  
 

表 立地適正化計画に記載する主な事項 

基本的な方針 住宅及び誘導施設の立地の適正化に関する 基本的な方針 

居住誘導区域 
人口密度を維持する こ と によ り 、 生活利便サービ ス やコ ミ ュ ニティ が

持続的に確保さ れる よ う に居住を 誘導する 区域 

都市機能誘導区域 
医療、 福祉、 商業等の都市機能を 誘導し 集約する こ と によ り 、 こ れら

の生活利便サービ ス の効率的な提供を 図る 区域 

誘導施設 
都市機能誘導区域に誘導する 施設。 医療施設、 社会福祉施設、 子育て

支援施設、 教育施設、 商業施設、 行政施設等 

防災指針 

立地適正化計画の居住誘導区域内で行う 防災対策・ 安全確保策を 定め

る も の。 記載例と し ては、 避難路、 防災公園等の避難地、 避難施設等

の整備、 警戒避難体制の確保など  

誘導施策 
都市機能誘導区域ごと に、 居住及び誘導施設を 誘導する ための市町村

の施策 

資料： 埼玉県HP を 基に作成 

（４） 新座市立地適正化計画策定の目的 
本市は、 交通利便性の高さ や都心に近いこ と など の特性によ り 、 2 0 年後においても 大き く

人口は減少し ないと 予測さ れていま す （P .10 参照）。 し かし 、 年齢構成別に見る と 、 高齢者人

口が増加し 、 年少人口や生産年齢人口は減少する と 予想さ れていま す。 こ れによ り 、 税収が

減少する 一方で歳出に占める 社会保障費が増加する と 見込ま れま す。  

ま た、 市内全域に居住が分散し ている 本市の特徴も 踏ま え、 激甚化する 自然災害への対応

や、 老朽化の進む各種施設の維持管理を 進める こ と が大き な課題と なっ ていま す。  

こ のよ う な状況を 受け、 限ら れた財政資源の中でも 健全な都市運営を継続し 、 市民が安心

し て暮ら せる ま ちを 受け継いでいく ため、 長期的な視点で将来を 見据えたま ちづく り を 進め

ていく 必要がある こ と から 、 新座市立地適正化計画を 策定する こ と と し ま し た。  
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（５） 計画期間 
本計画は、おおむね2 0 年後の都市を展望し つつ、さ ら にその先の将来も 考慮し ま す。ま た、

関連の深い新座市都市計画マス タ ープラ ンと ビ ジョ ン を 共有する ため、 目標年次をそろえる

こ と と し 、 計画期間は2026( 令和８ ) 年度から 2042( 令和24) 年度と し ま す。  

 

将来都市構造図   

資料： 新座市都市計画マス タ ープラ ン 
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（６） 計画区域 
立地適正化計画は都市計画区域内で設定し ま す。 本市は全域が都市計画区域である ため、

本市全域を 計画区域と し ま す。  

 

図 計画区域 

 
 

資料： 新座都市計画図（ 一部省略）  
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（７） 計画の位置付け 
立地適正化計画は、「 新座都市計画 都市計画区域の整備、 開発及び保全の方針」 や「 第５

次新座市総合計画」 に即する と と も に、 都市基盤整備に関する も のに限ら ず、 県や市の様々

な関連計画と 整合を図り ま す。  

ま た、 立地適正化計画は、 都市全体を見渡すマス タ ープラ ン と し て、 都市再生特別措置法

第8 2 条に基づき 、 都市計画マス タ ープラ ン ( 都市計画に関する 基本的な方針) の一部と みな

さ れま す。  

 

図 計画の位置付け 

 
  
上位計画 

 

新座市 

第５次新座市総合計画 

新座市都市計画マスタープラン 

埼玉県 

まちづくり埼玉プラン 

新座都市計画 都市計画区域の整備、 

開発及び保全の方針 

新座市国土強靭化地域計画 

関連計画 

公共施設 

・新座市公共施設等総合管理計画 

・新座市公共施設再配置計画（令和８年度公表予定） 

 

防災 

・新座市地域防災計画 

医療・福祉 

・埼玉県地域医療構想 

・第４次新座市地域福祉計画 

・第９期新座市高齢者福祉計画・新座市介護

保険事業計画 

・第６次新座市障がい者基本計画等 

子育て 
・第３次新座市子ども・子育て支援事業計画 

交通 

・新座市地域公共交通計画 

住宅 
・埼玉県住生活基本計画 

即する 

整合・連携 

（都市計画法第 18 条の２第１項） 

（都市再生特別措置法第 81 条第１項） 

住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画 

空家 

・第２期新座市空家等対策計画 
環境 
・第３次新座市環境基本計画 

耐震化 

・新座市建築物耐震改修促進計画 

新座市立地適正化計画 

新座市デジタル田園都市構想総合戦略 
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（８） 連携する３つの計画について 
「 コ ン パク ト ・ プラ ス・ ネッ ト ワ ーク 」 を 効果的に推進し ていく ため、立地適正化計画は、

「 地域公共交通計画」 及び「 公共施設再配置計画」 と 連携を図っていく こ と が重要です。  

地域公共交通計画は、 市内の公共交通の将来像や、 目標及び目標達成に向けた具体的な施

策を 定める も のであり 、 拠点を 結ぶ交通ネッ ト ワ ーク の構築や、 居住誘導区域から 拠点へア

ク セス する ための手段の確保など 、 相互に支え合っ ていく 関係性と なり ま す。  

ま た、 公共施設再配置計画は、 公共施設等総合管理計画の考え方に基づき 、 各公共施設の

状況と 市民意向を 踏ま えながら 再配置の方向付けを 行う も のです。 現在、 本市の公共施設は

市街化調整区域に立地する も のも あり ま すが、適切なサービ ス の提供を 持続可能と する ため、

将来的には誘導区域内への再配置を 検討する など 、 長期的な視点を も って連携する こ と が求

めら れま す。  

 
図 ３計画の連携について 

 
資料：国土交通省『コンパクト・プラス・ネットワークの推進について』掲載図を参考に作成 
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第２章 市の現況と都市構造上の課題 
２－１ 現況と将来の見通し 

（１） 本市の位置・地勢 
本市は、 埼玉県の最南端に位置し 、 朝霞市、 志木市、 所沢市、 三芳町に接する ほか、 東京都

の練馬区、 西東京市、 東久留米市、 清瀬市と 接し ていま す。 東京都心から は約2 5 ㎞圏内に位置

し 、 JR 武蔵野線、 東武東上線、 西武池袋線のほか、 国道2 5 4 号、 国道4 6 3 号によ っ て東京都や

県央と 結ばれていま す。  

ま た、 北部を 柳瀬川、 南部を 黒目川が流れ、 両河川に挟ま れた中央部は野火止台地と 呼ばれ

る 高台と なっていま す。  

図 本市の位置 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：第５次新座市総合計画 
 

  

資料：地理院地図にて作成 

図 標高 
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（２） 人口 
 １） 人口の推移 

 ① 人口と世帯 

本市の総人口は、 高度経済成長期の急速な人口増加を経た後も 、 立地条件の良さ や交通

網の整備、市街地整備の推進によ り 順調に伸び、昭和4 5 ( 19 7 0 ) 年に7 7 ,7 0 4 人であった人

口が、 5 0 年後の令和２ ( 2 0 2 0 ) 年には16 6 ,0 17 人（ 約2 .1倍） になっていま す。  

世帯数は、 昭和4 5 ( 19 7 0 ) 年に2 1,9 6 3 世帯であ っ た も のが、 令和２ ( 2 0 2 0 ) 年には

7 3 ,6 8 6 世帯 （約3 .4 倍） と 、 人口以上に伸びていま す。 こ れは核家族化の進行によ り 、 世

帯人員が3 .5 人/世帯( 昭和4 5 ( 19 7 0 ) 年) から 2 .3 人/世帯( 令和２ ( 2 0 2 0 ) 年) に低下し てい

る こ と が主な要因と 考えら れま す。  

 
表 人口・世帯数・世帯人員の推移 

 
資料：国勢調査 

 
図 人口・世帯数・世帯人員の推移 

 
  

総人口 世帯数 世帯人員

(人) (世帯) (人/世帯)

昭和45年 1970年 77,704 21,963 3.5

昭和50年 1975年 108,990 31,652 3.4

昭和55年 1980年 119,309 36,335 3.3

昭和60年 1985年 129,287 40,340 3.2

平成2年 1990年 138,919 46,370 3.0

平成7年 1995年 144,726 51,700 2.8

平成12年 2000年 149,511 56,406 2.7

平成17年 2005年 153,305 60,048 2.6

平成22年 2010年 158,777 64,436 2.5

平成27年 2015年 162,122 67,250 2.4

令和2年 2020年 166,017 73,686 2.3
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 ② 年齢３階層別人口 

本市の平成12 ( 2 0 0 0 ) 年以降の年齢３ 階層別人口を 構成比でみる と 、 平成12 ( 2 0 0 0 ) 年

から 令和２ ( 2 0 2 0 ) 年の2 0 年間で、年少人口が1.4 ポイ ント 、生産年齢人口が13 .1ポイ ント

減少し 、 老年人口が14 .5 ポイ ン ト 増加し ていま す。  

 
表 年齢３階層別人口の推移 

 
※総人口は年齢不詳を含む。 

また、構成比については小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100％にな
らない場合がある。 

資料：国勢調査 
 

図 年齢３階層別人口構成比の推移 

 
  

年少人口
生産年齢
人口

老年人口

0～14歳 15～64歳 65歳以上

平成12年 2000年 21,362 110,549 17,270 149,511

平成17年 2005年 21,274 106,323 24,576 153,305

平成22年 2010年 21,580 104,229 32,263 158,777

平成27年 2015年 21,855 100,397 39,311 162,122

令和2年 2020年 20,924 98,647 42,180 166,017

平成12年 2000年 14.3 74.1 11.6 100.0

平成17年 2005年 14.0 69.9 16.2 100.0

平成22年 2010年 13.7 65.9 20.4 100.0

平成27年 2015年 13.5 62.1 24.3 100.0

令和2年 2020年 12.9 61.0 26.1 100.0

総人口※

人口
(人)

構成比
(%)
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 ③ 将来人口推計 

本市の将来人口推計の結果を みる と 、 令和7 ( 2 0 2 5 ) 年をピ ーク に人口減少が始ま り 、 全

国の動向よ り は緩やかなも のの、 減少傾向が続く と 予測さ れていま す。  

ま た、 年齢３ 階層の構成比では、 少子高齢化が進行し 、 年少人口と 生産年齢人口の割合

が減少する 一方、 老年人口の割合が増加し 、 令和2 2 ( 2 0 4 0 ) 年には３ 割を 上回る と 予測さ

れま す。  

表 年齢３階層別将来人口の推移 

 
※令和２年の総人口は年齢不詳を含む。また、構成比は年齢不詳を除いて算出。 
資料：令和２年は国勢調査、令和７年以降は日本の地域別将来推計人口(令和５(2023)年

推計)／国立社会保障・人口問題研究所による 
 

図 年齢３階層別将来人口の推移 

 
  

年少人口 生産年齢人口 老年人口

0～14歳 15～64歳 65歳以上

令和2年 2020年 20,924 98,647 42,180 166,017※

令和7年 2025年 19,525 103,741 44,077 167,343

令和12年 2030年 18,549 103,117 45,510 167,176

令和17年 2035年 18,612 99,483 48,231 166,326

令和22年 2040年 18,800 94,513 51,880 165,193

令和27年 2045年 18,640 91,784 53,688 164,112

令和2年 2020年 12.9 61.0 26.1 100.0

令和7年 2025年 11.7 62.0 26.3 100.0

令和12年 2030年 11.1 61.7 27.2 100.0

令和17年 2035年 11.2 59.8 29.0 100.0

令和22年 2040年 11.4 57.2 31.4 100.0

令和27年 2045年 11.4 55.9 32.7 100.0

構成比
(%)

総人口

人口
(人)

20,924 19,525 18,549 18,612 18,800 18,640 

98,647 103,741 103,117 99,483 94,513 91,784 

42,180 44,077 45,510 48,231 51,880 53,688 

166,017 
167,343 167,176 166,326 165,193 164,112 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

年少人口 生産年齢人口 老年人口

（人）
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 ２） 人口分布 

 ① 区域別人口 

令和２ ( 2 0 2 0 ) 年の市街化区域人口は15 3 ,3 8 8 人、 市街化調整区域人口は12 ,6 2 9 人と

なっており 、 ９ 割以上の方が市街化区域内に居住し ていま す。  

1h a あたり の人口密度を 見る と 、令和２ ( 2 0 2 0 ) 年ま での2 0 年に市街化区域では7 .3 人増

加し ている 一方、 市街化調整区域では多少の増減はある も のの横ばいの状況です。  

なお、埼玉県の県南地域( 都心から おおむね10 ～3 0 ㎞圏内) における 市街化区域の平均人

口密度は約9 9 .8 人/h a であり 、 本市の111.0 人/h a はそれを大幅に上回っ ている こ と から 、

本市の市街化区域における 住宅需要が高い状況が読み取れま す。  

表 区域別人口・人口密度の推移 

 

資料：新座市都市計画概要(面積)、都市計画基礎調査(人口) 
図 区域別人口の推移 

 
図 区域別人口密度の推移 

   

都市計画 都市計画 都市計画 市街化 市街化
区域 区域 区域 区域 調整区域

平成
12年

2000年 2,280 1,299 57.0% 981 43.0% 149,511 134,679 90.1% 14,832 9.9% 65.6 103.7 15.1

平成
17年

2005年 2,280 1,299 57.0% 981 43.0% 153,305 138,528 90.4% 14,777 9.6% 67.2 106.6 15.1

平成
22年

2010年 2,280 1,328 58.2% 952 41.8% 158,777 145,676 91.7% 13,101 8.3% 69.6 109.7 13.8

平成
27年

2015年 2,280 1,331 58.4% 949 41.6% 162,122 148,540 91.6% 13,582 8.4% 71.1 111.6 14.3

令和
2年

2020年 2,278 1,382 60.7% 896 39.3% 166,017 153,388 92.4% 12,629 7.6% 72.9 111.0 14.1

人口密度（人/ha）　面積（ha）

市街化
区域

市街化
調整区域

市街化
区域

市街化
調整区域

人口（人）
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 ② 人口集中地区(DID) 

人口集中地区( DID) は、 人口増加に応じ て19 7 0 年代に急速に拡大し 、 令和２ ( 2 0 2 0 ) 年

における DID面積は1,4 9 6 h a であり 、市街化区域の1,3 8 2 h a を 110 h a ほど 上回っ ていま す。 

こ れは急速な人口増加に合わせて市街化区域内ではその需要を受け止めき れず、 市の中

央部の市街化調整区域にも 住宅地が拡大し ていったこ と が主な要因と 考えら れま す。  

ま た、DID内における 人口密度は10 4 .6 人/h a と なっており 、DIDに含ま れる 人口は総人

口の9 4 .3 % と なっていま す。  

表 DID人口・DID人口密度の推移 

 
資料：国勢調査 

 
図 DID人口・DID人口密度の推移 

 
  

（人） （ha） (人/ha)

昭和45年 1970年 51,807 580 89.3 66.7% 25.4%

昭和50年 1975年 89,567 1,080 82.9 82.2% 47.4%

昭和55年 1980年 101,572 1,200 84.6 85.1% 52.6%

昭和60年 1985年 109,185 1,200 91.0 84.5% 52.6%

平成2年 1990年 123,462 1,350 91.5 88.9% 59.2%

平成7年 1995年 134,666 1,550 86.9 93.0% 68.0%

平成12年 2000年 138,342 1,515 91.3 92.5% 66.4%

平成17年 2005年 142,371 1,531 93.0 92.9% 67.1%

平成22年 2010年 148,558 1,539 96.5 93.6% 67.5%

平成27年 2015年 152,219 1,537 99.0 93.9% 67.5%

令和2年 2020年 156,505 1,496 104.6 94.3% 65.7%

市全体に対
するDID地
区の人口の
割合（％）

市全体に対
するDID地
区の面積の
割合（％）

DID人口 DID面積
DID人口密

度
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図 DIDの指定状況 

 
資料：国土数値情報   
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 ③ 人口分布の推計 

現況については、結果が公表さ れている 国勢調査の最新年（ 令和２ ( 2 0 2 0 ) 年度） を基準

と し ま す。 将来の見通し については、 本計画の目標年度( 令和2 4 ( 2 0 4 2 ) 年) の直近である

令和2 2 ( 2 0 4 0 ) 年を基準と し 、 国立社会保障・ 人口問題研究所の推計値を 使用し ま す。  

令和２ ( 2 0 2 0 ) 年及び令和2 2 ( 2 0 4 0 ) 年の人口分布は次の 図の と おり で す。 令和２

（ 2 0 2 2 ） 年の市街化区域内の人口密度は、 既成市街地の基準と いわれる 4 0 人/h a を おお

むね超えていま す。 特に志木駅付近やひばり ヶ 丘駅北口周辺では、 2 0 0 人/h a 以上の地域

も 多く 見ら れま す。  

図 100ｍ人口メッシュ(令和２(2020)年) 

 
資料：国勢調査を基に作成     
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令和2 2  （2 0 4 0 ） 年においても 、 おおむね高い人口密度が維持さ れる 見込みと なっ てお

り 、 人口減少が大き く 目立つ局所的な地域も 見ら れま せん。  

 

 

 

 

図 100ｍ人口メッシュ(令和22(2040)年) 

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所の推計結果を基に作成     
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 ３） 自然動態・社会動態 

自然動態は、平成2 7 ( 2 0 15 ) 年及び平成2 8 ( 2 0 16 ) 年では自然増と なっ ていま し たが、少子

高齢化の影響で平成2 9 ( 2 0 17 ) 年に自然減に移行し 、その減少数は年々拡大傾向にあり ま す。 

一方、 社会動態は、 平成2 7 ( 2 0 15 ) 年から 一貫し て転入が転出を 上回る 社会増が続いてい

ま す。  

 
表 自然動態・社会動態 

 
資料：住民異動月報、人口動態一覧表(各月末現在) 

 
図 人口動態の推移 

   

出生 死亡 自然増減 転入 転出 社会増減 合　計

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)

平成27年 2015年 1,354 1,285 69 8,419 7,613 806 875

平成28年 2016年 1,330 1,273 57 8,275 7,593 682 739

平成29年 2017年 1,224 1,326 △ 102 8,456 7,635 821 719

平成30年 2018年 1,241 1,398 △ 157 7,988 7,952 36 △ 121

令和元年 2019年 1,112 1,401 △ 289 8,471 7,791 680 391

令和2年 2020年 1,047 1,501 △ 454 8,297 7,362 935 481

令和3年 2021年 1,082 1,614 △ 532 8,119 7,687 432 △ 100

令和4年 2022年 959 1,794 △ 835 8,137 7,680 457 △ 378

令和5年 2023年 1,016 1,862 △ 846 8,731 7,579 1,152 306
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 ４） 転入・転出 

平成2 7 ( 2 0 15 ) 年から の５ 年間の転出入は、 転入者数が17 ,5 8 6 人、 転出者数が16 ,18 8 人

で、 約1,4 0 0 人の転入超過と なっていま す。  

内訳を 見る と 、 埼玉県内では転出超過である のに対し 、 他の都道府県に対し ては転入超過

と なっ ており 、 特に東京都の近接自治体から の転入が多い状況です。  

中でも 、 隣接する 練馬区から は約2 ,0 0 8 人が転入、 9 3 6 人が転出し ており 、 転出入共に最

も 多い自治体と なっ ていま す。  

 

表 転入・転出状況(平成27(2015)年からの５年間の合計) 

 

 
資料：国勢調査 

図 上位５市区の転入・転出状況 

  
※埼玉県内、東京都内の転入元、転出先の上位５市区を図化  

朝霞市 1,252人 練馬区 2,008人 神奈川県 777人

志木市 712人 板橋区 646人 千葉県 574人

さいたま市 457人 西東京市 597人 大阪府 284人

和光市 442人 東久留米市 493人 愛知県 233人

所沢市 416人 清瀬市 408人 茨城県 208人

転入者合計：17,586人

埼玉県内
（転入者数：5,451人）

東京都
（転入者数：7,131人）

他道府県
（転入者数：5,004人）

朝霞市 887人 練馬区 936人 神奈川県 811人

さいたま市 756人 東久留米市 537人 千葉県 638人

志木市 684人 清瀬市 513人 北海道 255人

所沢市 521人 西東京市 513人 愛知県 240人

川越市 381人 板橋区 347人 茨城県 225人

転出者合計：16,188人

他道府県
（転出者数：4,787人）

東京都
（転出者数：5,477人）

埼玉県内
（転出者数：5,924人）
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（３） 土地利用 
 １） 土地利用現況 

土地利用の現況をみる と 、 市街化区域内では住宅用地が4 5 .5 % と 最も 多く 、 次いで市街地

の都市基盤と なる 道路用地が17 .0 % と なっ ていま す。  

市街化調整区域内では、 自然的土地利用が約3 4 % を占めており 、 市街化調整区域内に広が

る 農地や雑木林等のみど り は、 本市の特色の一つと なっ ていま す。 その他、 住宅用地や工業

用地の割合も 高く なっ ていま す。  

工業系用途地域の準工業地域、 工業地域においては、 一部に住宅が立地し ており 、 工場の

移転や廃止に伴う 住宅への土地利用転換によ り 、 工場と 住居と が混在し た状態と なっ ていま

す。  

 

表 区域区分別土地利用面積(令和３(2021)年) 

 
資料：都市計画基礎調査 

 
図 区域区分別土地利用面積比(令和３(2021)年) 

 
 

田 畑 山林 水面

その
他の
自然
地

住宅
用地

商業
用地

工業
用地

農林
漁業
施設
用地

公益
施設
用地

公共
空地

道路
用地

交通
施設
用地

その
他公
的施
設用
地

その
他の
空地

合計

0.0 339.0 76.1 11.4 32.9 724.4 116.6 199.5 3.7 199.0 69.3 327.4 14.7 62.5 101.6 2,278.0

市街化区域 0.0 131.3 17.1 3.1 5.4 628.9 80.1 100.1 2.2 80.3 21.9 234.7 5.2 0.0 71.7 1,382.0

市街化調整区域 0.0 207.7 59.0 8.3 27.5 95.5 36.5 99.4 1.5 118.7 47.4 92.8 9.5 62.5 29.8 896.0

都市計画区域

自然的土地利用 都市的土地利用

面積（ha）
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図 土地利用現況(令和３(2021)年) 

 
※その他の公益施設用地：幼稚園、保育所、病院、診療所、老人ホームを除く公益施設用地で学校施設や大学等 

その他の公的施設用地：防衛施設用地 
資料：都市計画基礎調査 
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 ２） 建物分布 

本市の建物の分布は、 市街化区域内の大部分で5 0 棟/h a 以上であり 、 特にひばり ヶ 丘駅北

口周辺では、 10 0 棟/h a 以上の地域が集積し ていま す。  

 

図 100ｍ建物棟数メッシュ 

  
資料：家屋データ（令和６（2024）年）を基に作成 

【志木駅付近】 

○一部 150 棟/ha 以上と

なっている。 

【ひばりヶ丘駅北口周辺】 

○駅周辺は 100 棟/ha 以上が

多くみられる。 

【清瀬駅付近】 

○一部 150 棟/ha 以上と

なっている。 
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 ３） 新築動向 

令和２ ( 2 0 2 0 ) 年ま での５ 年間の新築件数を みる と 、市街化区域では年間7 5 0 件程度、市街

化調整区域では3 0 件程度と なっ ており 、 ほぼ横ばいの状況です。  

なお、令和２ ( 2 0 2 0 ) 年は、特に市街化調整区域においてやや異なる 傾向と なり ま し たが、

こ れは感染症の拡大やオリ ンピ ッ ク の開催に伴う 影響と 考えら れま す。  

 

表 新築件数の推移 

 
資料：都市計画基礎調査 

 
 ４） 空家等 

本市の空家率は8 .3 ％と 県平均の10 .2 ％を 下回っ て おり 、 平成3 0 ( 2 0 18 ) 年の空家数は

6 ,16 0 件です。  

今後の人口減少に伴い、 空家等の増加が予想さ れま すが、 老朽化し た家屋の倒壊や雑草・

害虫の発生と いっ た安全・ 衛生面への影響と と も に、 空家等への不法侵入や不法占拠、 粗大

ゴミ など の不法投棄、 放火の原因と いっ た防犯面での影響が危惧さ れま す。  

ま た、 平成2 7 ( 2 0 15 ) 年以降、 市民や町内会から 空家等に関する 新規相談が毎年5 0 件程度
市に寄せら れていま す。  

 

図 空家状況の推移 

 
※空家数及び空家率については推計値 

資料：新座市都市計画マスタープラン 

市街化区域 市街化調整区域 合計

戸建 集合 商業 工業 計 戸建 集合 商業 工業 計

2016年 679 54 17 0 750 27 1 3 1 32 782

2017年 668 41 21 1 731 27 0 2 0 29 760

2018年 720 36 15 5 776 21 0 3 2 26 802

2019年 675 39 14 2 730 17 1 6 0 24 754

2020年 547 47 9 2 605 34 0 67 1 102 707
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（４） 市街地整備 
 １） 土地区画整理事業 

本市では、 主に住居系・ 商業系の土地活用を 目的と し た土地区画整理事業が施行さ れてお

り 、 17 地区が施行済、 1地区が施行中、 1地区が一部未着手と なっ ていま す。 土地区画整理事

業の施行面積は全体で2 5 2 .7 h a で、 市街化区域( 1,3 8 2 h a ) の18 .3 % にあたり ま す。  

 

表 土地区画整理事業の施行状況 

 
資料：都市計画基礎調査  

 

図 土地区画整理事業の施行状況の構成比 

  

施行状況 面積（ha）

65.0

(1) 志木駅前要請土地区画整理事業 施行済 24.9

(2) 志木駅前第2土地区画整理事業 施行済 10.6

(3) 志木駅西土地区画整理事業 施行済 0.5

(4) （未着手部分） 未施行 29.0

2 施行済 3.2

3 施行済 4.6

4 施行済 8.7

5 施行済 8.5

6 施行済 6.7

7 施行済 7.5

8 施行済 7.7

9 施行済 2.3

10 施行済 8.2

11 施行済 37.5

12 施行中 31.6

13 施行済 6.1

14 施行済 2.6

15 施行済 3.0

16 施行済 49.5

252.7

野火止上北土地区画整理事業

栄・池田土地区画整理事業

新堀二丁目土地区画整理事業

大和田二・三丁目地区土地区画整理事業

1

東北土地区画整理事業

地区名

合計

あぶみ田土地区画整理事業

東裏土地区画整理事業

北野特定土地区画整理事業

野火止土地区画整理事業

馬場土地区画整理事業

新開土地区画整理事業

中野土地区画整理事業

野火止七丁目地区土地区画整理事業

新座駅南口土地区画整理事業

新座駅南口第２土地区画整理事業

新座駅北口土地区画整理事業

未施行

29.0ha

施行済

192.1ha
施行中

31.6ha

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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図 土地区画整理事業の施行状況 

 
資料：都市計画基礎調査 
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 ２） 道路網 

本市の道路網においては、 関越自動車道、 国道2 5 4 号、 国道4 6 3 号が広域の都市間を 結ぶ

主要な道路である 広域幹線道路を形成し ていま す。  

ま た、 周辺都市や市内の地域・ 各拠点間を 結ぶ主要な道路である 一般県道川越新座線、 主

要地方道さ いたま 東村山線など の地域幹線道路は、 市内の骨格を 形成し ていま す。  

 
図 道路網の状況  

 
資料：認定道路網、新座市都市計画マスタープラン 
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 ３） 将来構想 

本市では、 交通利便の向上や市中央部の良好なま ちづく り に寄与する も のと し て、 都市高

速鉄道12 号線( 都営大江戸線) の新座市及び武蔵野線方面への延伸促進活動を行っ ており 、 沿

線のま ちづく り や事業主体に係る 関係機関と の調整・ 協議など の取組を 、 埼玉県や近隣自治

体と 連携を 図り ながら 進めていま す。  

ま た、新座料金所における 渋滞緩和など を目的と し て、関越自動車道への( 仮称) 新座ス マー

ト イ ン タ ーチェ ン ジの設置も 構想さ れていま す。  

 

図 「地下鉄12号線の延伸実現に係る新駅周辺地区におけるまちづくり構想」 

(平成27年(2015年)３月 新座市) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●新駅周辺のまちづくりイメージ図 

 
※令和８ ( 2 0 2 6 ) 年３ 月時点の想定  

●(仮称)新座中央駅の設置位置 
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（５） 生活利便施設 
主な分布状況について把握する と と も に、 特に医療施設や商業施設など 、 日常的に利用す

る 施設については施設の圏域人口についても 確認し ま す。 圏域人口については、 カバー率が

高いほど 、 徒歩で施設にアク セス でき る 市民の割合が多いこ と を意味し ま す。  

 １） 施設の立地状況 

 ① 行政施設 

野火止一丁目に市役所本庁舎( 第一～第五庁舎) が立地し ている ほか、 東北二丁目、 新塚
一丁目、 新堀一丁目、 栗原三丁目に出張所が立地し ていま す。  

図 行政施設の分布状況 

 
資料：にいざマップを基に作成 
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 ② 文化・スポーツ施設 

図書館は中央図書館及び福祉の里図書館の２ 箇所、 図書室は５ 箇所立地し ていま す。  

ま た、 ス ポーツ 施設はそのほと んど が市街化調整区域に位置し ており 、 特に本多には総

合運動公園や総合体育館、 テニス 場等がま と ま って立地し ていま す。  

 

図 文化・スポーツ施設の分布状況

 
資料：にいざマップを基に作成 
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 ③ 医療施設 

病院は６ 施設あり ま すが、 立地についてはやや偏り があり ま す。 診療所についてはおお

むね市内全域に分布し ていま す。 市街化区域のほと んど は医療施設の圏域に該当し 、 総人

口のカバー率は約9 9 ％と なっ ていま す。  

 

 

 

 

 
 

図 医療施設の分布及び圏域 

 
 
 
資料：にいざマップを基に作成  

表 圏域人口 

R2 総人口 年少 生産年齢 老年

徒歩圏人口（人） 163,773 20,645 97,374 41,545

人口（人） 166,017 20,924 98,647 42,180

カバー率 98.6% 98.7% 98.7% 98.5%

※病院は 20 床以上の病床を有するものとし、診療所は病床を有さ
ないもの又は 19 床以下の病床を有するもの(医療法による)。 
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 ④ 福祉・介護施設 

福祉施設は老人福祉セン タ ー、 高齢者いき いき 広場

が立地し ており 、 介護施設( 対象施設： 通所型の高

齢者介護施設) は市内全域に点在し 、 市街化区域の

ほと んど 全域が徒歩圏に該当し ま す。介護施設の老

年人口( 6 5 歳以上) のカ バー率は約9 6 % と 想定さ

れており 、おおむね市全域をカバーし ている 状況で

す。  

 

図 福祉・介護施設の分布及び圏域 

 
 資料：にいざマップ、新座市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所一覧を基に作成 

表 高齢者の圏域人口 

R2 老年

圏域人口（人） 40,503

人口（人） 42,180

カバー率 96.0%
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 ⑤ 教育施設 

市内には小学校が17 校、 中学校が８ 校立地し ている ほか、 高等学校、 大学、 専門学校、

通信制高校が立地し ていま す。  

 

図 教育施設の分布状況 

 
資料：にいざマップ、各施設HPを基に作成 
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 ⑥ 子育て施設 

子育て施設( 対象施設： 保育園、幼稚園、認定こ ど

も 園、子育て支援セン タ ー、児童センタ ー) は市内全

域に点在し 、市街化区域ではほと んど が徒歩圏に該

当し ま す。 子育て施設の年少人口( 15 歳未満) のカ

バー率は、 約9 8 ％と 想定さ れま す。  

なお、保育園、幼稚園、認定こ ど も 園のみのカバー

率についても 、 同じ く 約9 8 ％と なっ ていま す。  

 

図  子育て施設の分布及び圏域 

 
資料：にいざマップを基に作成 

  

表 年少者の圏域人口 

R2 年少

圏域人口（人） 20,578

人口（人） 20,924

カバー率 98.3%
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 ⑦ 商業施設 

商業施設（ 対象施設： 食料品を 扱う ス ーパーマーケッ ト 等） は市内全域及び周辺自治体

に点在し 、 市街化区域の全域が徒歩圏に該当し ま す。 商業施設の総人口のカバー率は、 ほ

ぼ10 0 ％と 想定さ れ、 おおむね充足し ていま すが、 大和田の東部や西堀など 、 一部で立地

の少ないエリ アが見ら れま す。  

 

 
 

図  商業施設の分布及び圏域 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：都市計画基礎調査、各施設ＨＰを基に作成 

R2 総人口 年少 生産年齢 老年

圏域人口（人） 165,899 20,922 98,615 42,095

人口（人） 166,017 20,924 98,647 42,180

カバー率 99.9% 100.0% 100.0% 99.8%

表 圏域人口 
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 ⑧ 金融施設 

金融施設( 対象施設： 銀行、 信用金庫、 郵便局) は市内全域及び周辺自治体に点在し 、 おお

むね市街化区域を カバーし ていま すが、 新堀・ 西堀周辺が徒歩圏外と なっ ており 、 カ バー率

は約8 ６ ％と 想定さ れま す。  

 

 
図 金融施設の分布及び圏域 

 
資料：都市計画基礎調査、各施設ＨＰを基に作成 

R2 総人口 年少 生産年齢 老年

圏域人口（人） 142,323 17,935 84,911 35,585

人口（人） 166,017 20,924 98,647 42,180

カバー率 85.7% 85.7% 86.1% 84.4%

表 圏域人口 
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（６） 交通 
 １） 鉄道 

 ① 鉄道路線、駅 

市内には、JR 武蔵野線の新座駅、東武東上線の志木駅がある ほか、西武池袋線のひばり ヶ

丘駅、 清瀬駅が近接し ていま す。  

JR 武蔵野線は、 平日は上り 下り と も に13 0 本程度、 ピ ーク 時間帯は１ 時間に10 本程度で

運行さ れており 、 新秋津駅、 北朝霞駅など で他線へ乗り 換える こ と ができ ま す。 東武東上

線は、 平日の上り が2 9 4 本、 下り が2 4 1本、 ピ ーク 時間帯は１ 時間に最大で17 本の運行が

あり ま す。  
図 鉄道路線、駅の配置状況 

 
資料：国土数値情報 
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 ② 乗車人員 

市内の志木駅、 新座駅と 市外のひばり ヶ 丘駅、 清瀬駅の１ 日あたり の乗車人員は、 令和

元( 2 0 19 ) 年ま では増加傾向にあり ま し たが、 令和２ ( 2 0 2 0 ) 年の新型コ ロ ナウ イ ルス 感染

症拡大の影響で大き く 減少し 、 その後は回復傾向にあり ま す。  

乗車人員は、 他線への乗り 換えなし で都心へアク セス でき る 東武東上線や西武池袋線の

駅の乗車人員が多い傾向にあり ま す。  

 

表 駅別１日あたりの乗車人員の推移 

 
 資料：国土数値情報 

 
図 駅別乗車人員の推移 

 
 

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

志木駅 102,699 102,131 103,074 103,779 105,247 105,694 104,698 77,230 83,802 90,290

新座駅 37,478 38,862 38,126 39,390 40,540 42,008 42,008 28,554 34,000 38,552

ひばりヶ丘駅 68,930 67,907 69,024 70,247 72,652 73,607 74,392 55,311 58,883 63,812

清瀬駅 69,579 68,375 68,834 69,382 70,249 70,760 69,578 51,992 54,478 58,830

278,686 277,275 279,058 282,798 288,688 292,069 290,676 213,087 231,163 251,484合計

市
内

市
外
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 ２） バス 

 ① バス路線 

本市のバス 路線は、 志木駅を 起終点と する 路線のほか、 新座駅を はじ め市内各地よ り 朝

霞駅、 朝霞台駅、 大泉学園駅、 ひばり ヶ 丘駅、 清瀬駅、 所沢駅、 東所沢駅、 吉祥寺駅等と

の連絡路線が多数あり 、 西武バス 、 東武バス が運行し ていま す。  

ま た、志木駅や新座車庫では、リ ム ジン バス で羽田空港にアク セス する こ と ができ ま す。  

 

図 バス路線の配置状況

 

資料：にいざマップを基に作成  
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 ② 民間路線バス利用者数 

令和元( 2 0 19 ) 年ま で、民間のバス 利用者数は増加傾向にあり ま し たが、新型コ ロ ナウ イ

ルス 感染症拡大の影響によ り 令和３ ( 2 0 2 1) 年に大き く 落ち込み、その後は順調な回復傾向

にあり ま す。  

事業者別では、 西武バス の利用がほと んど を 占めている 状況です。 なお、 国際興業バス

は令和５ （ 2 0 2 3 ） 年11月に撤退し ていま す。  

 

表 民間バス利用者数の推移 

 
資料：統計にいざ 

図 民間バス利用者数の推移 

 
 

 ③ にいバス利用者数 

にいバス については、令和２ ( 2 0 2 0 ) 年に利用者数が大き く 落ち込みま し たが、その後は

回復し 、 特に路線の見直し を行っ た令和５ ( 2 0 2 3 ) 年は、 一般の利用者は前年度の約1.6 倍

と 大き く 利用者数が伸びま し た。  

図 にいバス利用者数の推移 

 
資料：市統計 

単位：人

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

西武バス 64,359 65,176 64,673 48,449 52,561 56,324

国際興業バス 947 935 919 1,052 862 823

東武バス 1,860 1,847 1,333 1,484 1,373 1,585

合計 67,166 67,958 66,925 50,985 54,796 58,732
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 ３） 公共交通圏域 

公共交通圏域は、 鉄道駅から 徒歩圏の8 0 0 ｍ以内も し く はバス 停から 徒歩圏の3 0 0 ｍと さ

れており 、 その圏域外が交通空白地域に該当し ま す。  

市街化区域のほと んど が公共交通圏域内ですが、 一部のエリ アに交通空白地域がみら れま

す。  

なお、 市内を 走る バス の平日平均片道本数は１ 日当たり 3 0 本以上と なっていま す。  

 

図 公共交通圏域の状況 

 
資料：国土数値情報、にいざマップを基に作成 
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 ４） 公共交通の圏域人口推移 

公共交通圏域の総人口のカバー率は、現在の公共交通網が維持さ れた場合、令和２（ 2 0 2 0 ）

年、 令和2 2 ( 2 0 4 0 ) 年と も に約9 0 ％と 想定さ れ、 カバー率は維持さ れる 見通し と なっ ていま

す。  

公共交通圏域はおおむね市街化区域をカバーし ていま すが、一部に交通空白地域が見ら れ、

特に石神付近でやや広いエリ アが不便地域と なっ ていま す。  

 

図 公共交通圏域【令和２(2020)年】 

  
資料：国土数値情報、にいざマップを基に作成 
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図 公共交通圏域【令和22(2040)年】 

 
 
  
 
 
 
 

資料：国土数値情報、にいざマップを基に作成 
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（７） 災害 
本市の各種ハザード 情報と 災害リ ス ク に係る 都市特性を 把握し ま す。  

 

 １） 土砂災害 

 ① 土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域 

長雨や大雨、集中豪雨など の水害時や地震時に

発生する 土砂災害には、 主に急傾斜地の崩壊（ が

け崩れ）、土石流、地滑り があり 、こ れら のリ ス ク

があ る 区域を 土砂災害警戒区域（ イ エロ ーゾ ー

ン） や土砂災害特別警戒区域（ レ ッ ド ゾーン ） と

いいま す。  

土砂災害特別警戒区域については、一定の開発

行為の制限や居室を 有する 建築物の構造の規制

が行われま す。  

本市では、埼玉県によ り 平成2 7 ( 2 0 15 ) 年10 月

に16 箇所が土砂災害警戒区域に指定さ れており 、

そのう ち12 箇所が土砂災害特別警戒区域に該当

し ま す。  

 

表 本市の土砂災害警戒区域一覧 

No 
土砂災害警戒区域  

の名称  
所在地 

特別  

警戒区域 

土砂災害の  

発生原因となる  

自然現象の種類 

1 新座高校 栄一丁目 ○ 

急傾斜地の崩壊 

2 妙音沢 栄一丁目 ○ 

3 栗原三丁目 栗原三丁目 ○ 

4 池田三丁目 池田三丁目   

5 中野二丁目 中野二丁目 ○ 

6 新座市営西 新塚一丁目 ○ 

7 大和田 大和田五丁目   

8 石神四丁目 石神四丁目 ○ 

9 畑中一丁目-1 畑中一丁目  ○ 

10 畑中一丁目-2 畑中一丁目  ○ 

11 池田一丁目-1 池田一丁目 ○ 

12 池田一丁目-2 池田一丁目 ○ 

13 馬場一丁目 馬場一丁目 ○ 

14 堀ノ内一丁目 堀ノ内一丁目 ○ 

15 片山二丁目-1 片山二丁目   

16 堀ノ内二丁目-2 堀ノ内二丁目   

資料：新座市地域防災計画（令和５(2023)年） 
  

資料：新座市洪水・土砂災害ハザード
マップ（令和４(2022)年） 
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市街化区域内では畑中一丁目、 石神四丁目、 栗原三丁目、 新座市営西に土砂災害特別警

戒区域に指定さ れている 場所があり ま す。 ま た、 馬場二丁目では家屋倒壊等氾濫想定区域

（ 河岸浸食）（ P .5 0 参照） と 重複し ている エリ アがあり 、 特に災害リ ス ク が高いと 言えま

す。  

市街化区域内で土砂災害特別警戒区域の指定がある 区域及び、 特に災害リ ス ク のある 地

区については、 拡大図を下記に示し ま す。  

図 土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域の指定状況 

 
資料：新座市洪水・土砂災害ハザードマップ（令和４(2022)年） 

新座市営西 

畑中一丁目 

栗原三丁目 

石神四丁目 
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 ② 急傾斜地崩壊危険区域 

急傾斜崩壊危険区域と は、 がけ崩れによ り 相当数の居住者等に危険が生じ る おそれのあ

る 土地のう ち、 がけ崩れを 誘発・ 助長する おそれのある 行為の制限や、 必要な施設を設置

する こ と を目的と し た土地の区域であり 、 具体的には以下のと おり です。  

 

本市では、 栄一丁目の一部（ 妙音沢） が指定さ れていま す。  

 

図 急傾斜地の崩壊（がけ崩れ）の前兆現象 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料：新座市洪水・土砂災害ハザードマップ（令和４(2022)年） 

 
 
 

  

① 急傾斜地の傾斜度が 30 度以上かつ急傾斜地の高さが 5ｍ以上のもの。 
② 急傾斜地の崩壊により危害が生ずるおそれのある人家が 5 戸以上あるもの、

又は 5 戸未満であっても、官公署、学校、病院、旅館等に危害が生ずるおそれ
があるもの。 

・斜面に亀裂が入る 
・斜面にはらみがみられる 

・ふだん澄んでいる湧水が濁っ
てきたり水の吹き出しが見ら
れる 

・湧水の急激な増加あるいは減
少・枯渇が認められる 

・小石が斜面からぱらぱらと落
ちだす 

・斜面から異常な音、山なり、
地鳴りが聞こえる 
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図 急傾斜地崩壊危険区域の指定状況 

 
資料：埼玉県提供データ（令和６（2024）年度） 
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 ２） 水害 

 ① 浸水想定区域（洪水） 

大雨など を 原因と し て、 河川の流量が異常に増加する こ と によ って堤防の浸食や決壊、 橋

の崩壊や流出等が起こ る 災害を 洪水災害と いいま す。  

本市では昭和4 0 年代から の築堤や河道改修によ り 、河川氾濫に伴う 洪水被害は起き ていま

せんが、 令和元（ 2 0 19 ） 年10 月に発生し た令和元年東日本台風では、 河川氾濫によ る 被害は

起こ っ ていないも のの黒目川が氾濫危険水位、柳瀬川が水防団待機水位に達し ま し た。ま た、

近年、 全国で豪雨災害が激甚化し ている こ と から 、 洪水災害リ ス ク に対し 着目する 必要があ

り ま す。  

こ こ では、 想定最大規模（ 10 0 0 年に１ 回程度） の降雨が発生し 、 柳瀬川と 黒目川で堤防が

決壊し 、 氾濫し た場合の被害について想定し ま す。  

 

図 浸水想定別のイメージ 
 

一般的には、気象等の事前情報による避難猶予があるものの、以下の対応が必要になる 
○浸水深0.5ｍ〜3.0ｍ未満➡１階が水没する 

１階建ては垂直避難が困難なので水平（立退き）避難、２階建て以上は水平避難か
２階以上への垂直避難が必要となる 

○浸水深3.0ｍ〜5.0ｍ未満➡２階が水没する 
2階建以下は水平避難が必要となる 

 

   
資料：新座市洪水・土砂災害ハザードマップ（令和４(2022)年） 

 
なお、 洪水に関する ３ つのハザード 情報（ 洪水浸水想定区域（ 想定最大規模）、 浸水継続時

間（ 想定最大規模）、 家屋倒壊等氾濫想定区域（ 河岸浸食）） については、 以下の資料を 出典

元と し ていま す。  

 

  

・ 荒川水系荒川洪水浸水想定区域図( 国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所、 荒川

上流河川事務所 平成2 8 年５ 月3 0 日指定）  

・ 荒川水系新河岸川流域洪水浸水想定区域図・ 水害リ ス ク 情報図( 埼玉県県土整備部河川砂

防課 令和2 年５ 月2 6 日指定）  

・ 新座市洪水・ 土砂災害ハザード マッ プ 
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想定最大規模の大雨が降っ た場合の洪水では、 市内に5 .0 ｍ以上の浸水が想定さ れる エリ

ア はあり ま せんが、 柳瀬川周辺では最大で3 .0 ～5 .0 m 未満、 黒目川周辺では最大で0 .5 ～

3 .0 m 未満の浸水が想定さ れていま す。  

 

図 浸水想定区域の指定状況 

 

 
資料：P.45を参照 

  

○新座一～三丁目などは0.5～3.0ｍ未満の

洪水浸水想定区域に該当しています。 

浸水想定 洪水 

○浸水深が 0.5～3.0ｍ未満の洪水

浸水想定区域に該当し、１階が

浸水するリスクがあります。 

浸水想定 洪水 

○浸水深が 0.5～3.0ｍ未満の洪水浸

水想定区域に該当し、１階が浸水す

るリスクがあります。 

○一部では浸水深が 3.0～5.0ｍ未満

の洪水浸水想定区域に該当し、２階

が浸水するリスクがあります。 

浸水想定 洪水 

○石神二～四丁目などは 0.5～3.0ｍ未

満の洪水浸水想定区域に該当してい

ます。 

浸水想定 洪水 
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資料：P.45 を参照 

資料：P.45 を参照 

図 浸水想定区域の指定状況（柳瀬川） 

 
 

図 浸水想定区域の指定状況（黒目川） 
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 ② 浸水継続時間 

浸水継続時間は、 想定最大規模の降雨の際に堤防の破堤や越水等の河川氾濫が生じ 、 ある

地点に氾濫水が到達し 、 その浸水の深さ が5 0 cm に達し てから 5 0 cm 未満と なる ま での時間

の最大値を 示すも のです。  

浸水継続時間が7 2 時間を超える 地域では、 河川の氾濫によ り 孤立する 可能性があり 、 原則

と し て浸水想定区域外への水平（ 立退き ） 避難が必要と なり ま す。  

ま た、 浸水継続時間が7 2 時間以内の地域でも 、 垂直避難し た場合には各家庭において飲料

水や食糧等の備蓄が必要と なり ま す。  

想定最大規模の大雨が降っ た場合の洪水によ る 浸水継続時間は、 柳瀬川付近のごく 一部で
7 2 時間を超える こ と が想定さ れていま す。  

図 予想される浸水の継続時間 

 
資料：新座市洪水・土砂災害ハザードマップ（令和４(2022)年） 

  

○新座三丁目の一部 （黄色・青色着

色）で浸水継続時間が 12～72 時

間未満に該当しています。 

浸水継続 洪水 

○野寺一丁目の一部で浸水継続時

間が 24～72 時間未満に該当して

います。 

浸水継続 洪水 

○浸水継続時間が 72 時間以上に該

当し、河川の氾濫により孤立する

リスクがあります。 

浸水継続 洪水 
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資料：新座市洪水・土砂災害ハザードマップ（令和４(2022)年） 

資料：新座市洪水・土砂災害ハザードマップ（令和４(2022)年） 

図 予想される浸水の継続時間（柳瀬川） 

 
 

図 予想される浸水の継続時間（黒目川） 
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 ③ 家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食） 

家屋倒壊等氾濫想定区域と は、 堤防沿いの地域等において、 堤防決壊に伴う 家屋の倒壊・

流出を も たら すよ う な激し い氾濫流や河岸浸食が発生する こ と が想定さ れる 区域を 指し ま す。 

氾濫流と は、堤防が壊れ河川外に流れ出る こ と で、流れの勢いで一般的な2 階建ての木造住

宅が倒壊・ 滑動・ 転倒する リ ス ク があり ま す。 ま た、 河岸浸食と は川の流れる 勢いによ り 地

面が削り 取ら れる こ と で、 家屋の構造等に関わり なく 壊れる リ ス ク があり 、 本市の家屋倒壊

等氾濫想定区域はこ れに該当し ま す。  

なお、指定さ れている 範囲はおおよ その区域であり 、その境界は厳密でないこ と に留意し 、

区域周辺においても 十分に警戒する 必要があり ま す。 こ のこ と から 、 洪水時には周辺地域に

おいても 避難指示等に従っ て安全な場所に早期かつ確実に水平（ 立退き ） 避難を行う 必要が

あり ま す。  

 

 図 堤防決壊や河岸浸食による被害の例 

 

 
 

資料：国土交通省 水害ハザードマップ作成の手引き 
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本市では、 柳瀬川、 黒目川沿いのエリ アが家屋倒壊等氾濫想定区域（ 河岸浸食） に指定さ

れていま す。 エリ アと し ては限ら れていま すが、 黒目川沿いの畑中二丁目や馬場二丁目周辺

には住宅等の建物が一定数分布し ていま す。  

 

図 家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）の指定状況 

 
資料：新座市洪水・土砂災害ハザードマップ（令和４(2022)年） 

  

○黒目川沿いの一部のエリアが家

屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸

食）に該当します。 

家屋倒壊 洪水 

○柳瀬川沿いの一部のエリアが家屋

倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）に

該当します。 

家屋倒壊 洪水 
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 ④ 雨水出水 

雨水出水（ 内水） と は、 大雨によ って川の水位が上がり 、 住宅地や田畑の雨水の排水が難

し く なり 、 下水道の雨水排水処理能力を 超えてし ま った場合に、 河川等の公共の水域に雨水

を 放流する こ と ができ なく なり 、 浸水する こ と です。  

本市では、 近年多発し ている 短時間で局地的な大雨等によ り 、 地表水の増加に排水能力が

追いつかず、 道路冠水が発生し 、 住宅の床上・ 床下浸水の被害が確認さ れていま す。  

こ こ では、 想定最大規模降雨（ 10 0 0 年に１ 回程度（ 1時間当たり 15 3 m m の降雨）） によ っ

て公共下水道等の排水施設又は公共の水域に雨水を 排水でき ない場合の浸水被害について想

定し ま す。  

 

図 内水氾濫のイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：水害ハザードマップ作成の手引き 
  

下水道の排水能力を超える雨が降っ
た場合に、下水道から水があふれた
り、下水道に入りきれないで地上に
溜まったままになったりします。 

街などに降った雨は、下水道
などを通って川に排水されま
す。 

大雨が降ると川の水位が上が
り、排水されにくくなり、下
水道などがあふれてしまいま
す。 
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本市では想定最大規模降雨が発生し た場合、 市内各所で内水によ る 5 0 cm 以上の浸水が想

定さ れる 箇所があり ま す。 特に本市の北側で5 0 cm 以上の浸水が多く 、 柳瀬川沿いのエリ ア

では、 1.0 m 以上の浸水想定と なっていま す。  
 

図 雨水出水浸水想定区域等の状況 

 

  
資料：雨水出水浸水想定区域※図を参照し作成 

※水防法第14条の２第２項の規定に基づき令和７年３月31日に指定 

○大和田三、四丁目の国道 254 号下に

アンダーパスがあります。 

内水浸水 雨水出水 

○新座三丁目などで 50cm 以上

の浸水が想定されています。 

内水浸水 雨水出水 

○大和田四、五丁目の一部で 50 ㎝

以上の浸水が想定されていま

す。 

内水浸水 雨水出水 

○大和田三丁目の一部で 1.0ｍ以

上の浸水が想定されています。 

内水浸水 雨水出水 

○片山一丁目、野寺二丁目などで 50cm 以上

の浸水が想定されています。 

内水浸水 雨水出水 

○志木駅周辺及び新座中央通り、東

北通りの交差点付近で 50cm 以上

の浸水が想定されています。 

内水浸水 雨水出水 

○石神地区で50cm以上の浸水

が想定されています。 

内水浸水 雨水出水 
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本市では雨水総合管理計画において、 浸水リ ス ク 等を 評価し 、 対策を優先的に実施すべき

地域を重点対策地区と し て指定し ていま す。  

なお、 令和元( 2 0 19 ) 年以降の内水被害状況を みる と 、 志木駅周辺や大和田一丁目、 五丁目

周辺で床上浸水の被害が多く 報告さ れていま す。  

 

図 内水被害及び重点対策地区等の指定状況 

  
資料：新座市雨水管理総合計画、新座市防災サイトHPの浸水履歴（令和元(2019)年度以

降）を参照し作成  

○東北一、二丁目や大和田一、五丁目で

床上浸水の被害が多く報告されていま

す。 

内水浸水 雨水出水 

○石神地区、野寺地区の一部で床上、床下

浸水の被害が報告されています。 

内水浸水 雨水出水 
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 ３） 地震 

中央防災会議の首都直下地震対策検討ワ ーキン グ グループが平成2 5 年に公表し た報告※1

によ る と 、本市では、「 ど こ の場所の直下でも 発生する 可能性のある フ ィ リ ピ ン 海プレ ート 内

の地震（ マグニチュ ード ７ .３ ）」 又は「 地表断層が不明瞭な地殻内の地震（ マグニチュ ード

６ .８ ）」 が発生し た場合、 最大震度６ 強の揺れが想定さ れていま す。  

住宅の耐震化については、 支援制度の創設や所有者への啓発活動など によ り 、 耐震化の促

進を 図っ ていま す。 新座市建築物耐震改修促進計画によ る と 、 住宅の耐震化率は令和３ 年３

月3 1日現在で9 2 .6 ％と 推計し ており 、耐震診断義務化建築物※2の耐震化率は10 0 ％、多数の

者が利用する 建築物※3の耐震化率は9 3 .3 ％と なっていま す（ 令和２ 年新座市耐震化状況調査、

令和３ 年新座市推計によ る ）。  

※１「首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）」 
※２学校や病院、社会福祉施設等多数の者が利用する建築物及び要緊急安全確認大規模建築物のうち一定の用途

及び規模に該当する要緊急安全確認大規模建築物（耐震改修促進法附則第3条第1項参照） 
※３耐震改修促進法第14条第1号に掲げる用に供する建築物 

 
 ① 液状化 

液状化と は、 地震が発生し て地盤が強い衝撃を受ける と 、 今ま で互いに接し て支えあっ

ていた土の粒子がバラ バラ になり 、 地盤全体が液体のよ う な状態になる 現象のこ と をいい

ま す。  

液状化が発生する と 、 地盤から 水が噴き 出し たり 、 ま た、 それま で安定し ていた地盤が

急に柔ら かく なる ため、 その上に立っ ていた建物が沈んだり （ 傾いたり ）、 地中に埋ま っ て

いたマン ホールや埋設管が浮かんでき たり 、 地面全体が低い方へ流れ出すと いっ た現象が

発生し ま す。  

なお、 新座市地震ハザード マッ プでは、 液状化マッ プと し て地域の地形・ 地盤の特性を

考慮し て、 揺れやすさ マッ プに示し た揺れの大き さ に基づいた液状化の可能性を ５ 段階で

評価し ていま す。  

 

表 液状化可能性判定 

 
資料：平成24・25年度埼玉県地震被害想定調査報告書 
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地震で液状化する 可能性が比較的高いのは、柳瀬川周辺、黒目川周辺、中沢用水、中沢川、

新座市営墓園周辺と なっ ていま す。  

中でも 黒目川、 中沢用水、 中沢川周辺で液状化可能性ラ ン ク が高いと 予想さ れていま す。  
 

図 液状化マップ 

 
 資料：新座市地震ハザードマップ※（令和4(2022)年） 

※立川断層帯地震、東京湾北部地震、新座市直下における地震を想定 

○液状化可能性ランクが高い

エリアがあります。 

液状化 地震 

液状化可能性ランク

高

低
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 ② 揺れやすさ 

新座市地震ハザード マッ プでは、 揺れやすさ マッ プと し て３ つの想定地震（ 前頁参照） に

対する 揺れの大き さ （ 震度） を 評価し 、 最大の震度を 評価し ていま す。  

本市の市域は、 全て震度６ 強と 評価さ れていま すが、 同ハザード マッ プでは、 その中で更

に強弱を５ 段階に分けて評価し ていま す。  

 
図 震度６のイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

資料：気象庁 震度と揺れ等の状況 
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本市では３ つの想定地震※が発生し た場合、全域で震度６ 強が想定さ れており 、耐震性の低

い住宅では倒壊する リ ス ク があり ま す。 特に柳瀬川周辺で揺れやすさ が最も 強い評価と なっ

ており 、 こ の周辺の避難場所は学校施設が中心であり 堅牢な建物が多いも のの、 避難する 際

には十分な注意が必要と なっ ていま す。  

※３つの想定地震：本市に大きな被害を及ぼすと想定されている「立川断層帯地震」、「東京湾北部地
震」及び「新座市直下における地震」を指す。 

 
図 揺れやすさマップ 

  
資料：新座市地震ハザードマップ（令和４(2022)年） 

強

弱

震度階級

○揺れやすさが最も強い評価と

なっています。 

揺れやすさ 地震 

○市内全域で震度６強が想定されており、耐

震性の低い住宅では倒壊するリスクがあ

ります。 

揺れやすさ 地震 
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 ③ 地域の危険度（建物全壊量※） 

「 埼玉県地震被害想定調査報告書」（ H2 6 .3 ） によ る と 、東京湾北部地震で最も 大き な建物

損壊の被害がある と 予測さ れており 、 揺れによ る 被害は全壊が3 3 棟、 半壊が8 5 4 棟と なって

いま す。 なお、 液状化によ る 被害は予測さ れていま せん。  
 

※建物全壊量（ 建物全壊危険度） ：主に揺れやすさ 等の地盤特性、 建物構造、 建築年代等を 考慮し て評価する

も の。 評価が高いと 危険度が高い。  

 
表 被害予測結果 

 
揺れによる被害 液状化による被害 

揺れ＋液状化による 
被害 

全壊 半壊 全壊 半壊 全壊 半壊 

木造 
29棟 

(0.07%) 
806棟 

(1.81%) 
0棟 
(0%) 

0棟 
(0%) 

29棟 
(0.07%) 

806棟 
(1.81%) 

非木造 
4棟 

(0.01%) 
48棟 

(0.11%) 
0棟 
(0%) 

0棟 
(0%) 

4棟 
(0.01%) 

48棟 
(0.11%) 

合計 
33棟 

(0.08%) 
854棟 

(1.92%) 
0棟 
(0%) 

0棟 
(0%) 

33棟 
(0.08%) 

854棟 
(1.92%) 

資料：平成24・25年度埼玉県地震被害想定調査報告書 
 

図 建物被害について 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

資料：新座市地震ハザードマップ（令和４(2022)年） 

  

・地震による揺れの大きさと建物被害には関
係があり、揺れが大きくなるにつれて被害
程度が大きくなったり、被害の数が増加す
る傾向にあります。 

・また、過去の地震における 全壊（倒壊） 建
物のほとんどが、建築基準法改正前の昭和
56 年以前に建築されたものであったこと
から、当時の建物には、構造や耐震性に問
題がある可能性が高いと推測されていま
す。したがって、 揺れやすい地域であった
り、古い木造建物が多い地域は、相対的に
危険度が高くなります。 
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地域の危険度（ 建物全壊量の評価） については、 メ ッ シュ ごと の建物の棟数が基準と なる

ため、 住宅が集積し ている 地域ほど 危険度のラ ン ク が高く なっ ていま す。 揺れやすさ の高い

市北部の市街化区域だけでなく 、 南部の黒目川周辺の市街化区域にも 危険度が高いエリ アが

みら れま す。  

 

図 地域の危険度マップ 

  
資料：新座市地震ハザードマップ※（令和4(2022)年） 

※立川断層帯地震、東京湾北部地震、新座市直下における地震を想定 

高

低

地域の危険度ランク

○新座一丁目、北野三丁目、大和田

五丁目などでは、建物全壊量の

評価における危険度が高くなっ

ています。 

建物全壊量 地震 

○石神一～五丁目などでは、建物全壊量

の評価における危険度が高くなって

います。 

建物全壊量 地震 

○片山一、二丁目、野寺一、二丁目など

では、建物全壊量の評価における危

険度が高くなっています。 

建物全壊量 地震 
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 ④ 延焼クラスター 

延焼ク ラ ス タ ーと は、 一度出火し た場合に延焼が拡大する 可能性のある 範囲のこ と で、 特

に住宅密集地で起こ り やすい現象です。 大規模地震が発生し 、 通電等に伴う 火災と 建物の倒

壊が同時多発的に発生し た場合には、 消火活動が困難と なり 、 延焼を 止める こ と が難し く な

り ま す。  

本市では、 2 ,0 0 0 棟以上の規模が１ 箇所、 1,0 0 0 棟以上2 ,0 0 0 棟未満の規模の延焼ク ラ ス

タ ーが３ 箇所想定さ れていま す。  

図 延焼クラスターの指定状況 

 
資料：埼玉県提供データ 

○栄三～五丁目、池田四、五丁

目などでは、市内最大の2,000

棟以上の規模の延焼クラス

ターが想定されています。 

延焼クラスター 地震 

○野寺四丁目などでは、1,000棟以上2,000

棟未満の規模の延焼クラスターが想定

されています。 

延焼クラスター 地震 

○石神一丁目、五丁目、西堀一丁目などで

は、1,000 棟以上 2,000 棟未満の規模の

延焼クラスターが想定されています。 

延焼クラスター 地震 

○野火止五丁目などでは、1,000棟以上

2,000棟未満の規模の延焼クラスターが

想定されています。 

延焼クラスター 地震 



第２章 市の現況と都市構造上の課題 

62 

 ４） 災害リスクに係る都市特性 

 ① 木造建物分布 

本市の木造建物の分布を みる と 、市街化区域内はおおむね2 0 ～5 0 棟/h a 以上と なっ てい

ま す。 石神五丁目や野寺四丁目付近では7 0 棟/h a 以上の地域も 比較的多く みら れま す。  

図 100ｍ建物棟数メッシュ（木造） 

   
 

資料：家屋データ（令和６（2024）年）を基に作成 

【市街化区域全域】 

○全体的に 20～50 棟/ha の地域が広

がっています。 

 

【野寺四丁目付近】 

○70 棟/ha 以上の地域が多

くみられます。 

【石神五丁目付近】 

○70 棟/ha 以上の地域が多く

みられます。 
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 ② 旧耐震基準建物分布 

本市の旧耐震基準建物の分布を みる と 、 市街化区域内の南側が比較的多く 、 広範囲に10

棟/h a の地域がみら れま す。 特に新座一丁目付近、 栄三丁目付近は2 0 棟/h a 以上の地域が

多く みら れま す。  

 

図 100ｍ建物棟数メッシュ（旧耐震基準） 

  
資料：家屋データ（令和６（2024）年）を基に作成 

【新座一丁目付近】 

○20 棟/ha 以上の地域が

多くみられます。 

【栄三丁目付近】 

○20 棟/ha 以上の地域が多

くみられます。 

【市街化区域南側】 

○全体的に 20 棟/ha 以上の地域が広

がっています。 
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 ③ 要配慮者利用施設 

要配慮者利用施設と は、 主に傷病者、 高齢者、 障がい者、 乳幼児など 、 災害時に特に配

慮を必要と する 人が利用する 施設のこ と で、 医療施設や介護福祉施設、 幼稚園・ 保育園な

ど のこ と を指し ま す。  

 

図 要配慮者利用施設の分布状況 

 
資料：にいざマップ、新座市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所一覧 
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 ④ 住宅密集地 

耐火建築物等でない住宅が密集する エリ アは、 出火し た際に延焼が拡大する 可能性が高

く 、 ま た、 狭あいな道路においては消火活動が円滑に行えない場合がある ため、 こ れに該

当する エリ アを 確認し ま す。  

国勢調査の統計単位である 小地域※ごと に集計さ れた戸建て世帯数を 、 小地域ご と の面

積で割っ た１ h a あたり の世帯数を算出し た住宅戸数密度と 、 建物の不燃化率（ 全建築物の

う ち、 耐火建築物等及び準耐火建築物等の割合） と 空地率（ 道路、 公園など の割合） に基

づいて算定し た不燃領域率によ っ て住宅密集地を把握し ま す。  

住宅密集地を 特定する 際は、 埼玉県の住宅密集地の判断基準よ り 、 住宅戸数密度が3 0 戸

/h a 以上かつ不燃領域率が4 0 ％未満に該当する 地域と し ま す。  

本市で住宅密集地に該当する エリ アは、栄三丁目、栄五丁目、栗原六丁目、新座一丁目、

石神三丁目、 石神五丁目、 池田五丁目と なっ ていま す。  

※国勢調査において独自に町丁目や字により設定される調査区 
 

表 住宅密集地の状況（住宅戸数密度が30戸/ha以上の町丁目） 

小地域 住宅戸数密度 不燃領域率※ 
住宅密集地に 

該当 
栄一丁目 34.4戸/ha 59.5%  

栄二丁目 30.6戸/ha 47.4%  

栄三丁目 44.5戸/ha 32.6% 〇 

栄五丁目 47.7戸/ha 29.9% 〇 

栗原三丁目 31.8戸/ha 51.6%  

栗原六丁目 44.6戸/ha 36.6% 〇 

新座一丁目 54.5戸/ha 25.5% 〇 

新堀一丁目 33.2戸/ha 45.4%  

石神三丁目 42.0戸/ha 39.3% 〇 

石神五丁目 57.9戸/ha 26.7% 〇 

池田五丁目 46.4戸/ha 30.7% 〇 

東一丁目 35.4戸/ha 50.4%  

東三丁目 35.6戸/ha 41.6%  

片山三丁目 30.0戸/ha 51.4%  

野寺三丁目 30.4戸/ha 46.7%  

野寺四丁目 39.3戸/ha 41.0%  

野寺五丁目 32.2戸/ha 58.2%  
資料（不燃領域率）：内閣府「地震時等の電気火災の発生・延焼等の危険解消に取り組

むべき地域」の指定の参考となる不燃領域率及び戸建て住宅密度、
木防建ぺい率の推計値に係るデータ 平成30(2018)年作成 
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図 住宅密集地の状況 

 
 

資料：前頁データより作成 
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 ⑤ 大規模盛土造成地 

大規模盛土造成地とは、盛土造成地のうち、盛土の面積が3,000㎡以上 （谷埋め型大
規模盛土造成地）か盛土をする前の地盤面の水平面に対する角度が20°以上で、かつ、
盛土の高さが５ｍ以上 （腹付け型大規模盛土造成地）の要件を満たすものをいいます。 

本市では腹付け型大規模盛土造成地が居住誘導区域内に１箇所、居住誘導区域外に
１箇所指定されています。 

大規模盛土造成地は、大きな地震や大雨の際に全国各地で崖崩れ又は土砂の流出に
よる被害を引き起こしており、盛土等が滑動崩落を起こすリスクがあります。災害リス
ク分析では、大規模造成地周辺の建物分布状況などを踏まえ、大地震発生の際の課題
を抽出します。 

図 大規模盛土造成地のイメージ 

 
資料：大規模盛土造成地の滑動崩落対策について（国土交通省） 

 
 

 図 大規模盛土造成地の滑動崩落のイメージ 

 
 ＜谷埋め型大規模盛土造成地＞        ＜腹付け型大規模盛土造成地＞ 

  
資料：大規模盛土造成地の滑動崩落対策について（国土交通省） 
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図 大規模盛土造成地の指定状況 

 
資料：市作成データ（令和7（2025）年）  
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 ⑥ 指定緊急避難場所の立地 

指定緊急避難場所は、 災害が差し 迫った状況や発災時において、 その危険から 逃れる た

めに緊急的に避難し 、 身の安全を 確保する こ と ができ る 場所のこ と で、 市内全域に4 1箇所

が分布し ており 、 そのう ち3 4 箇所が洪水時にも 使用可能と し て指定さ れていま す。  

災害リ ス ク 分析では、 指定緊急避難場所の配置状況を踏ま え、 避難リ ス ク の課題を抽出

し ま す。  

表 指定緊急避難場所の一覧 

 
資料：新座市地域防災計画（令和8(2026)年2月改訂）を参考に作成 

区分 拠点 洪水 崖崩れ 地震
大規模な

火災
内水
氾濫

1 ● 第四小学校 ● ● ● ●
2 畑中公民館 ● ● ● ● ●
3 栄小学校 ● ● ● ● ● ●
4 池田小学校 ● ● ● ● ● ●
5 ● 片山小学校 ● ● ● ● ● ●
6 第三中学校 ● ● ● ●
7 中央公民館 ● ● ● ● ●
8 第六中学校 ● ● ● ● ● ●
9 新座総合技術高校 ● ● ● ● ● ●

10 新座高校 ● ● ● ● ●
11 八石小学校 ● ● ● ● ● ●
12 野寺小学校 ● ● ● ● ● ●
13 石神小学校 ● ● ● ● ● ●
14 ● 栗原小学校 ● ● ● ● ● ●
15 栗原公民館 ● ● ● ● ●
16 栗原ふれあいの家 ● ● ● ●
17 第五中学校 ● ● ● ● ● ●
18 ● 西堀小学校 ● ● ● ● ● ●
19 新堀小学校 ● ● ● ● ● ●
20 西堀・新堀ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ ● ● ● ● ●
21 市民総合体育館 ● ● ● ● ● ●
22 野火止小学校 ● ● ● ● ● ●
23 陣屋小学校 ● ● ● ● ● ●
24 市民会館 ● ● ● ● ●
25 ● 新座中学校 ● ● ● ● ● ●
26 十文字学園女子大学 ● ● ● ● ● ●
27 ● 新座小学校 ● ● ● ●
28 新開小学校 ● ● ● ● ● ●
29 大和田公民館 ● ● ●
30 大和田小学校 ● ● ● ● ● ●
31 第四中学校 ● ● ● ●
32 西武台高校 ● ● ●
33 新座柳瀬高校 ● ● ● ●
34 跡見学園女子大学 ● ● ● ● ● ●
35 ● 東北小学校 ● ● ● ● ● ●
36 立教新座中学・高校 ● ● ● ● ● ●
37 立教大学新座キャンパス ● ● ● ● ● ●
38 東北ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ ● ● ● ● ●
39 ふるさと新座館（野火止公民館） ● ● ● ● ●
40 東野小学校 ● ● ● ● ● ●
41 ● 第二中学校 ● ● ● ● ● ●

番
号

名称

災害種別

第６

第７

第８

防災ブロック 指定避難所
を兼ねる施

設

第１

第２

第３

第４

第５
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図 指定緊急避難場所の分布状況 

 
資料：新座市地域防災計画(令和８(2026)年2月改訂）を参考に作成 
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 ⑦ 緊急輸送道路 

埼玉県や本市の新座市地域防災計画では、 大規模な地震等の災害が発生し た場合に救命

活動や物資輸送を行う ため、 重要な路線を 緊急輸送道路と し て定めていま す。  

ま た、 新座市地域防災計画においては、 倒壊によ っ て緊急輸送道路を 閉塞する おそれの

ある 建築物の耐震化に取り 組むこ と が位置づけら れていま す。  

災害リ ス ク 分析では、 緊急輸送道路の配置状況を 踏ま え、 建物倒壊によ る リ ス ク など の

課題を 抽出し ま す。  

表 埼玉県指定の緊急輸送道路（新座市関連） 

区分 基準 該当道路 

第一次特定 

緊急輸送道路 

消火活動や人命救助を最優先とし

て高速道路や国道など４車線道路

とこれを補完する広域幹線道路 

○関越自動車道 

○国道254号 

○国道463号 

第一次 

緊急輸送道路 

地域間の支援活動としてネット

ワークさせる主要幹線路線 

○国道254号 

○主要地方道 さいたま東村山線 

（国道254号との交点～都県境） 

○一般県道 東京朝霞線 

第二次 

緊急輸送道路 

地域内の防災拠点などを連絡する

路線 
○主要地方道 保谷志木線 ほか 

資料：新座市地域防災計画（令和８(2026)年2月改定）を参考に作成 
 

表 市指定の緊急輸送道路 

路線名 指定区間 

国道254号 新座市全域 

国道463号 新座市全域 

主要地方道 さいたま東村山線 新座市全域 

主要地方道 保谷志木線 新座市全域 

一般県道 川越新座線 新座市全域 

一般県道 東京朝霞線 新座市全域 

市道第１号線 新座中央通り、平林寺大門通り、並木産業スマイルロード 

市道第２号線 東北通り 

市道第５号線 水道道路 

市道第７号線 産業道路 

市道第８号線 陣屋通り 

市道第９号線 市場坂通り 

市道第113号線 富士見新道、馬喰橋通り 

市道第117号線 
関越側道（新座消防署～馬場運動場） 

黒目川沿い（馬場運動場～大橋） 

資料：新座市地域防災計画（令和8(2026)年2月改訂）及び埼玉県緊急輸送道路図（令和７(2025)年7月
現在）を参考に作成 
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図 緊急輸送道路の指定状況 

 
         資料：新座市地域防災計画（令和8（2026）年2月改訂）及び 

埼玉県緊急輸送道路図（令和７（2025）年7月現在）を基に作成 
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（８） 財政 
 １） 歳入・歳出 

歳入の推移については、 令和5 ( 2 0 2 3 ) 年度決算における 歳入総額は、 約6 5 4 億円です。 直

近の10 年間の推移を見る と 、国の補助制度の積極的な活用など によ り 、増加傾向にあり ま す。 

なお、令和２ ( 2 0 2 0 ) 年度においては、新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症への対応に向けた交付金

等によ り 、 国庫支出金が大幅に増加し ま し た。  

ま た、 主な自主財源である 市税収入については、 近年2 5 0 億円程度で推移し ていま すが、

本市の生産年齢人口は減少傾向にあり 、 今後大幅な伸びが見込ま れる 状況ではあり ま せん。  

 

図 歳入の推移 

 
資料：各年度決算カード   
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歳出の推移については、 令和5 ( 2 0 2 3 ) 年度決算における 歳出総額は、 約6 3 3 億円です。 直

近の10 年間の推移を 見る と 、 扶助費の増加が顕著であり 、 平成2 6 ( 2 0 14 ) 年度の約14 5 億円

に対し 、 令和５ ( 2 0 2 3 ) 年度は約2 0 4 億円と 約1.4 倍と なっ ており 、 扶助費の増加が歳出全体

を押し 上げている 状況です。  

今後、 少子高齢化の進行を見据える と 、 ま すま す扶助費等の社会保障経費が増大し 、 市全

体の財政運営がこ れま で以上に厳し さ を 増すこ と が予測さ れま す。  

なお、 令和２ ( 2 0 2 0 ) 年度においては、 歳入と 同様に、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症への対応

と し て、 国の交付金を 活用し つつ様々な補助を行っ たこ と から 、 補助費等が大幅に増加し て

いま す。  

 
図 歳出の推移 

 
資料：各年度決算カード 

70 71 68 68 69 70 75 75 76 79

145 150 158 162 162 167 170 208 186 204

45 43 44 45 45 45 44
47

48
50107 112 105 114 111 120

312
143 166 15065 33 52

85 51
67

40

22 29 53
93

74
81

88
88

92

92

127 125 97525
483

508

562
526

561

733

622 630 633

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度2023年度

人件費 扶助費 公債費 物件及び補助費等 普通建設事業費 その他

（億円）



第２章 市の現況と都市構造上の課題 

75 

 ２） 整備年度別公共施設等の状況 

本市では、人口の急増期における 市民ニーズ等に応える ため、昭和4 0 年代から 昭和5 0 年代

にかけて、公共施設を数多く 整備し ており 、建築後4 0 年を経過し ている 施設が約6 0 ％、建築

後3 0 年以上経過し ている 施設は全体の約7 0 ％と 老朽化が進行し ていま す。  

こ のこ と から 、 今後多く の施設が一斉に更新時期を 迎える こ と によ る 大き な財政負担が想

定さ れま す。  

将来の更新費用を 試算し た結果、 今後4 0 年間に要する 更新費用の総額は約1,3 9 7 億円で、

年平均では3 4 .9 億円と なり ま す。  

現在の市の財政状況を 勘案する と 、 同規模の投資的経費を 今後毎年度支出し ていく こ と は

難し いため、 適正な維持管理のために必要と なる 財源は年間数億円程度不足し ていく こ と が

予想さ れま す。  

 

図 公共建築物の築年数別延床面積の割合 

 
 

 
図 今後４０年間に要する公共建築物及びインフラ施設の更新費用の将来推計 

  
資料：新座市公共施設等総合管理計画(令和５年３月改訂) 

  

21.0%

9.2%

8.8%
61.0%

資料：新座市公共施設等総合管理計画 
  （令和５年３月改訂） 

築20年未満 

築20年以上30年未満 

築30年以上40年未満 
築40年以上 

40 年間整備額 1397.0 億円 

１年当たり整備額 34.9 億円 
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２－２ 都市構造上の課題 

上位・ 関連計画における ま ちづく り の方向性を 整理する と と も に、 ２ －１ の各項目で記載

し た本市の現況特性から 、 本市の都市構造の課題を 整理し ま す。  

■上位・関連計画におけるまちづくりの方向性 
まちづくりの

方向性 

  都市づくりの基本理念の一つとして「コンパクトなまちの実現」が掲
げられており、歩いて暮らせるまちづくりや、駅を中心に多様な都市
機能の集積を図ることが掲げられている。［新座都市計画 都市計画区
域の整備、開発及び保全の方針］ 

  都市整備に関する基本政策として、市街地環境の向上、有効な土地利
用の推進、バリアフリー・ユニバーサルデザインによるまちづくりの
推進、空家等対策体制の整備が挙げられている。［第５次新座市総合
計画］ 

  全体構想においては、質の高い市街地環境の形成や既存の自然環境と
の調和、鉄道、路線バス及びこれを補完する交通システムの利便性向
上などが挙げられている。［新座市都市計画マスタープラン］ 

  将来都市構造において、都市高速鉄道12号線の延伸構想や都市計画
道路保谷朝霞線の整備に伴う市街地検討ゾーンが定められている。
［新座市都市計画マスタープラン］ 

■現況及び課題 
人口   将来人口推計によると、本市の人口は緩やかに減少し続ける見込みだが、令

和22(2040)年までの人口減少率はそれほど大きくない。一方、高齢化率は当
面上昇し続ける見通しであり、令和22(2040年)には高齢者人口が人口全体の
約３割を占める見込みである。 

  市街化区域の人口密度はほぼ横ばいの状況であるが、県南地域の平均を大き
く上回っており、一部の市街化調整区域内にも人口集中地区が分布している。
令和22(2040)年においても、おおむね高い人口密度が維持される見込みと
なっており、今後も医療や福祉、商業などの生活利便施設の維持が望まれる。 

  転出入においては、特に東京都の近隣自治体からの転入が多く転入超過と
なっており、この社会増が本市の人口維持に寄与している。転入時の拠点周
辺への居住を促進するため、都市機能の集約を図り、拠点周辺の利便性を高
めていく必要がある。 

 

土地

利用 

  現在は堅調な住宅需要が見られるが、人口減少に伴う空地・空家等の増加が
懸念されるため、空地・空家等の抑制・改善を図り、地域の賑わいを維持す
ることが望まれる。 

  工業系用途地域の準工業及び工業地域においては、一部で工場と住宅が混在
しているため、土地利用の混在を抑制し、良好な居住環境の形成が望まれる。 

  市街化調整区域内には多く雑木林や農地など良好な自然環境が広がる一方、
住宅用地や工業用地の割合も高くなっている。 

  市域の縁辺部である志木駅周辺、清瀬駅周辺、ひばりヶ丘駅北口周辺には、
特に多くの建物が分布している。 
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市街

地整

備 

  現在施行中又は未着手となっている土地区画整理事業の推進により、良好な
基盤整備が行われた市街地への居住促進及び人口定着を図る必要がある。 

  都市高速鉄道12号線の延伸や、（仮称）新座スマートインターチェンジ設置構
想、関連計画に定める新たな市街地整備の検討等の進捗に合わせ、周辺地域
の計画的なまちづくりを考える必要がある。 

生活

利便

施設 

  日常的な利用が見込まれる生活利便施設については、高い人口カバー率を
保っており、今後もその立地を維持していく必要がある。 

交通   ３路線４駅の駅勢圏であり、各駅が分散して立地している。 
  バス路線は、市内の拠点や生活利便施設だけでなく、周辺自治体の駅にアク

セスする市民の重要な移動手段となっているため、今後も路線の維持が求め
られる。 

  高齢化の進行から交通弱者が増加し、公共交通へのニーズがさらに高まると
予測される一方、地域によっては事業採算性の悪化等による運行サービスが
縮小も見込まれる。現在の人口カバー率が維持された場合でも市内の一部に
交通空白地域が見られることからも、今後の公共交通の運行サービス縮小の
可能性を見越した新たな交通手段の検討が必要である。 

防災   市内のほとんどが標高20m以上であり、5.0ｍ以上の浸水が想定されるエリア
はないが、柳瀬川周辺では洪水により浸水深3.0ｍ以上が想定されるエリアが
ある。この他、豪雨の際に度々冠水しているエリアがあり、全国的に水害の
頻発や激甚化の傾向があることから、浸水に対する事前対策や避難のための
対策が求められる。 

  土砂災害が想定されるエリアにも住居等があり、災害発生時の早期の避難対
応が求められる。 

  地震に対しては比較的強いとされているものの、柳瀬川や黒目川周辺で液状
化や揺れやすさの危険度が高く、市街化区域内にも地震発生時の地域の危険
度が高いエリアがあり、事前対策や早期の避難対応が求められる。 

  特に市南部に木造住宅の密集する地域が分布しており、地震後の火災の際に
延焼の拡大による大規模な二次災害につながるリスクが高いため、初期消火
活動に寄与する取組や、火災に強い住宅への転換を促す必要がある。 

財政   市税収入については、今後大幅な伸びが見込まれない一方、近年増加傾向に
ある扶助費は今後も増加することが見込まれる。 

  昭和40年代から昭和50年代にかけて数多く整備された公共施設やインフラ
施設の老朽化による維持・管理・更新費が増大しており、効率的な維持・管
理・更新や集約化 ・複合化による、持続可能な都市基盤の維持が必要である。 
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２ －２ で挙げた市の現況・ 特性から みえる 様々な課題を 、 立地適正化計画における ５ つの

視点から 都市構造上の課題と し て整理し ま し た。 第３ 章においてはこ の課題を 踏ま えて、 本

計画における ま ちづく り の方針と 課題解決のための誘導方針を 設定し ま す。  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の人口は、 当面は緩やかな減少にと ど ま る と 予想さ れている も のの、 将来的

な人口減少及び高齢化率の上昇は避けら れない状況です。 ま た、 鉄道駅が行政区域

の縁辺部に立地し ている こ と など から 、市街化調整区域を 含め市の全域に居住が分

散し ていま す。  

民間の商業施設や診療所等の生活利便施設は駅周辺に集積し ている も のの、公共

施設については分散し た人口の分布状況を 受けて市域全体に分散し ており 、市街化

調整区域にも 多く 立地し ている 状況です。  

ま た、公共施設については老朽化や維持管理費の増大によ り 建て替えや統廃合が

加速する と 予想さ れる こ と から 、 各地域の住民の利便性や各施設の機能の維持・ 充

実のための立地条件を 考慮し つつも 、施設の更新に合わせてコ ン パク ト シティ の形

成に向けた都市機能の緩やかな集約を図る 必要があり ま す。  

本市では、 交通結節点と なる 鉄道駅が縁辺部を 含めて分散し ている こ と から 、 多

極型の都市構造が基本と なり ま す。 そのため、 各地域から 中心拠点へのアク セス や

拠点間での相互アク セス の利便性を 図る こ と が必要と なり ま す。  

一方、 現在は路線バス 及びにいバス によ る 交通圏域が市の人口の９ 割以上を カ

バーし ている も のの、今後は運転士等の人手不足によ り サービ ス の縮小も 懸念さ れ

る ため、 新たな交通手段を 導入する 可能性の検討も 求めら れま す。  

本市は、 土砂災害や地震、 水害における リ ス ク が高いエリ アは河川沿いなど 一部

にと ど ま る 一方で、 近年の豪雨時には市内各所で道路冠水や床上・ 床下浸水が発生

し ており 、 気候変動等によ る 災害の激甚化・ 頻発化の影響は今後も 続く と 懸念さ れ

ま す。  

ま た、 本市には、 特に南部など に木造密集地が広く 分布し ている 地域がある こ と

から 、 地震に伴い発生する 火災など の二次被害への対策も 重要と なり ま す。  

都市高速鉄道 12 号線延伸によ る 新駅設置の構想、 関越自動車道のス マート IC

の新設など 、 具体的な時期は見えていないも のの、 実現後には市の都市構造が大き

く 変化し 、 市全体の活性化につながる プロ ジェ ク ト が構想さ れており 、 将来の都市

構造を見据えたま ちづく り の検討が必要です。  

都市構造上の課題 
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住 

都
市
機
能 
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第３章 まちづくりの基本方針と目指すべき都市の骨格構造 
３－１ まちづくりの方針(ターゲット)  

本計画の上位計画である 第５ 次新座市総合計画では、本市が目指す３ つの基本方向を 定め、

市の将来都市像を 以下のよ う に定めていま す。 ま た、 新座市都市計画マス タ ープラ ン におい

ても 、 こ の将来都市像を 共有し ていま す。  

 

新座市が目指す三つの基本方向 

子どもがのびのびと 

育つまち 

安心して暮らすことが 

できるまち 

住みやすく 

魅力的なまち 

 
 

将来都市像 

未来もずっと 暮らしに『プラス』が生まれる 

豊かなまち 新座 

 
こ れを 踏ま え、 人口減少が進む中でも 都市の持続性を確保する と いう 本計画の目的を 考慮

し 、 本計画における ま ちづく り の方針について、 次のと おり 定めま す。  

 

本計画におけるまちづくりの方針(ターゲット) 

次世代につなぐ コンパクトで安心な暮らしやすいまち 新座 

 
立地適正化計画が目指すのは、世代を 超えて生活に欠かせない医療・ 福祉・ 教育・ 商業サー

ビ ス や公共交通網が今後も 維持さ れ、 防災面でも 安心し て暮ら せる コ ンパク ト シティ の実現

です。  

そのためには、 行政だけでなく 、 市民の皆さ んや事業者の方々など 本市に関わる 全ての人

が、 次世代につながる ま ちづく り を 考えていく こ と が必要です。  
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３－２ 誘導方針 

２ －２ で整理し た都市構造上の課題に対し 、 その解決に向けた誘導方針を 以下のと おり 定

めま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題解決のための誘導方針 

１ 緩やかな集約に向けた取組の着手と、暮らし続けられる生活環境の整備 

人口減少が大き く 進む段階に備え、災害リ ス ク が高いエリ ア等を中心に、緩や

かな集約に向けた意識醸成や制度づく り を進めま す。  

ま た、子ど も から 高齢者ま で快適に暮ら し 続けら れる ま ちの実現に向けて、本

市の高い交通利便性と 貴重な自然が共存する 地域特性を 活かし つつ、 脱炭素社

会を 見据えた効率的な都市基盤の充実を進め、 居住の誘導を図っていき ま す。  

２ 都市機能の集約化による各拠点の利便性・滞在快適性の向上 

拠点ごと の位置付けに応じ て、 医療・ 福祉・ 子育て・ 商業施設や、 行政サー

ビ ス 施設、 文化施設など を誘導し 、 都市機能の集約化を図る と と も に、 公共施

設の複合化等によ る 機能強化を 推進する こ と で、 拠点の利便性を高めま す。  

ま た、 各拠点について滞在快適性の向上に取り 組み、 にぎわいと 魅力に満ち

たま ちの実現を 目指し ま す。  

３ 各地域から拠点へ、また、拠点間でアクセスしやすい公共交通網の維持 

拠点間のアク セス を確保する ため、 既存のバス 路線の見直し や交通結節点に

おける 機能向上等によ り 利便性の向上を 図り 、 公共交通の利用者増と サービ ス

水準の維持の好循環を目指し ま す。  

一方で、 担い手不足によ る サービ ス 縮小を 見据え、 民間バス 路線ではカバー

でき ない地域の交通を補完する 手段と し て、 新たな交通手段の導入等によ り 市

内各地域から 拠点への移動を 確保する ほか、 環境負荷の低減に向けたシェ アサ

イ ク ルの充実等の取組も 検討し ま す。  

４ 都市基盤の強化や市民の防災意識醸成による都市防災力の向上 

今後高い確率で発生が予想さ れている 巨大地震や、 こ れま での想定を 超えた

降雨によ る 水害への対策に加え、 火災発生の際に延焼する 危険性の高い住宅密

集地の改善に向けて、 都市基盤の強化や市民の防災意識の醸成に取り 組み、 都

市防災力の向上を 推進し ま す。  

５ 将来構想を踏まえた段階的なまちづくり 

都市構造の大き な変化を伴う プロ ジェ ク ト については、 今後の進捗状況を 勘

案し つつ、 本計画における 拠点や誘導区域等の設定について見直し を 行う な

ど 、 段階を 踏ま えたま ちづく り を検討し ま す。  
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３－３ 目指すべき都市の骨格構造 

立地適正化計画については、 都市計画マス タ ープラ ンと 一体的なも のと し て作成する こ と

が求めら れていま す。そこ で、本計画における 目指すべき 都市の骨格構造については、P.3 に

掲載する 新座市都市計画マス タ ープラ ン に定めている 将来都市構造図を踏ま え、 都市拠点、

行政拠点、 生活拠点に加え、 福祉の里周辺を 準生活拠点と し て設定し ま す。  

なお、 各拠点の特性や都市機能の集約性、 ま た、 目指すべき 方向性を踏ま え、 都市機能誘

導区域を設定し ま す。（ →都市機能誘導区域の設定については、 P.9 2 以降を参照）  

 

拠点名 拠点の概要 各拠点の特性  目指すべき方向性 

都市拠点 
 

志木駅 

周辺 

東武東上線の志木駅を中心

とする一帯。多くのバス路線

の発着点である。多くの市

民が利用する公共施設や病

院、銀行、大型商業施設が集

積している。 

・鉄道駅周辺 

・特に高い人口密度 

・都市機能の集積 

・生活利便施設の立地 

・基幹的公共交通の結節点 

・都市基盤の充実 

 

既に高度な拠点性を有し

ていることから、今後も

これらの都市機能を維持

することで市北部の居住

者の生活を支えるととも

に、様々な都市活動の促

進を図ります。 

都市拠点 
 

新座駅 

周辺 

ＪＲ武蔵野線の新座駅を中

心とする一帯。多くのバス

路線の発着点である。広域

幹線道路である国道254号

の沿道にあり、複合公共施

設や商業施設、医療施設等

が集積している。また、駅北

側では土地区画整理事業が

進められている。 

・鉄道駅周辺 

・高い人口密度 

・都市機能の集積 

・生活利便施設の立地 

・基幹的公共交通の結節点 

・都市基盤の充実 

・区画整理事業による人口

流入の可能性 

 

新座駅北口の土地区画整

理事業の進捗に合わせ、

今後の新たな人口や都市

機能の集積が期待される

なか、市中央部の中心地

として更なる機能集積を

目指します。 

行政拠点 
 

新座 

市役所 

周辺 

市役所庁舎や市民会館、中

央図書館など行政・文化施

設が集積している。多くの

バス路線が通過している。

また、にいバスの全ての

コースの乗り継ぎ地点と

なっている。 

・高い人口密度 

・都市機能の集積 

・生活利便施設の立地 

・公共交通の結節点 

 

市全域から市民が集ま

る行政・文化施設の立地

を活かし、今後もこれら

の機能の維持と充実を

図ります。 

生活拠点 
 

ひばりヶ丘

駅北口 

周辺 

西武池袋線のひばりヶ丘駅

に近接しており、市内でも

特に人口密度が高い地域の

ひとつである。市を縦断す

る幹線のバス路線が通る。 

・鉄道駅周辺 

・特に高い人口密度 

・生活利便施設の立地 

・都市基盤の充実 

 

隣接市の施設立地も踏ま

えながら、南部の高い人

口集積を支える都市機能

の維持を図ります。 

準生活拠点 
 

福祉の里 

周辺 

福祉の里や出張所を含む公

民館、大型商業施設が立地

しているほか、にいバスに

より新座市役所やひばりヶ

丘駅へのアクセスが可能と

なっている。 

・都市機能の一定の集積 

・生活利便施設の立地 

 

地域住民の生活を支える

都市機能の維持及び誘導

を図ります。 
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図 目指すべき都市の骨格構造 
 
 
 
  

都市拠点： 
志木駅周辺 

都市拠点： 
新座駅周辺 行政拠点： 

新座市役所周辺 

生活拠点： 
ひばりヶ丘駅 
北口周辺 

準生活拠点： 
福祉の里周辺 

資料： 新座市都市計画マス タ ープラ ン における 将来都市構造図を 基に作成 
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第４章 居住誘導区域 
４－１ 居住誘導区域の考え方 

（１） 居住誘導区域の設定方針 
 １） 国による設定の指針 

居住誘導区域は、 都市再生特別措置法に定める 「 都市の居住者の居住を 誘導すべき 区域」

であり 、 人口減少局面においても 一定エリ アの人口密度を維持する こ と で、 様々な行政コ ス

ト を 圧縮し 、 行政サービ ス の継続と サービ ス 水準低下の抑止を 図る ために定める 区域です。  

ま た、 歩いて暮ら せる ま ちづく り を 推進する こ と で、 地域の賑わい創出やコ ミ ュ ニティ の

持続性確保を 目指し ま す。  

居住誘導区域については、 目指すべき ま ちづく り の方針や課題解決のための誘導方針など

を踏ま え、 一定の人口密度や公共交通を 含めた生活利便性を 確保すべき 区域と し て検討・ 設

定し ま す。  

なお、「 立地適正化計画作成の手引き ( ※以下、「 手引き 」 と いう ) 」 ( 国土交通省) では、 居住

誘導区域の望ま し い区域像が次のよ う に挙げら れていま す。  

 
① 生活利便性が確保される区域 

 〇都市機能誘導区域の候補と なる 中心拠点や地域・ 生活拠点に、 徒歩・ 自転車・ 端末

交通等を 介し て容易にアク セス する こ と のでき る 区域や、 鉄道駅・ バス 停の徒歩・

自転車利用圏に存する 区域から 構成さ れる 区域 

② 都市機能の持続的確保が可能な面積範囲内の区域 

 〇医療・ 福祉・ 商業等の日常生活サービ ス 機能の持続的な確保が可能な面積範囲内の

区域 

〇国立社会保障・ 人口問題研究所の将来推計人口等を ベース に、 区域外から 区域内に

現実的に誘導可能な人口を 勘案し つつ、 区域内において少なく と も 現状における 人

口密度を維持、 ある いは低下抑制する こ と を 基本に検討 

※民間施設を 含む都市機能の持続性確保に必要な人口密度と し ては、 計画的な市街化を 図る べき 区

域と さ れる 市街化区域の設定水準が一つの参考と なり ま すが、 人口減少が進んでいる 地域におい

ては、 実情に応じ て実現可能な人口密度を 設定する 必要があり ま す。  

③ 災害に対するリスクが低い、あるいは今後低減が見込まれる区域 

 〇土砂災害、 津波災害、浸水被害等によ り 甚大な被害を 受ける 危険性が少ない区域で、

土地利用の実態等に照ら し て、 工業系用途、 都市農地、 深刻な空家・ 空地化が進行

し ている 郊外地域等には該当し ない区域 
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 ２） 区域の設定方針 

居住誘導区域は、 原則と し て市街化区域内に定める 必要があり ま す。  

ま た、 立地適正化計画は、 コ ン パク ト なま ちづく り を推進する も のである ため、 市街化区

域全域を 居住誘導区域に定める こ と は適切ではあり ま せん。  

し かし 、 本市の市街化区域の人口密度は、 おおむね市街地形成の基準と なる 4 0 人/h a を 上

回っ ており 、高密度である 10 0 人/h a 以上のエリ アも 多く 、 ま た、 当面は急激な人口減少は起

こ ら ないと 予想さ れていま す。  

こ う いった状況を 踏ま え、 本計画における 居住誘導区域については、 市街化区域全体から

災害リ ス ク が高いエリ アや非可住地を 除外する 方法で設定し ま す。  

なお、 居住の誘導は長期的な視点で行う も のであり 、 居住誘導区域外と なっ たエリ アにつ

いて、 直ちに移転を促すも のではあり ま せん。  

 

居住誘導区域から 除外すべき 区域及び除外を 検討すべき 区域の候補は以下の順番で検討を

行いま し た。  

 

１．法律等により居住誘導区域から除外する区域 

〇市街化調整区域（ 含める こ と ができ ない区域）  

〇災害レ ッ ド ゾ ーン等（ 含める こ と ができ ない区域）  

 →災害危険区域、 土砂災害特別警戒区域、 急傾斜地崩壊危険区域、  

地すべり 防止区域、 浸水被害防止区域等 

〇災害イ エロ ーゾ ーン 等（ リ ス ク や対策等を総合的に勘案し て除外し た区域）  

 →土砂災害警戒区域、 浸水想定区域（ う ち浸水深３ ｍ以上の区域が対象）、 家屋倒壊等氾

濫想定区域 

 
 

２．居住誘導区域に含める際に考慮すべき区域 

〇非可住地・ 居住に適さ ない区域 

 →工業系用途地域内の一団の工業用地、 大学等の大規模な非可住地 

〇公共交通の利便性確保が困難な区域 

 →交通空白地域 

〇保全すべき 一団の農地 

 →生産緑地地区 

〇人口密度の低下が想定さ れる 区域 

 →低未利用地・ 将来的に人口密度低下が想定さ れる 区域等 
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 ３） 居住誘導区域から除外する区域の検討 

居住誘導区域に含めない区域及び含める こ と を 考慮する 区域について、本市における 指定・

分布状況と 、 設定の方針を整理し ま す。  

なお、 市街化調整区域についてはあら かじ め検討対象外と し ま す。  

 

 ①  居住誘導区域から除外を検討する区域と設定の方針 

ア 土砂災害特別警戒区域（Ｐ.4１～42参照） 

区域の 

概要 

・ 急傾斜地の崩壊等が発生し た場合に、 建築物に損壊が生じ 住民等の生命又は身体

に著し い危害が生ずる おそれがある と 認めら れる 区域。  

・ 法令によ り 、 居住誘導区域を 定めないも のと さ れている ( 都市再生特別措置法) 。  

指定の 

状況 

・ 規模は大き く ないも のの、 黒目川沿いの一部のほか、 畑中一丁目、 石神四丁目や

栗原三丁目付近等に点在。  

方針 ・ 法令によ り 居住誘導区域を定めないも のと さ れている ため、 除外する 。  

 
イ 土砂災害警戒区域（Ｐ.41～42参照） 

区域の 

概要 

・ 急傾斜地の崩壊等が発生し た場合に、 住民等の生命又は身体に危害が生じ る おそ

れがある と 認めら れる 区域。  

・ 原則と し て、 居住誘導区域に含ま ないこ と と すべき と さ れている ( 都市計画運用

指針) 。  

指定の 

状況 

・ 土砂災害特別警戒区域と 同じ く 野火止台地の崖地付近に分布し ており 、 特に馬場

二丁目にやや広いエリ アが指定さ れている 。  

方針 

・ 区域の災害リ ス ク 、 警戒避難体制の整備状況、 災害防止や被害軽減のための施設

の整備状況等を総合的に勘案し て判断する こ と と さ れている が、急傾斜地の崩壊

等については発生の直後に被害が生じ 、 発生後の避難が困難である こ と から 、 居

住誘導区域から 除外する 。  

 
ウ 急傾斜地崩壊危険区域（Ｐ.43参照） 

区域の 

概要 

・ がけ崩れによ り 相当数の居住者等に危険が生じ る おそれのある 土地のう ち、 がけ

崩れを 誘発・ 助長する おそれのある 行為の制限や、 必要な施設を 設置する こ と を

目的と し て指定さ れる 区域。  

・ 法令によ り 、 居住誘導区域を定めないも のと さ れている ( 都市再生特別措置法) 。  

指定の 

状況 

・ 栄一丁目の一部( 妙音沢) が指定さ れている 。  

方針 ・ 法令によ り 居住誘導区域を 定めないも のと さ れている ため、 除外する 。  
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エ 浸水想定区域(洪水・内水) （Ｐ.46、53参照） 

区域の 

概要 

・ 国や県が、 管理する 河川について、 想定最大規模降雨によ り 当該河川が氾濫し た

場合に浸水が想定さ れる 区域を 指定する も ので、浸水深によ って段階的に定めら

れている 。【 洪水】  

・ 想定最大規模降雨によ っ て公共下水道等の排水施設又は公共の水域に雨水を 排

水でき ない場合に浸水が想定さ れる 区域【 内水】  

・ 原則と し て、 居住誘導区域に含ま ないこ と と すべき と さ れている ( 運用指針) 。  

指定の 

状況 

・ 柳瀬川及び黒目川の両岸が広く 指定さ れており 、 特に新座団地の一部や柳瀬川周

辺に、狭い範囲ではある も のの3 .0 ｍ以上の浸水が予想さ れている エリ アがある 。

【 洪水】  

・ 柳瀬川の周辺で特に浸水深が大き く なっ ている 。【 内水】  

方針 

・ 両区域と も 、 垂直避難が困難と なる 浸水深3 .0 ｍ以上の区域については居住誘導

区域から 除外する 。  

・ 浸水深3 .0 m 未満の区域については、 当該区域における 防災・ 減災対策を 講じ る

こ と を 前提と し て、 居住誘導区域に含める 。  

 
オ 家屋倒壊等氾濫想定区域（Ｐ.50、51参照） 

区域の 

概要 

・ 国や県が、 管理する 河川について、 堤防決壊に伴って家屋等の倒壊・ 流失を も た

ら すよ う な激し い氾濫流や河岸浸食の発生する こ と が想定さ れる 区域。  

・ 原則と し て、 居住誘導区域に含ま ないこ と と すべき と さ れている ( 運用指針) 。  

・ 新座市域においては河岸浸食のみ区域が指定さ れている 。  

指定の 

状況 

・ 柳瀬川及び黒目川の沿川部が指定さ れている 。  

・ 特に黒目川については両岸の全区域で指定さ れており 、 住宅地も 多く 含ま れてい

る 。  

方針 

・ 区域の災害リ ス ク 、 警戒避難体制の整備状況、 災害防止や被害軽減のための施設

の整備状況等を総合的に勘案し て判断する と さ れている が、堤防決壊に伴う 氾濫

流については発生の直後に被害が生じ 、 発生後の避難が困難である こ と から 、 居

住誘導区域から 除外する 。  
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カ 非可住地 

区域の 

概要 

・ 土地利用の実態等に照ら し て、 工業系用途に該当する 区域は、 居住誘導区域と し

て望ま し く ないと さ れている ( 手引き ) 。  

・ 大学等の敷地についても 規模が大き な非可住地である ため、 居住誘導区域から の

除外を 検討する 。  

分布の 

状況 

・ 本市では、 大和田二丁目及び三丁目、 中野二丁目、 野火止八丁目、 畑中三丁目等

に工業地域又は準工業地域に指定さ れている 地域がある  

・ 北野一丁目に立教大学の新座キャ ンパス が所在。  

方針 

・ 工業系用途地域においては、 周辺土地の利用状況や、 幹線道路の接続状況等を考

慮し た上で居住誘導区域を 設定する （ P .8 9 参照）。  

・ 立教大学の敷地については、 現状で住宅が立地し ていないこ と から 、 居住誘導区

域から 除外する 。  

 
キ 交通空白地域（Ｐ.38参照） 
区域の 

概要 

・ 本計画においては、公共交通サービ ス 圏域( 鉄道駅から 半径8 0 0 m 以内、バス 停か

ら 半径3 0 0 m 以内) に含ま れない地域のこ と を 指す。  

分布の 

状況 

・ 本市の市街化区域においては、 おおむね全域が公共交通サービ ス 圏域に含ま れて

おり 、 交通空白地域はごく 一部のエリ アにと ど ま っ ている 。  

方針 

・ 居住誘導区域は、 都市の中心拠点及び生活拠点に、 公共交通によ っ て比較的容易

にアク セス する こ と ができ る 、 鉄道駅・ バス 停の徒歩利用圏である こ と が望ま し

いと さ れている 。 本市の交通空白地域に規模の大き なも のはなく 、 ま た人口密度

の高いエリ アが多いこ と から 、 居住誘導区域から は除外せず、 含める 。  

 
ク 生産緑地地区 

区域の 

概要 

・ 生産緑地制度は、 市街化区域内において、 防災や良好な生活環境の確保に効用が

あり 、公共施設等の敷地と し て適し ている 3 0 0 ㎡以上( 新座市の場合) の農地を都

市計画に定め、 建築行為等を 許可制によ り 規制し 、 都市農地の計画的な保全を 図

る 制度。 生産緑地地区など 将来にわたり 保全する こ と が適当な農地については、

居住誘導区域に含めず、 保全を図る こ と が望ま し いと さ れている （ 運用指針) 。  

指定の 

状況 

・ 本市では、 2 5 7 箇所・ 合計約9 0 h a の生産緑地地区が指定さ れている 。 （令和6 年

度末現在）  

方針 
・ 生産緑地地区は保全を 図る べき 農地である ため、 居住誘導区域から 除外する 。 た

だし 、 生産緑地地区の指定が解除さ れた場合は、 居住誘導区域に含める 。  
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図 災害ハザードによる除外エリア 
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 ② 工業系用途地域の設定について 

工業系の用途地域については、 原則と し て、 主に軽工業の工場やサービ ス 施設の立地を

想定し ており 、 小規模な工場と 住宅が共存し ている 準工業地域は居住誘導区域から 除外せ

ず、 学校や病院等の立地が許容さ れない工業地域については居住誘導区域に含めないこ と

と し ま す。  

ただし 、 次のエリ アについては上位計画における 位置付けや周辺の環境、 工業用地と し

ての整備状況等を鑑み、 例外と し ま す。  

 

① 野火止七丁目(工業地域) 

設定の 

理由 

・ 住居系用途( 第一種住居) 地域に囲ま れており 比較的規模が小さ い( 約５ h a ) 。  

・ 幹線道路に接し ておら ず、 工業用地と し ては利便性が低い。  

・ 南側は都市拠点である 新座駅から １ ㎞圏内であり 、 住宅用地と し ての利便性が

高い。  

⇒将来的には、 周囲と 一体的な住宅用地と し て土地利用する こ と が望ま し い。  

方針 居住誘導区域に含める 。  

 
② 野火止八丁目北(工業地域) 

設定の

理由 

・ 工業系利用を 目的と する 土地区画整理事業の実施や、 工業系用途と し ての上位

計画や地区計画等の位置付けが無い。  

・ 住居系用途地域（ 第一種住居地域） に囲ま れている 。  

・ 工場等が立地する エリ アと 住宅や商業施設が立地する エリ アがおおむね分離さ

れており 、 それぞれの面積規模が大き い。  

方針 住宅が集積し ている エリ アについては居住誘導区域に含める 。  

 
③ 畑中三丁目東(工業地域) 

設定の

理由 

・ 野火止八丁目東・ 畑中三丁目西エリ アの準工業地域と 一体的に利用さ れており 、

比較的規模が小さ い。  

・ エリ ア内に集合住宅を含む住宅が多く 、 工場等と 混在し て立地し ている 。  

・ 工業系利用を 目的と する 土地区画整理事業の実施や、 工業系用途と し ての上位

計画や地区計画等の位置付けが無い。  

方針 居住誘導区域に含める 。  

 
④ 大和田二・三丁目(準工業地域のエリアについて) 

設定の

理由 

・ 工業系利用を 目的と する 土地区画整理事業を 工業地域のエリ アと 一体的に実施

し ている 。  

・ 幹線道路に接し ており 、 工業用地と し ての利便性が高い。  

・ 地区計画によ り 、 住宅の立地を 制限し ている 。  

方針 居住誘導区域から 除外する 。  
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図 工業地域の取扱いについて 

 

 
北野三丁目 

 

野火止七丁目 

 

野火止八丁目北(除外箇所) 

野火止八丁目東・
畑中三丁目西 

畑中三丁目東 

畑中二丁目 

栄四丁目 

中野二丁目 

大和田二・三丁目 

野火止四丁目 

凡例   
  居住誘導区域に含める 

   居住誘導区域に含めない 

野火止八丁目北 

除外区域 

図 野火止八丁目北エリアの区分について 

資料： 新座都市計画図（ 一部省略） を基に作成 
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（２） 居住誘導区域の設定 

本市の居住誘導区域を 以下のと おり 設定し ま す。  

 

図 居住誘導区域 

 
 
 

（参考図）  

令和７年 生産緑地の分布状況  
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第５章 都市機能誘導区域・誘導施設 
５－１  都市機能誘導区域設定の考え方 

（１） 都市機能誘導区域の設定方針 
 １） 国による設定の指針 

都市機能誘導区域は、「 医療・ 福祉・ 商業等の都市機能を 都市の中心拠点や生活拠点に誘導

し 集約する こ と によ り 、 こ れら の各種サービ ス の効率的な提供が図ら れる よ う 定める べき 」

区域であり 、原則と し て居住誘導区域内において設定する も のと さ れていま す( 都市計画運用

指針) 。 都市機能の誘導及び集約によ って当該区域の利便性を 向上さ せる こ と で、 当該区域周

辺への居住が緩やかに進み、 コ ンパク ト なま ちの実現に近づく こ と が期待さ れま す。  

 

都市機能誘導区域については、立地適正化計画作成の手引き や都市計画運用指針において、

以下のよ う な区域に設定する こ と が想定さ れていま す。  

 

都市機能誘導区域の設定が想定される区域 

 〇原則と し て、 居住誘導区域の中に位置する 区域 

〇都市全体を 見渡し 、 鉄道駅に近い業務、 商業等が集積し ている 地域等、 既に都市機

能が一定程度充実し ている 区域 

〇周辺から の公共交通によ る アク セス がし やすい区域 

〇公共交通施設、 都市機能施設、 公共施設の配置、 土地利用の実態等に照ら し 、 地域

と し ての一体性を 有し ている 区域 

〇区域の規模は、 一定程度の都市機能が充実し ている 範囲で、 かつ、 徒歩や自転車等

によ り それら の間が容易に移動でき る 範囲で定める 。  
 

 ２） 各拠点の特性の整理 

本市の都市機能誘導区域は、「 目指すべき 都市の骨格構造」 の項で整理し た拠点の特性及び

区域設定の方向性に基づき 、 都市拠点である 志木駅周辺、 新座駅周辺と 、 行政拠点である 新

座市役所周辺、 生活拠点である ひばり ヶ 丘駅北口周辺、 準生活拠点である 福祉の里周辺につ

いて設定し ま す。  

設定に当たり 、 各拠点周辺の現況及び特性を再整理し ま す。  
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■志木駅周辺 

拠点名 拠点の現況・特性 

都市拠点 

 

志木駅周辺 

・ 市の北端に位置する 、 東武東上線の志木駅を中心と する エリ ア。  

・ 市内及び近隣の駅( 新座駅、 ひばり ヶ 丘駅、 清瀬駅)のう ち最も 鉄道利用者が

多く 、 乗り 入れる バス 系統も 最多であり 、 本市で最大の交通結節点である 。  

・ 多く の市民が利用する 公共施設や病院、 診療所、 銀行、 郵便局、 駅併設の複

合商業ビル、 大型商業施設、 幼稚園等が高度に集積し ている 。  

・ 現在の東北コ ミ ュ ニティ センタ ー及び三軒屋公園の所在地に、今後新たに( 仮

称)三軒屋公園等複合施設が整備さ れ、令和11年度中に供用開始予定である 。 

・ 駅南口に接続する 都市計画道路東久留米志木線は、 新座市都市計画マスタ ー

プラ ンにおいてシンボルロ ード に位置付けら れている 。  
 

図 志木駅周辺の施設立地状況 

 
資料：新座都市計画図を基に作成   
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■新座駅周辺 

拠点名 拠点の現況・特性 

都市拠点 

 

新座駅周辺 

・ 市の中央部に位置する 、 Ｊ Ｒ 武蔵野線の新座駅を中心と する エリ ア。  

・ 多く のバス路線の発着点である 。  

・ 駅の南側には銀行やスーパーマーケッ ト 、診療所のほか、レジャ ー施設等が立

地し ている 。  

・ 広域幹線道路である 国道2 5 4 号の沿道にあり 、複合公共施設や商業施設、医療

施設等が集積し ている 。  

・ 駅北側では土地区画整理事業が進めら れており 、事業の進捗によ り 、更に拠点

性が高ま る こ と が想定さ れる 。  

・ 駅南口に接続する 都市計画道路新座駅南口通線は、 新座市都市計画マス タ ー

プラ ンにおいてシンボルロ ード に位置付けら れている 。  
 

図 新座駅周辺の施設立地状況 

 
資料：新座都市計画図を基に作成 
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■新座市役所周辺 

拠点名 拠点の現況・特性 

行政拠点 

 

新座市役所 

周辺 

・ 市域の中央部に位置する 、 市役所本庁舎を核と する エリ ア。  

・ 市役所各庁舎、 市民会館、 中央図書館など、 多く の市民が利用する 行政・ 文化

施設が集積し ている ほか、 保育園やスーパーマーケッ ト も 立地し ている 。  

・ 市役所前のバス 停には複数のバス路線が通っており 、市内の様々な地域から ア

ク セス し やすく なっている 。また、にいバスの全てのコ ースの乗り 継ぎ地点と

なっている 。  

・ 国道2 5 4 号ま で徒歩でアク セス 可能であり 、 沿道の大型商業施設が利用可能

である 。  

・ 市役所に接する 都市計画道路東久留米志木線は、 新座市都市計画マス タ ープ

ラ ンにおいてシンボルロ ード に位置付けら れている 。  
 

図 新座市役所周辺の施設立地状況 

 
資料：新座都市計画図を基に作成 
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■ひばりヶ丘駅北口周辺 

拠点名 拠点の現況・特性 

生活拠点 

 

ひばりヶ丘 

駅北口周辺 

・ 市域南端から 2 0 0 m ほど南に位置する 、 ひばり ヶ 丘駅を核と する エリ ア。  

・ 診療所や保育園、 コ ンビニエンスス ト ア、 銀行等が立地し ている ほか、 西東京

市側にも 多く の施設が集積し ている 。  

・ 都市計画道路ひばり ヶ 丘片山線には市を 縦断する 路線バス が運行さ れてお

り 、運行本数も 充実し ている ほか、栄方面を通って市役所と アク セスする にい

バスも 運行さ れている 。  
・ 区域内を 通過する 都市計画道路ひばり ヶ 丘片山線は、 新座市都市計画マス

タ ープラ ンにおいてシンボルロ ード に位置付けら れている 。  
・ 西東京市の立地適正化計画においては、 ひばり ヶ 丘駅周辺の商業地域及び近

隣商業地域が都市機能誘導区域に設定さ れている 。  
 

図 ひばりヶ丘駅北口周辺の施設立地状況 

 
資料：新座都市計画図を基に作成 
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■福祉の里周辺 

拠点名 拠点の現況・特性 

準生活拠点 

 

福祉の里 

周辺 

・ 市の東部に位置し 、 多く の世代が利用する 福祉の里を中心と する エリ ア。  

・ 福祉の里は、 高齢者施設、 障がい者施設、 児童センタ ー、 図書館、 体育館の機

能を有し ている 。 ま た、 隣接する 栄公民館には、 公民館機能のほか、 出張所も

設置さ れている など、 一定の行政機能が集積し ている 。  

・ 南側の県道東京朝霞線沿道には大型商業施設や診療所、小規模保育室等が集積

し ている 。  

・ 路線バス で朝霞駅及び大泉学園駅方面にバス で通勤する 市民も 多く 見ら れる

ほか、 にいバス によ り 新座市役所やひばり ヶ 丘駅へのアク セス が可能と なっ

ている 。  
・ 都市計画マス タ ープラ ンにおいては、 本地区を南北方向に縦断する 県道東京

朝霞線沿道を中心に、 近隣商業地にふさ わし い快適な沿道空間の形成を図る

こ と や、 新塚地区については公共サービス の維持を目指すこ と と し ている 。  
図 福祉の里周辺の施設立地状況 

 資料：新座都市計画図を基に作成 
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 ３） 区域設定の方針 

都市機能誘導区域の設定に当たっ ては、 以下のよ う な設定条件を 基本と し ま す。  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

１．設定の前提となる条件 

① 居住誘導区域の中に設定する 。  

② 拠点と なる 施設（ 駅及び公共施設） から 半径 8 0 0 m 程度を 徒歩圏と みなし 、 それを

おおむね超えない範囲と する 。  

２．都市計画の決定状況や現況を鑑みた条件 

③ 用途地域の指定状況 

用途地域は、 良好な市街地の形成と 合理的な土地利用を 図る ために定めら れる も の

で、 13 種類に分類さ れていま す。 本市では工業専用地域と 田園住居地域を除く 11 種

類が指定さ れていま す。  

都市機能誘導区域は、 日常生活に必要な医療、 福祉、 商業等の様々な施設の立地に

適し た区域である 必要がある こ と から 、 商業系の用途地域と 、 商業施設と の共存を前

提と し ている 用途地域を中心に指定し ま す。  

 用途地域 設定条件 

商業系 商業地域 都市機能誘導区域に含める対象とする 
・商業・集客施設の立地を前提としている、あるいは

商業施設と住宅の共存を前提としている地域。  近隣商業地域 

住居系 第一種低層住居
専用地域 

原則は都市機能誘導区域に含めない 
・住居系は良好な住環境を、工業系は工業や事業所の

操業環境をそれぞれ維持することを優先する。 
・ただし、以下の条件を満たす場合や、周辺環境との

調和性・連続性等を考慮し、区域に設定することが
妥当な場合は含めるものとする。 

 
  

 第二種低層住居
専用地域 

 第一種中高層 
住居専用地域 

 第二種中高層 
住居専用地域 

 第一種住居地域 
 第二種住居地域 
 準住居地域 
工業系 工業地域 
 準工業地域 

 

〇誘導施設の立地状況： 
⇒特に維持を図りたい既存施設が立地している 

〇土地区画整理事業の事業区域： 
⇒事業の実施により都市基盤が整備されている 

〇幹線道路沿道： 
 ⇒将来的に誘導施設の立地が想定される 
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（２） 都市機能誘導区域の設定 
以上の設定条件から 、 本市の都市機能誘導区域を 次のよ う に定めま す。  

 

図 都市機能誘導区域 志木駅周辺（31.4ha） 

 

 
資料：新座都市計画図を基に作成 

志木駅周辺については、 駅周辺の商業地域及び幹線道路沿道に指定さ れている 近隣商業地

域を 中心に設定し ま す。  

 

都市機能誘導区域                                    
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図 都市機能誘導区域 新座駅周辺（33.6ha） 

 

 
資料：新座都市計画図を基に作成 

 
新座駅周辺については、 駅周辺の商業地域及び幹線道路

沿道に指定さ れている 近隣商業地域を 中心に設定し ま すが、

国道2 5 4 号沿道の準住居地域・ 第一種住居地域のエリ アも

一部含みま す。  

 

 

  

都市機能誘導区域 
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図 都市機能誘導区域 新座市役所周辺（9.5ha） 

 

 
資料：新座都市計画図を基に作成 

 

新座市役所周辺は、 第一種住居地域に指定さ れており 、 良好な住環境を 保護する 地域であ

る も のの、 市役所庁舎や市民会館、 中央図書館など の行政・ 文化施設が集積し ており 、 今後

も 継続的な維持が必要である こ と から 、道路等の地形地物を区域界と する 原則を 踏ま えつつ、

こ れら の施設を 含む形で区域を 設定し ま す。  

  

新座 
市役所 ■ 

都市機能誘導区域 
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図 都市機能誘導区域 ひばりヶ丘駅北口周辺（2.7ha） 

 

 
資料：新座都市計画図を基に作成 

ひばり ヶ 丘駅北口周辺については、 都市計画道路ひばり ヶ 丘片山線周辺の近隣商業地域に

ついて区域を設定し ま す。  

 

 

 

 

 

  

（参考）図 西東京市の立地適正化計画における

誘導区域の設定 

※ひばり通り 

都市機能誘導区域 
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図 都市機能誘導区域 福祉の里周辺（2.1ha） 

 

 
資料：新座都市計画図を基に作成 

 
福祉の里周辺については、 県道東京朝霞線沿道が近隣商業地域と なっており 、 小規模なが

ら も 民間の路線バス やにいバス のバス 停や駐輪場など のハブ機能も あり ま す。 ま た、 東側に

は大型商業施設が立地し ている ため、 その敷地を 含めたエリ アを 都市機能誘導区域に設定し

ま す。  

  

■ 福祉の里 

都市機能

誘導区域 
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５－２  誘導施設の設定 

（１） 誘導施設の設定方針 
 １） 国による設定の指針 

誘導施設( 都市機能増進施設) は、 都市機能誘導区域ごと に定める 「 医療施設、 福祉施設、

商業施設、 その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であっ て、 都市機

能の増進に著し く 寄与する も の」 ( 都市再生特別措置法) です。  

誘導施設の設定に当たっては、 各拠点の特性を 踏ま え、 現状における 施設の立地状況を 確

認し た上で検討し ま す。  

ま た、 当該区域内において誘導施設を 立地する 場合に適用さ れる 支援措置を 併せて示すこ

と によ っ て、 民間の生活利便施設の集約を 促し ま す。  

なお、 各都市機能誘導区域には、 必ず誘導施設を 設定する こ と が定めら れていま す。  

 

都市計画運用指針や立地適正化計画作成の手引き ( いずれも 国土交通省) では、 誘導施設に

ついて次のよ う に示さ れていま す。  

 
誘導施設の検討について 

 〇誘導施設は都市機能誘導区域ごと に設定する も のであり 、 具体の整備計画のある 施

設を 設定する こ と も 考えら れる 。 こ の際、 当該区域及び都市全体における 現在の年

齢別の人口構成や将来の人口推計、 施設の充足状況や配置を 勘案し 、 必要な施設を

定める こ と が望ま し い。  

〇新たに立地誘導する こ と で生活利便性を 向上さ せる も ののほか、 既に都市機能誘導

区域内に立地し ており 、 今後も 必要な機能の区域外への転出・ 流出を 防ぐ ために設

定する こ と も 考えら れる 。  
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■誘導施設のイメージ 

機  能 中心拠点 地域・生活拠点 

行政機能 

■中枢的な行政機能 
例：本庁舎 

■日常生活を営む上で必要な行政窓
口機能等 

例：支所、福祉事務所等の各地域事
務所 

介護福祉 

機能 

■市町村全域の住民を対象とした高
齢者福祉の指導・相談の窓口や活
動の拠点となる機能 

例：総合福祉センター 

■高齢者の自立した生活を支え、又
は日々の介護、見守り等のサービ
スを受けられる機能 

例：地域包括支援センター、在宅系
介護施設、コミュニティサロン  
等 

子育て 

機能 

■市町村全域の住民を対象とした児
童福祉に関する指導･相談の窓口や
活動の拠点となる機能 

例：子育て総合支援センター 

■子どもを持つ世代が日々の子育て
に必要なサービスを受けることが
できる機能 

例：保育所、こども園、児童クラブ､
子育て支援センター､児童館  等 

商業機能 

■時間消費型のショッピングニーズ
等、様々なニーズに対応した買い
物、食事を提供する機能 

例：相当規模の商業集積 

■日々の生活に必要な生鮮品、日用
品等の買い回りができる機能 

例：一定規模以上の食品スーパー 

医療機能 

■総合的な医療サービス(二次医療)
を受けることができる機能 

例：病院 

■日常的な診療を受けることができ
る機能 

例：一定規模以上の診療所 

金融機能 

■決済や融資等の金融機能を提供す
る機能 

例：銀行、信用金庫 

■日々の引き出し、預け入れなどが
できる機能 

例：郵便局 

教育・文化 

機能 

■住民全体を対象とした教育文化
サービスの拠点となる機能 

例：文化ホール、中央図書館 

■地域における教育文化活動を支え
る拠点となる機能 

例：図書館支所、社会教育センター 

資料： 国土交通省『 立地適正化計画の手引き 【 基本編】』  
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 ２） 誘導施設設定の方針 

都市計画運用指針や立地適正化計画作成の手引き を 踏ま え行っ た現況の生活利便施設に関

する 整理において、各施設の圏域は市域のほぼ全てを カバーし ている こ と が確認でき 、ま た、

本市は令和2 2  （2 0 4 0 ）年においても おおむね高い人口密度が維持さ れる 見込み（ P.15 参照）

である こ と から 、 都市機能誘導区域内に現在立地し ている 施設を 区域内に維持し ていく こ と

を基本と し 、 上位・ 関連計画を確認し ながら 、 本市における 誘導施設の設定について、 以下

の手順で行いま す。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ただし 、 誘導施設に該当する 公共施設については、 今後の施設更新の際に複合化・ 集約化

する 可能性も ある ため、 その際の状況を鑑みた上で立地を 検討し ま す。  

  

視点１：各施設についての立地特性の確認 

○立地特性によ り 以下の２ 種類に分類し ま す。  

・地域密着型（各地域で利用が見込まれる施設） 

地域住民の日常生活に密接に関連し ている こ と から 、 各地域に分散し て立地する こ

と が適し ている 施設  

→原則、誘導施設として設定しない。 

・拠点立地型（広域から利用が見込まれる施設） 

多く の市民の利用が見込ま れ、 鉄道や他の生活利便施設と 近接する こ と によ っ てさ

ら に利便性が高ま る こ と から 、 拠点周辺への立地を誘導すべき 施設 

→誘導施設として設定する候補とする。 

本市における誘導施設の設定 

○各拠点の性質を 考慮し ながら 、 各都市機能誘導区域において維持ま たは立地を 誘導す

べき 施設を誘導施設と し て設定し ま す。  

視点２：上位・関連計画や施策との整合性 

○本市の上位・ 関連計画や施策で位置付けのある 施設について、 整合を 取り ながら 反映

し ま す。  



第５章 都市機能誘導区域・誘導施設 

107 

（２） 誘導施設の設定 
誘導施設について、 誘導施設設定の方針に基づき 、 都市機能誘導区域ご と に定めま す。  

 

機 能 施 設 施設の特性及び立地誘導の考え方  

地域密着型 
（各地域で利

用が見込ま

れる施設） 

拠点立地型 
（広域から利

用が見込ま

れる施設） 

 
志木駅 
周辺 

新座駅 
周辺 

市役所 
周辺 

ひばりヶ丘
駅北口周辺 

福祉の里 
周辺 

 
志木駅 

周辺 
新座駅 

周辺 
市役所 

周辺 

ひばり 

ヶ丘駅北

口周辺 

福祉の

里周辺 

行政 
市役所 全市民が利用し、拠点の中心となる施設   ○    ●      〇   

市役所出張所 住民の利便を図るため各種手続きの一部を取り扱う窓口  ○   ●      ○     

文化 

交流 

市民会館（市民ホール） 全市民の利用が想定される。現在は２箇所いずれも都市機能誘導区域内に立地している。   ○   ● ●     〇 ○   

図書館 広域からの利用が想定される。現在は都市機能誘導区域内に立地している。   ○    ●      ○   

図書室 公民館やコミュニティセンターに併設することを想定している。  ○   ●           

公民館・コミュニティセンター 文化活動や集会室の利用など幅広い世代の人が集まる施設  ○   ●      ○ ○    

医療 

病院 総合的な医療サービスを提供する施設として、市内外からの利用が想定される。   ○  ●      ○     

診療所（内科又は外科） 
市民の身近な「かかりつけ医」として、日常的な利用を想定すると同時に、各地域から公共交通

でアクセスしやすい駅周辺の立地を想定する。 
 

○ ○  ● ● ● ● ● 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

保健センター 市民を対象に保健業務を行う機関   ○             

高齢者 
福祉 

地域包括支援センター 
（高齢者相談センター） 

高齢者等の介護・福祉・医療等、様々な面から支える総合的な相談窓口であり、日常生活圏域ご

とに設置されている。 
 

○        
 

     

通所介護施設 高齢者の介護サービスを担う施設  ○           ○ ○  

老人福祉センター 高齢者に対し健康の増進や教養の向上に関するサービスを提供する施設   ○             

障がい
者福祉 

障がい者福祉センター 
各種の相談、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーション等を総合的に提

供する施設 
 

 ○       
 

     

基幹相談支援センター 障がい者の地域における相談支援の中核的な役割を担う機関   ○             

教育 小学校・中学校 普通教育を施すための機関。地域ごとに児童（生徒）数に応じた適切な立地を図る。  ○    ●      ○    

子育て 

保育所（認定こども園、小
規模保育施設等含む） 

働きながら子育てを行う世代を支え、就学前児童の健やかな育ちを支援する施設である。 
 

○ ○  ● ● ● ● ● 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

子育て支援センター 
主に未就学児のいる親子の交流の場や育児相談、育児情報の提供等、多様なサービスを提供し

ている。保育所や児童センターに併設されている。 
 

○   ●     
 

     

幼稚園 教育施設であり、学校同様に児童数に応じた適切な立地を図る。  ○         ○     

児童センター 0歳から18歳未満の児童を対象に、様々な遊びを通じて心身の健康増進を図る施設   ○             

商業 

大規模小売店舗 広域的商圏による集客力があり、にぎわいを創出する施設   ○  ● ●   ●  ○ ○   ○ 

スーパーマーケット・ 
コンビニエンスストア 

食料品・日用品等を扱い、日常生活を支える重要な施設 
 

○        
 

○ ○ ○ ○ ○ 

金融 

銀行、信用金庫等（窓口
を有する施設）  

金融サービスを提供する施設 
 

 ○ 
 

● ●  ●  
 

○ ○  ○  

郵便局、ＪＡ 日常的な利用が想定される施設  ○         〇     
  

＊着色について：現在の公共施設等総合管理計画の考え方では、現施設を可能な限り有効活用することを基本としているため、誘導施設への位置付けは行わな

い。なお、誘導施設の見直しに当たっては、当該施設について位置付けを行うほかの上位計画等の状況も踏まえて行うこととする。 

＊市の施策について： 「三軒屋」については、三軒屋公園及び東北コミュニティセンター敷地を活用し、（仮称）三軒屋公園等複合施設を整備する事業を示す。 

「大和田小」については、老朽化した体育館の更新（建て替え）事業を示す。 

誘導施設の設定 視点１ 立地分類 

注１ 医療：「病院」は病床数20以上の医療施設。「診療所」は患者を入院させるための施設を有し
ないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの 

注２ 商業：「大規模小売店舗」は一つの建物であって、その建物内の店舗面積の合計が1,000㎡を
超える店舗 

注３ 金融：窓口がある金融機関を対象とした。 

視点２：市の施策（三軒屋） 

視点２：市の施策（大和田小） 

【参考】現在の施設立地状況 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（余白頁） 
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第６章 その他の区域の設定 

６－１  その他の区域の考え方 

（１） その他の区域の設定方針 
立地適正化計画における 居住誘導区域及び都市機能誘導区域は、 都市再生特別措置法によ

り 、 市街化区域内に設定する こ と と さ れており 、 前章ま でのと おり 、 都市再生特別措置法や

都市計画法など の関係法令に基づいた区域の検討を 進めてき ま し た。  

し かし ながら 、 本市の市街化調整区域においては、 都市計画道路保谷朝霞線の整備が予定

さ れている ほか、 関越自動車道へのス マート イ ン タ ーチェ ン ジの設置、 都市高速鉄道12 号線

延伸及び新駅の設置など 、 新たな拠点創出の要因と なり 得る 大規模なプロ ジェ ク ト が構想さ

れていま す。 こ れら のプロ ジェ ク ト は、 実現し た際に都市全体の構造に大き な変化を も たら

すこ と が確実である こ と から 、 新座市都市計画マス タ ープラ ン においては、 関係する エリ ア

を新たなま ちづく り を検討する ゾーン と し て位置付けていま す。  

本計画においても 、 その変化を 最大限に生かし 、 本市の住みやすさ の維持を 図り 、 ま た、

さ ら なる「 プラ ス 」 を生み出すための新座市独自の位置付けと し て、「 誘導区域検討準備ゾ ー

ン」 及び「 将来都市拠点検討ゾ ーン 」 を設定し ま し た。  
 

■誘導区域検討準備ゾーン 

 あたご・菅沢周辺地区 

 

・新座駅の南西に位置し 、 地区の北部は新座駅から の徒歩圏内です。 現状では大半が農地

で、 一部に大学が立地し ていま す。 都市高速鉄道12 号線の新駅( 清瀬北部) が実現する

と 、 ２ 駅の駅勢圏と なり 住宅の需要が高ま る と 想定さ れま す。  
 新座中央駅周辺地区 

 

・ 都市高速鉄道12 号線の延伸が実現し た際には、 新座市内の新たな鉄道駅と なる こ と が

想定さ れている 地区です。駅を 中心と し たにぎわいを 形成する 拠点と し て、無秩序な開

発を 抑制し つつも 新たなま ちの顔と なる よ う な駅周辺のま ちづく り が求めら れま す。  

 道場二丁目地区 

 

・ 現在事業中の都市計画道路保谷朝霞線沿道の地区です。東京都と も 繋がる 広域幹線道路

の実現は、 新座市の新たな交通軸と し ての可能性を有し ていま す。 将来、 保谷朝霞線の

整備が進んだ際に、地域住民の生活環境向上や、市の発展に寄与する 効果的な土地利用

を 図れる よ う 検討を進めていき ま す。  
 

■将来都市拠点検討ゾーン 

 新堀地区 

 

・清瀬駅至近のエリ アであり 、一部が近隣商業地域です。地区内には都市計画道路練馬東

村山線、地区の東側には都市計画道保谷秋津線及び放射７ 号線の計画があり ま す。こ れ

ら の都市計画道路の開通によ り 、 新座市の西部と 南部を つなぐ ネッ ト ワ ーク が形成さ

れた際には、現在の立地条件と 相ま っ て新たな拠点と なる 可能性を 有する 地区です。各

事業の進捗や、 清瀬駅周辺の土地利用の状況、 他の拠点と の連携を鑑みながら 、 新し い

拠点と し ての可能性を 検討し ま す。  
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（２） その他の区域の設定

各地区の特徴と 将来的な見通し を 踏ま え、 本市では以下のよ う に誘導区域検討準備ゾ ーン

及び将来都市拠点検討ゾ ーン を 設定し ま す。

図 その他の区域の設定について 

資料：新座都市計画図を基に作成
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第７章 防災指針 
７－１  防災指針の概要 

（１） 防災指針の目的 
防災指針では、 防災のためのハザード 情報を 用いて、 都市における 災害リ ス ク を分析し 、

居住や都市機能の誘導を図る 上で必要と なる 都市の防災に関する 機能を 確保し ていく ために、

計画的な防災・ 減災対策の取組を定めま す。  

特に本計画で定める 居住誘導区域内において、 ど のよ う な災害リ ス ク がある かを分析し 、

リ ス ク の回避や低減を 図る ための取組について整理し ま す。  

 
（２） 防災指針検討の位置付け 

検討対象区域は居住誘導区域内を 中心と し ま すが、 居住誘導区域外にも 居住者がいる こ と

を 踏ま え、 市全域を対象に検討を進めま す。  

ま た、 防災指針を 定める に当たっ ては、 分析に必要な都市の特性及びハザード 情報を 確認

し 、 特にリ ス ク が高いエリ アにおける 重点的な分析も 踏ま え、 防災・ 減災対策の具体的な取

組方針と そのス ケジュ ールを 検討し ま す。  

なお、 本市における 防災に係る 主な計画と その位置付けのイ メ ージについては以下のと お

り です。  

 

図 本計画の位置付け 
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図 防災指針の検討の流れ 

 

都市特性の収集及び整理 

新座市の都市特性を収集・整理します 
P.７～40、69

～75 

 

災害ハザード情報の収集及び整理 

新座市において発生するおそれのある災害ハザード情報を網羅

的に収集・整理 
P.41～68 

 

災害リスク分析 

整理した都市特性及び災害ハザード情報を組み合わせ、新座市が

抱える具体的な災害リスクを把握 
P.114～126 

 

防災上の課題整理 

把握できた災害リスクをもとに新座市における各災害に係る課

題整理を行う 
P.127～131 

 

取組方針及び取組の検討 

災害ごとの課題に対応した取組方針を設定し、方針に合わせた具

体的な取組及び実施時期（スケジュール）を設定する 
P.132～136 

 

取組に係る目標値設定 

設定した取組の評価・検証を行うための目標値設定を行う P.142 
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（３） 対象範囲 

防災に関する 上位計画にあたる 新座市国土強靭化地域計画においては、 本市で大き な被害

が生じ る リ ス ク を 地震、 風害、 竜巻、 大雪と し ていま す。 こ のう ち風害、 竜巻及び大雪につ

いては近年大き な被害が発生し ておら ず、 ま た、 こ れに対する 予測等も 公表さ れていないた

め、 本指針では、 水害（ 洪水（ 外水氾濫）、 雨水出水（ 内水））、 土砂災害、 地震のハザード 情

報を 整理し ていま す。  

 

 

図 災害の分類 

 
※着色は本指針で検討対象と し た項目   
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７－２  災害リスク分析  

（１） 分析の視点  
災害に関する 具体的なリ ス ク を 把握する ため、 整理し たハザード 情報と 、 本市の都市特性

を重ね合わせて分析し ま す。  

重ね合わせる ハザード 情報と 都市の特性は以下のと おり です。  

 

表 災害リスク分析項目 ※情報名の後ろの数字は掲載ページ番号 

ハザード情報等  組み合わせる情報  分析の視点 

洪
水
｟
外
水
氾
濫
｠ 

洪水浸水想定区域(46-47) 

✕ 
建物分布（１階住宅）(115) 

要配慮者利用施設(64) 
→ 

垂直避難が困難な建物・早期

の避難行動が必要な建物の分

布状況の把握 

✕ 
道路網（緊急輸送道路）

(72) 
→ 

災害により応急活動等が妨げ

られるリスクが生じる箇所が

あるか 

浸水継続時間(48-49) ✕ 
建物分布(20) 

要配慮者利用施設(64) 
→ 

長時間孤立するリスクのある

地域があるか 

家屋倒壊等氾濫想定区域（河

岸浸食）(51) 
✕ 

建物分布(20) 

要配慮者利用施設(64) 
→ 

倒壊リスクが高い区域の建物

の分布状況を把握 

雨
水
出
水
｟
内
水
｠ 

雨水出水浸水想定区域(53) 

内水被害実績(54) 

✕ 
建物分布（１階住宅）(119) 

要配慮者利用施設(64) 
→ 

垂直避難が困難な建物・早期

の避難行動が必要な建物の分

布状況の把握 

✕ 
道路網（緊急輸送道路）

(72) 
→ 

災害により応急活動等が妨げ

られるリスクが生じる箇所が

あるか 

土
砂
災
害 

土砂災害特別警戒区域(42) 

土砂災害警戒区域(42) 

急傾斜地崩壊危険区域(44) 

✕ 
建物分布(20) 

要配慮者利用施設(64) 
→ 

倒壊リスクが高い区域の建物

の分布状況を把握 

地
震 

液状化(56) ✕ 
道路網（緊急輸送道路）

(72)・無電柱化(122) 
→ 

災害により応急活動等が妨げ

られるリスクが生じる箇所が

あるか 

揺れやすさ(58) ✕ 

建物分布(20) 

要配慮者利用施設(64) 

大規模盛土造成地（68) 

→ 
地震時の被災リスクの高い地

域を把握 

地域の危険度（建物全壊量）

(60) 
✕ 

道路網（緊急輸送道路）

(72) 

建物分布（旧耐震）(63) 

→ 

災害により応急活動等が妨げ

られるリスクが生じる箇所が

あるか 

延焼クラスター(61) ✕ 

建物分布(20) 

要配慮者利用施設(64) 

住宅密集地(66) 

→ 

早期の避難行動が必要な施設

の建物分布状況の把握、災害

時の被災リスクが高い地域の

把握 
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（２） 災害リスク分析 
 １） 洪水（外水氾濫）①【洪水浸水想定区域×建物分布（１階住宅）、要配慮者利用施設】 

 ○0 .5 ～3 .0 ｍ未満の浸水想定区域に要配慮者利用施設が立地し ている ため、 利用者の安

全に配慮し た避難方法を判断する 必要があり ま す。 ま た、 １ 階建ての施設や住宅につ

いては、 早期の水平（ 立退き ） 避難が求めら れま す。  

 
図 分析１（洪水浸水想定区域×建物分布、要配慮者利用施設） 

   
 

  
  

柳瀬川 

黒目川 

○0.5～3.0ｍの浸水想定区域に要配慮者利用施設が

立地しているため、利用者の安全に配慮した避難

方法を判断する必要があります。 

浸水想定 洪水 

○0.5～3.0ｍの浸水想定区域に 1 階

建ての住宅等が立地しているため、

早期に水平（立退き）避難する必要

があります。 

浸水想定 洪水 

○0.5～3.0ｍの浸水想定区域に要配慮者利用施

設が立地しているため、利用者の安全に配慮し

た避難方法を判断する必要があります。 

浸水想定 洪水 
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 ２） 洪水（外水氾濫）②【洪水浸水想定区域×道路網（緊急輸送道路）】 

 ○緊急輸送道路の周辺で5 0 cm 以上の浸水想定がある ため、災害時に機能が停止し 、救護

活動や避難に支障を来す可能性があり ま す。  

 

図 分析２（洪水浸水想定区域×道路網（緊急輸送道路）） 

 

   
 
 

  
  

柳瀬川 

黒目川 

○緊急輸送道路上で50cm以上の浸水想定

があり、災害時に機能が停止してしまう

可能性があります。 

 

浸水想定 洪水 

○緊急輸送道路上で50cm以上の浸水想定

があり、災害時に機能が停止してしまう

可能性があります。 

 

浸水想定 洪水 
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 ３） 洪水（外水氾濫）③【浸水継続時間×建物分布、要配慮者利用施設】 

○河川の氾濫によ り 孤立する 可能性があり 、 浸水想定区域外への水平（ 立退き ） 避

難が求めら れる 浸水継続時間が7 2 時間以上のエリ アにも 、 一部で住宅等が立地し

ていま す。  

図 分析３（浸水継続時間×建物分布、要配慮者利用施設） 

  
 

  

黒目川 

柳瀬川 

○浸水が24～72時間のエリアが一部ありますが、

面的に広がるエリアはありません。また、大部

分は公園に該当します。 

浸水継続 洪水 

○一部で浸水が24時間以上のエリアがあり

ますが、その大部分は運動場や高校のグ

ラウンドに該当します。 

浸水継続 洪水 

○浸水が24～72時間のエリアが

ありますが、その大部分は公園

や畑などに該当します。 

浸水継続 洪水 
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 ４） 洪水（外水氾濫）④【家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食)×建物分布、要配慮者利用施設】 

○家屋倒壊等氾濫想定区域は居住誘導区域から 除外さ れていま す。  

○黒目川周辺の家屋倒壊等氾濫想定区域内で住宅等が立ち並んでいる エリ アについては、

早期の水平（ 立退き ） 避難が求めら れま す。  

〇家屋倒壊等氾濫想定区域内に要配慮者利用施設は立地し ていま せん。  

 

図 分析４（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）×建物分布、要配慮者利用施設） 

 
 

   

柳瀬川 

黒目川 

○区域内には工場や学校等が立地

しています。 

家屋倒壊 洪水 

○家屋倒壊等氾濫想定区域に住宅等が立ち並ん

でおり、早期避難が必要になります。 

家屋倒壊 洪水 
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 ５） 雨水出水（内水）①【雨水出水浸水想定区域・内水被害実績×建物分布（１階住宅）、要配慮者

利用施設】 

○住宅が立ち並ぶエリ アで5 0 cm 以上の浸水が想定さ れている ため、 浸水リ ス ク の低減

が求めら れま す。  

 

図 分析５（雨水出水浸水想定区域・内水被害実績×建物分布、要配慮者利用施設） 

  

 

   

○住宅が立ち並ぶエリアで50㎝～3.0ｍの

浸水が想定され、一部１階建ての住宅も

あり、床上浸水の被害も多く報告されて

いるため、浸水リスクを低減するための

対策が必要です。 

内水浸水 雨水出水 

○住宅が立ち並ぶエリアで 50cm～2.0ｍの浸水が想定

され、浸水リスクを低減するための対策が必要です。 

内水浸水 雨水出水 

○志木駅周辺では床上浸水の

被害も多く報告されている

ため、浸水リスクを低減す

るための対策が必要です。 

内水浸水 雨水出水 
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 ６） 雨水出水（内水）②【雨水出水浸水想定区域×道路網（緊急輸送道路）】 

○緊急輸送道路上で5 0 cm 以上の浸水が想定さ れている ため、 浸水リ ス ク の低減が求め

ら れま す。  

 
図 分析６（雨水出水浸水想定区域×緊急輸送道路） 

   
 
 

○緊急輸送道路上で 50cm 以上の

浸水が想定され、災害時に機能

が停止してしまう可能性があり

ます。 

内水浸水 雨水出水 
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 ７） 土砂災害【土砂災害（特別）警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域×建物分布、要配慮者

利用施設】 

○土砂災害警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域には要配慮者利用施設は立地し ていま せ

んが、 一般住宅が立ち並ぶエリ アがある ため、 災害のおそれがある 際には、 早期の水

平（ 立退き ） 避難が求めら れま す。  

 

図 分析７（土砂災害（特別）警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域×建物分布、要配慮者利用施設） 

 

  

○各ハザード区域内に住宅が立ち並んでいるため、災

害のおそれがある際には、早期の水平（立退き）避難

が求められます。 

土砂災害警戒区域、特別警戒区域 

急傾斜地崩壊危険区域 
土砂災害 大和田五丁目 

畑中一丁目 

新塚一丁目 

栗原三丁目 

池田三丁目 

栄一丁目(妙音沢) 

石神四丁目 

中野２丁目 

馬場１丁目 

片山２丁目-1 
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 ８） 地震①【液状化×道路（緊急輸送道路）・無電柱化】 

○本市北部の柳瀬川周辺や、 黒目川・ 中沢用水・ 中沢川周辺で液状化の可能性があり 、

緊急輸送道路の周辺で液状化が発生し た場合、 建物や電柱の倒壊によ り 道路が閉塞す

る こ と で機能が停止し 、 救護活動や避難に支障を来す可能性があり ま す。  

○新座駅南口通線、 志木駅南口駅前、 ひばり ヶ 丘片山線の一部では無電柱化さ れていま

す。  

図 分析８（液状化×道路（緊急輸送道路）・無電柱化） 

  

○緊急輸送道路周辺で液状化が懸念され、救護

活動や避難時に支障を来す可能性があるた

め、早期復旧が求められます。 

液状化 地震 

 液状化可能性ランク

高

低

○緊急輸送道路周辺で液状化の可能性が高いエリア

があり、救護活動や避難時に支障を来す可能性があ

るため、早期復旧が求められます。 

液状化 地震 



第７章 防災指針 

123 

 ９） 地震②【揺れやすさ×建物分布、要配慮者利用施設、大規模盛土造成地】 

○本市では、 ３ つの想定地震※が発生し た場合、 全市で震度６ 強の地震が想定さ れていま

す。 特に柳瀬川沿いは震度階級が高く 、 建物の倒壊リ ス ク があり ま す。  

○大規模盛土造成地内に住宅等が立ち並んでいる ため、 調査の結果、 危険性が認めら れ

た区域については、 安全確保に向けた取組が求めら れま す。  

 

図 分析９（揺れやすさ×建物分布、要配慮者利用施設、大規模盛土造成地） 

  

強

弱

震度階級

○大規模盛土造成地がありますが、

その大部分は資材置き場や墓地と

なっています。 

大規模盛土造成地 地震 

○居住誘導区域内に震度階級が高いエリアがあり

建物も多く分布しているため、地震により建物が

倒壊するリスクの低減などが必要です。 

揺れやすさ 地震 

○震度階級は比較的低いものの、

大規模盛土造成地内に住宅が密

集しています。 

大規模盛土造成地 地震 

※３つの想定地震：本市に大きな被害を
及ぼすと想定されている「立川断層帯
地震」、「東京湾北部地震」及び「新座
市直下における地震」を指す。 
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 １０） 地震③【地域の危険度×道路網（緊急輸送道路）、建物分布（旧耐震）】 

○緊急輸送道路沿道の一部区間に旧耐震基準の建築物が多く 立地し 、 建物の倒壊など に

よ り 、 機能が停止し てし ま う リ ス ク があり ま す。  

 
図 分析10（地域の危険度×道路網（緊急輸送道路）、建物分布（旧耐震）） 

 

  
  

高

低

地域の危険度ランク

○緊急輸送道路沿道に旧耐震基準の建築

物が多く立地し、地域の危険度も比較的

高いため、建物の倒壊により機能が停止

するおそれがあります。 

建物全壊量 地震 

○緊急輸送道路沿道に旧耐震基準の建築

物が多く立地し、地域の危険度も比較的

高いため、建物の倒壊により機能が停止

するおそれがあります。 

 

建物全壊量 地震 
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 １１） 地震④【延焼クラスター×建物分布、要配慮者利用施設、住宅密集地】 

○避難や消火活動が困難になる こ と が想定さ れる 住宅密集地で、 延焼ク ラ ス タ ーが分布

し ており 、 火災発生時には広範囲に延焼する など防災上のリ ス ク があり ま す。  

〇新座一丁目、 栗原六丁目には、 住宅密集地内に要配慮者利用施設が立地し ていま す。  

〇本市は比較的戸建て住宅が多く 立地し ている 特性があり 、 基準によ り 住宅密集地と し

て特定さ れたエリ ア以外にも 小規模に住宅が密集し ている 地域が散在し ている ため、

全域的な対策の検討が必要です。  

 

図 分析11（延焼クラスター×建物分布、要配慮者利用施設、住宅密集地） 

  

○住宅密集地に延焼クラスターの発生

が予想されています。 

住宅密集地 地震 
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図 住宅密集地の拡大図 

【新座一丁目】 

 

【栄三、五丁目】 

 

【池田五丁目】 

 

【石神三丁目】 

 

【石神五丁目】 

 

【栗原六丁目】  
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７－３  防災上の課題 

（１） 各災害に対する主な課題箇所 
前項で分析し た結果を 、 課題図に整理し ま す。  

なお、 課題図に表示する ハザード 情報は、 マッ プの見やすさ を 考慮し 洪水浸水想定区域、

家屋倒壊等氾濫想定区域、 雨水出水浸水想定区域、 土砂災害警戒区域/特別警戒区域、 急傾斜

地崩壊危険区域、 液状化可能性区域、 大規模盛土造成地、 住宅密集地と し ま す。  

 

図 課題図（全域） 

  
  

課題地区③ 

地震 

土砂災害 

雨水出水 

課題地区② 

土砂災害 

雨水出水 

洪水 

地震 

課題地区① 

土砂災害 

雨水出水 

洪水 

地震 

 液状化可能性ランク

高

低
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図 課題エリア①（詳細） 

 

   

○住宅が立ち並ぶエリアや緊急輸送道路上で0.5～3.0

ｍの浸水が想定されており、防災関係機関による被

害を抑えるための対策の必要があります。 

内水浸水 雨水出水 

○土砂災害警戒区域内に住宅が立ち並んで

いるため、災害のおそれがある際には、早

期の水平（立退き）避難のための対策、被

害を抑えるための対策が求められます。 

土砂災害警戒区域 土砂災害 

地震 浸水想定・液状化 洪水 

○緊急輸送道路周辺に 0.5～3.0ｍの浸水想定や

液状化の危険性があり、被害を抑えるための

対策と、被災後の早期復旧のための対策が求

められます。 

○0.5～3.0ｍの浸水想定区域に１階建ての要配慮

者利用施設や住宅が立地し周辺に避難場所がな

いため、早期の確実な避難判断・行動や備蓄品の

用意等の対策が求められます。 

浸水想定 洪水 ○居住誘導区域内に震度階級が高いエリアがあり、

被害を抑えるための対策と、被災後の早期復旧の

ための対策が求められます。 

揺れやすさ 地震 

○災害時の避難や消火活動に支障を来

す可能性があるため、延焼を防止し被

害を抑えるための対策や、早期の水平

（立退）避難のための対策が求められ

ます。 

住宅密集地 地震 

○0.5～3.0ｍの浸水想定区域に要配慮者

利用施設が立地しているため、早期の

確実な避難判断のための対策が求めら

れます。 

浸水想定 洪水 

○住宅が立ち並ぶエリアで 0.5～3.0ｍの浸

水が想定されており、一部１階建ての住宅

もあるため、浸水リスクの低減に加え、水

平避難のための対策が求められます。 

内水浸水 雨水出水 

○志木駅周辺地区について、都市機能誘導区

域で 0.5～1.0m の浸水が想定されているた

め、浸水リスクを低減するための対策が求

められます。 

内水浸水 雨水出水 

 液状化可能性ランク

高

低
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図 課題エリア②（詳細） 

 

 

 

 

○家屋倒壊等氾濫想定区域に住宅

等が立ち並んでおり、早期の水

平（立退）避難のための対策が

求められます。 

家屋倒壊 洪水 

○大規模盛土造成地内に住宅が密

集しているため、調査の結果、

危険性が認められた場合には安

全確保に向けた取組が求められ

ます。 

大規模盛土造成地 地震 

○土砂災害警戒区域内に住宅が立ち並んでいるた

め、災害のおそれがある際には、早期の水平（立退

き）避難のための対策が求められます。 

土砂災害警戒区域 土砂災害 

○緊急輸送道路沿道で建物全壊量の

評価が高いため、災害時の機能停

止を防ぐため、被害を抑えるため

の対策と、被災後の早期復旧のた

めの対策が求められます。 

建物全壊量 地震 

○災害時の避難や消火活動

に支障を来す可能性があ

るため、延焼を防止し被

害を抑えるための対策

や、早期の水平（立退）避

難のための対策が求めら

れます。 

 

住宅密集地 地震 

○緊急輸送道路周辺に 0.5～3.0ｍの浸水

想定があり、被害を抑えるための対策

と、被災後の早期復旧のための対策が

求められます。 

浸水想定 洪水 
○住宅が立ち並ぶエリアで 0.5～2.0ｍの

浸水が想定されているため、浸水リス

クを低減するための対策が求められま

す。 

内水浸水 雨水出水 

○石神地区の一部では0.5～1.0m程度の浸水

箇所があるほか、床上、床下浸水の被害が

報告されているため、浸水リスクを軽減す

るための対策が求められます。 

内水浸水 雨水出水 

 液状化可能性ランク

高

低
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図 課題エリア③（詳細） 

 

 

 

土砂災害 土砂災害警戒区域 

○土砂災害警戒区域内に住宅が立ち

並んでいるため、災害のおそれがあ

る際には、早期の水平（立退き）避

難のための対策が求められます。 

○災害時の避難や消火活動に支障を来す可能性

があるため、延焼を防止し被害を抑えるための

対策や、早期の水平（立退）避難のための対策

が求められます。 

 

住宅密集地 地震 

○土砂災害警戒区域内に住宅が立ち並んで

いるため、災害のおそれがある際には、早

期の水平（立退き）避難のための対策が求

められます。 

土砂災害警戒区域 土砂災害 

○緊急輸送道路周辺に液状化の可能性が高いエ

リアがあり、被害を抑えるための対策や避難

のための対策、被災後の早期復旧のための対

策が求められます。 

液状化 地震 

 液状化可能性ランク

高

低
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（２） 災害に強いまちの形成に必要な課題 
本市の都市特性やハザード 情報、 災害リ ス ク を 踏ま え、 災害に強いま ちの実現に必要な主

な課題を 以下に整理し ま す。  

 

項目 主な課題 

洪
水 

｟
外
水
氾
濫
｠ 

・ 0 .5 ～3 .0 ｍの浸水想定区域内に１ 階建ての建物や要配慮者利用施設

が立地し ており 、早期の避難判断や備蓄品の用意などが求めら れる 。 

・ 想定浸水深3 .0 ｍ以上の浸水想定区域については、区域外への居住誘

導と 、 現に居住する 者に対し ては早期の避難を促す必要がある 。  

・ 緊急輸送道路周辺に5 0 ㎝以上の浸水が想定さ れる エリ アがあり 、 被

害を抑える ための対策が求めら れる 。  

・ 浸水想定区域内に住宅等が立ち並び、 早期の避難判断が求めら れる 。 

雨
水
出
水 

｟
内
水
｠ 

土
砂
災
害 

・ 警戒区域内に住宅が立ち並んでいる ため、 災害のおそれがある 場合

には早期の水平避難の判断が求めら れる 。  

地
震 

・ 緊急輸送道路が災害時において機能停止に陥ら ないための対策や液

状化によ る 被害を抑える 対策、早期復旧のための備えが求めら れる 。 

・ 現に建物の存する 居住誘導区域内にも 震度階級が高いエリ ア があ

り 、 被害低減のための対策や早期復旧のための備えが求めら れる 。  

・ 大規模盛土造成地内に住宅が密集し ている ため、 調査を 行い、 危険

性が認めら れれば安全確保に向けた取組が求めら れる 。  

・ 住宅密集地等においては、 災害時の避難や消火活動に支障を 来す可

能性があり 、 日ごろ から の避難ルート の確認や被害を 抑える ための

対策が求めら れる 。  
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７－４  取組の設定方針・内容及びスケジュール 

ま ちづく り の方針と し て掲げている 「 次世代につなぐ  コ ン パク ト で安心な暮ら し やすい

ま ち 新座」 の実現に向けて、 防災・ 減災の視点から 取り 組むために、 本市の都市構造や特

性など を踏ま え、 本市における 災害リ ス ク の課題に対し ての取組方針を 定めま す。  

ま た、 具体的な取組は、 関連する 国・ 県及び本市の上位関連計画で実施又は計画さ れてい

る 防災・ 減災の具体的な取組を含め整理する と と も に、短期（ おおむね５ 年）、中期（ 10 年）、

長期（ 2 0 年） のス ケジュ ールについても 以下に示し ま す。  
 
（１） 各災害共通の取組 

■取組方針 

〇様々な地域コ ミ ュ ニティ における 防災知識の普及啓発、 自主防災会の育成強化等を通じ 、

自助・ 共助によ る 防災力強化を図り ま す。  

〇円滑な避難活動を行える よ う 、 迅速かつ的確な災害情報の収集伝達が可能な体制の整備を

図る と と も に、 災害発生時の最適な避難ルート の検討及び普及を行いま す。  

〇緊急輸送道路については、 被害低減のための対策や、 被災後の早期復旧のための備えを行

いま す。  
■取組内容とスケジュール 

区分 取組内容 
実施 

主体 

実施時期の目標 

短期 

５年 

中期 

10年 

長期 

20年 

ソフト 

●防災関係機関、市民の連携と防災体制の強化を目指し、

防災訓練を継続的に実施するとともに、出前講座などで

の防災知識の普及も行います。 

【関連計画】 

・新座市地域防災計画 

国 

県 

市 

市民 

   

ソフト 

●地域コミュニティにおける自発的な防災活動を促進する

ため、各地区の特性に応じた地区防災計画の策定又は見

直しを行うよう、市が地区居住者等へ働きかけます。 

【関連計画】 

・新座市地域防災計画 

市 

市民 
   

ソフト 

ハード 

●適切な避難経路を想定しておくよう啓発を行うととも

に、要配慮者も避難経路として安全安心に利用できる避

難しやすい環境整備を推進します。 

【関連計画】 

・新座市地域防災計画 

市    

ソフト 

●広報誌、ホームページ、各種マスメディア、町内会におけ

る回覧等複数の情報媒体を通じて防災知識の普及啓発を

行います。 

【関連計画】 

・新座市地域防災計画 

市 

市民    

ソフト 

●緊急輸送道路について被災時の応急復旧作業が円滑に進

められるよう、国、県、近隣市、警察、自衛隊や民間事業

者等との協力体制を整備します。 

【関連計画】 

・新座市地域防災計画 

国 

県 

市 

事業者 

ほか 
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（２） 洪水（外水氾濫）・雨水出水（内水）に関する取組 

■取組方針 

〇治水能力の向上によ り 被害の低減を図る ため、国・ 県と 連携し た総合治水対策を図り ま す。 

〇雨水管渠の整備を引き 続き 行いま す。  

〇公共施設の整備に対し 、雨水浸透貯留施設等の設置を検討し 、雨水流出の抑制を図り ま す。 

〇災害リ ス ク の高いエリ アについては、 安全なエリ アへの居住の誘導を検討し ていき ま す。  

〇浸水被害の低減を図る ため、 雨水浸透・ 保水機能を有する 緑地・ 農地の保全に努めま す。  

〇開発行為等に対し 、 浸水に関する 対策を指導し ま す。  

■取組内容とスケジュール 

区分 取組内容 
実施 

主体 

実施時期の目標 

短期 

５年 

中期 

10年 

長期 

20年 

ハード 

●一級河川の荒川や新河岸川における洪水調整施設整備等

の治水対策を進め、洪水を安全に流下させる川づくりを

推進します。 

【関連計画】 

・荒川水系流域治水プロジェクト 

・荒川水系新河岸川ブロック河川整備計画 

・新河岸川流域整備計画 

・新座市地域防災計画 

国 

県 

市 

   

ハード 

●一級河川の柳瀬川及び黒目川は、関係機関へ引き続き適

正な維持、管理及び更なる治水安全の向上に向けた改修・

整備を要望します。 

【関連計画】 

・荒川水系新河岸川ブロック河川整備計画 

・新河岸川流域整備計画 

・新座市地域防災計画 

・新座市都市計画マスタープラン 

県 

市 
   

ハード 

●市管理の河川については、引き続き適正な維持・管理を

実施するとともに、更なる治水安全の向上に向けた改修・

整備を検討します。 

【関連計画】 

・新座市地域防災計画 

・新座市都市計画マスタープラン 

市    

ハード 

●新座市雨水管理総合計画における重点対策地区において

は、計画目標値の達成に資するハード整備を引き続き行

います。 

【関連計画】 

・新座市雨水管理総合計画 

市 

事業者 

市民 

   

ハード 

●公共施設の整備においては、積極的に雨水貯留施設、雨

水流出抑制施設の設置を進めるとともに、民間開発行為

における雨水流出抑制施設の設置を指導します。 

【関連計画】 

・新座市雨水管理総合計画 

・新河岸川流域整備計画 

・新座市地域防災計画 

市 

事業者 
   

ソフト 
●災害リスクの高いエリア（浸水深度3.0m以上）から、居住

誘導区域への居住を誘導します。 
市    
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区分 取組内容 
実施 

主体 

実施時期の目標 

短期 

５年 

中期 

10年 

長期 

20年 

ソフト 

ハード 

●雨水流出量を抑制するため、農地・樹林地等の保水・湧水

機能の保持を図っていきます。 

【関連計画】 

・新座市地域防災計画 

・新座市都市計画マスタープラン 

市 

市民 
   

ハード 

●新たな道路整備及び市街地整備においては、透水性舗装

を実施します。（雨水出水（内水）対策） 

【関連計画】 

・新座市雨水管理総合計画 

・新座市都市計画マスタープラン 

市 

事業者 
   

 
 
 
（３） 土砂災害に関する取組 

■取組方針 

〇災害リ ス ク の高いエリ アについては、 安全なエリ アへの居住の誘導を検討し ていき ま す。  

 

■取組内容とスケジュール 

区分 取組内容 
実施 

主体 

実施時期の目標 

短期 

５年 

中期 

10年 

長期 

20年 

ソフト 

●災害リスクの高いエリア（土砂災害特別警戒区域、土砂

災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域）から、居住誘導区

域への居住を誘導します。 

市    

ソフト 

●災害リスクの高いエリアの居住者に対し、避難に関する

情報を一斉発信する体制を整えます。 

【関連計画】 

・新座市地域防災計画 

市    

ソフト 

●災害リスクの高いエリアの所有者、管理者又は占有者に

対し、擁壁、排水施設及びその他必要な防災工事を施すよ

う、県と連携して指導を行います。 

【関連計画】 

・新座市地域防災計画 

県 

市 

事業者

市民 
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（４） 地震に関する取組 

■取組方針 

〇イ ンフ ラ や建築物等の耐震化の促進や、 無電柱化の推進によ り 震災時の被害を最小限に抑

える 事前対策を講じ ま す。  

〇震災に強いま ちづく り のため、都市計画制度の活用によ り 、住宅密集地の改善を図り ま す。 

〇火災時の延焼を防止する ため、 特に密集市街地における 建物の不燃化やオープンス ペース

の確保、 消防設備の充実を図り ま す。  

〇大規模盛土造成地については災害時の滑動崩落によ る 被害を防止する ため、 一定の要件を

満たす箇所について調査し 、 必要に応じ た対策を検討し ま す。  

 

■取組内容とスケジュール 

区分 取組内容 
実施 

主体 

実施時期の目標 

短期 

５年 

中期 

10年 

長期 

20年 

ソフト 

●木造率及び建物密度が高い地区については、防火地域又

は準防火地域を指定し、不燃化率の改善を図ります。 

【関連計画】 

・新座市地域防災計画 

市  

 

 

継続 

 

 

継続 

ハード 

●建築物の倒壊等により緊急輸送道路が閉塞されることを

防ぐため耐震化を促進します。 

【関連計画】 

・新座市道路整備基本計画 

・新座市地域防災計画 

・新座市建築物耐震改修促進計画 

県 

市 
   

ハード 

●避難所等の重要施設に接続する下水道管路の耐震化を実

施します。 

【関連計画】 

・新座市上下水道耐震化計画 

・新座市汚水施設地震対策方針 

市  

 

 

継続 

 

 

継続 

ハード 

●漏水した際に重大な被害をもたらす可能性のある管路及

び避難所等の重要施設に接続する管路の耐震化を実施し

ます。 

【関連計画】 

・新座市上水道施設整備事業計画 

・新座市管路耐震化計画計画 

・新座市上下水道耐震化計画 

市  

 

 

継続 

 

 

継続 

ソフト 

●耐震化に対する意識啓発及び情報提供や耐震関連の各種

助成制度を活用し、住宅の耐震化に努めます。 

【関連計画】 

・新座市建築物耐震改修促進計画 

市 

事業者 

市民 

 

 

 

継続 

 

 

継続 

ソフト 

●擁壁を安全な状態に保全するため、所有者、管理者又は

占有者に対して周知を行い、適切な維持管理を行うよう

促します。 

市 

事業者 

市民 

 

 

 

継続 

 

 

継続 
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区分 取組内容 
実施 

主体 

実施時期の目標 

短期 

５年 

中期 

10年 

長期 

20年 

ソフト 

ハード 

●公共建築物及びインフラ施設については、耐震診断を実

施し、施設の耐震性能を把握します。その結果、危険性が

確認された施設については、利用状況や危険度などを踏

まえ、施設の耐震化に努めます。 

【関連計画】 

・新座市公共施設等総合管理計画 

市    

ソフト 

●災害時における避難のしやすさを維持するため、ブロッ

ク塀の安全点検及び耐震性の確保の必要性について啓発

を行い、助成制度を活用した危険なブロック塀の解消を

促します。 

【関連計画】 

・新座市建築物耐震改修促進計画 

・新座市地域防災計画 

・新座市都市計画マスタープラン 

市 

市民 
   

ソフト 

●自主防災会に配備している軽可搬動力ポンプを活用し、

迅速な初期消火活動及び地域の実情に合った細やかな対

応を図ります。 

【関連計画】 

・新座市地域防災計画 

市 

市民 
   

ハード 

●消火栓以外の消防水利の整備を図るほか、地域の実情に

合った消防水利の増設と機能の確保を図ります。 

【関連計画】 

・新座市地域防災計画 

市 

事業者 
   

ハード 

●シンボルロード及びその周辺や、新たな市街地整備を行

う地区については無電柱化を推進します。 

【関連計画】 

・新座市都市計画マスタープラン 

市 

事業者 
   

ハード 

●延焼遮断帯の役割を持つ空地を確保するため、農地・樹

林地等の保全を図っていきます。 

【関連計画】 

・新座市地域防災計画 

・新座市都市計画マスタープラン 

市 

事業者 

市民 

   

ソフト 

●大規模盛土造成地については、令和７年度に実施した変

動予測調査結果に基づき、安全性が確認できない場合は、

官民連携のもと宅地耐震化を推進します。また、安全性が

確認できた場合は、必要に応じて経過観察を実施します。 

【関連計画】 

・新座市地域防災計画 

市 

市民 
   

ソフト 

●大規模盛土造成地については、発災後の２次災害を防止

するために、被災宅地危険度判定を優先的に実施できる

体制を整えます。 

【関連計画】 

・新座市地域防災計画 

・新座市都市計画マスタープラン 

市  
 

 

継続 

 

 

継続 
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第８章 誘導施策・届出制度 
８－１  取組の設定方針と内容 

（１） 誘導施策の設定方針 
立地適正化計画では、 居住誘導区域、 都市機能誘導区域、 誘導施設を設定し 、 届出制度の

適切な運用と と も に、 誘導を 促進する ための施策（ 誘導施策） を 実施する こ と によ り 、 計画

の実効性を 高める こ と が求めら れま す。  

誘導施策の設定においては、 第３ 章 ま ちづく り の基本方針と 目指すべき 都市の骨格構造

で整理し た５ つの誘導方針に基づき 、 上位・ 関連計画において位置付けら れている 施策や事

業のほか、 本計画で必要と なる 施策の検討結果を 踏ま え、 居住や都市機能の誘導を図る ため

に設定し ま す。  

 
（２） 誘導施策 

本計画で定める 誘導施策は、 次のと おり です。  

 

居 住 １ 緩やかな集約に向けた取組の着手と、暮らし続けられる生活環境の整備 

 

取組の方向性 取組内容 対象地域 

災害リスクが高いエリア

等を中心に行う、緩やかな

集約に向けた意識醸成・制

度づくり 

●各種ハザード情報の公表により、住民や居住を検討し

ている方に対し、居住誘導区域内への居住を誘導しま

す。  

居住誘導区域

外 

子どもから高齢者まで快

適に暮らし続けられるま

ちの実現 

●都市計画の諸制度を活用しながら、地区の特性に応じ

つつ、良好な居住環境の整備及び改善を図ります。 

居住誘導区域

全域 

●公共施設の整備、更新等の際には地域コミュニティの

活動や、多世代交流が可能な空間の確保に努めます。 

居住誘導区域

全域 

●道路や公共施設は、ユニバーサルデザインに配慮し、

子どもから高齢者まで安全に利用できるよう整備を進

めていきます。 

【関連計画】新座市都市計画マスタープラン 

居住誘導区域

全域 

地域特性を生かし、脱炭素

社会を見据えた効率的な

都市基盤の充実 

●市街地整備事業や都市計画制度の活用による効率的な

都市基盤整備を進めます。 

【関連計画】新座市都市計画マスタープラン 

居住誘導区域

全域 

●本市の魅力の一つである貴重な緑の資源を次世代に残

していくため、保全緑地や市民憩いの森等の身近な緑

の保全と周辺環境における調和に努めます。 

【関連計画】第５次新座市総合計画 

新座市みどりの基本計画 

居住誘導区域

全域 
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都市機能 ２ 都市機能の集約化による各拠点の利便性・滞在快適性の向上 

 

取組の方向性 取組内容 対象地域 

拠点ごとの位置付けに応

じた都市機能の集約化  

●新座駅北口土地区画整理事業の推進により新座駅周辺

の都市基盤の充実を図ります。 

【関連計画】新座市都市計画マスタープラン  

都市拠点 

（新座駅周辺） 

●東北土地区画整理事業について、都市計画の見直しも

含め、土地の高度利用を図れるよう検討します。 

【関連計画】新座市都市計画マスタープラン 

都市拠点 

（志木駅周辺） 

公共施設の複合化による

機能強化の推進  

●東北コミュニティセンターについては、老朽化に伴う

建替えに際し、周辺地域のにぎわい創出に資するよう

な複合施設として再整備します。 

【関連計画】新座市都市計画マスタープラン 

都市拠点 

（志木駅周辺） 

●公共施設の新規整備が必要になった場合には、周辺の

公共建築物の状況等を踏まえた複合化・集約化を図る

ことを基本とします。 

【関連計画】公共施設再配置計画 

市内全域 

にぎわいと魅力に満ちた

まちの実現を目指した滞

在快適性の向上  

●拠点周辺におけるウォーカブルなまちづくり推進の検

討を行います。 

【関連計画】新座市都市計画マスタープラン 

都市機能 

誘導区域 

●所有者及び関係機関と連携した空き店舗の有効活用を

検討します。 

【関連計画】第５次新座市総合計画 

都市機能 

誘導区域 

●地区計画などの都市計画制度の適切な運用により、良

好な拠点機能の形成を目指します。 

【関連計画】新座市都市計画マスタープラン 

都市機能 

誘導区域 

 

公共交通 ３ 各地域から拠点へ、また、拠点間でアクセスしやすい公共交通網の維持 

 

取組の方向性 取組内容 対象地域 

交通結節点における機能

向上 

●交通結節点である志木駅及び新座駅周辺における公共

交通機関同士の乗換え・乗継環境の向上を目的とした、

駅前広場の整備や空間の再編、自転車駐車場の整備、

案内表示の充実等について検討します。 

【関連計画】地域公共交通計画  

都市機能 

誘導区域 

（志木駅周辺・

新座駅周辺） 

公共交通の利用者増と運

行サービス水準の維持  

●公共交通の利用喚起・利用促進を図る活動を行います。 

【関連計画】地域公共交通計画 

居住誘導区域

全域 

●移動需要に影響を及ぼすような大きな都市構造の変化

が見込まれる場合には、バス路線の再編や運行形態の

見直し等を行い、公共交通ネットワークの最適化を図

ります。 

【関連計画】地域公共交通計画 

居住誘導区域

全域 
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取組の方向性 取組内容 対象地域 

公共交通の利用者増と運

行サービス水準の維持（続

き） 

●自動運転に係る技術の発展や法制度の動向を注視しつ

つ、交通事業者と連携しながら自動運転サービスの実

証実験や本格導入に向けた研究を行います。 

【関連計画】地域公共交通計画 

居住誘導区域

全域 

路線バスを補完する交通

手段による移動手段の確

保  

●新たなモビリティのシェアリングサービス等について

研究します。 

【関連計画】地域公共交通計画 

居住誘導区域

全域 

シェアサイクルの利便性向

上  

●シェアサイクル事業者と連携し、公共施設やバス停周

辺、交通拠点等へのサイクルポート増設や、サービス

利用促進を図ります。 

【関連計画】地域公共交通計画 

居住誘導区域

全域 

 

防 災 ４ 都市基盤の強化や市民の防災意識醸成による都市防災力の向上 

 

取組の方向性 取組内容 

巨大地震や従来の想定を

超える降雨災害への対策 
 

火災延焼の危険性が高い

住宅密集地の改善 
→P.132からP.136までの防災指針における取組を参照 

都市基盤の強化や市民の

防災意識醸成による都市

防災力の向上 

 

 
なお、「 ５  将来構想を 踏ま えた段階的なま ちづく り 」については、実現時期に見通し が立っ

ていないこ と から 、 取組の方向性のみ以下のよ う に定めま す。  

 

将来構想 ５ 将来構想を踏まえた段階的なまちづくり 

 

取組の方向性 

●将来都市構造の変化をもたらすことが確実である事業の構想があり、誘導区域検討準備

ゾーン及び将来都市拠点検討ゾーン（P．109～110参照）に設定されている地区など

については、事業進捗に合わせた居住誘導区域等の設定の見直しを含めた、適切なまち

づくりの検討を進めていきます。 

  



第８章 誘導施策・届出制度 

140 

８－２  届出制度の運用 

届出制度は、 居住誘導区域外における 住宅開発等の動き 、 都市機能誘導区域内外における

誘導施設の立地等の状況を市が把握する ための制度です。 届出によ り 把握し た内容について

は、 計画の見直し を検討する 際の評価指標の一つと し て活用し ま す。 ま た、 届出の内容を 受

け、 開発等の規模、 区域の見直し や計画変更など の調整を 行う 場合があり ま す。  

 

（１） 居住誘導区域における届出制度 
 １） 対象となる行為 

居住誘導区域外で以下の行為を行う 場合は、届出が必要と なり ま す。（ 都市再生特別措置法

第8 8 条）  

 

開発行為 

○３ 戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

○１ 戸又は２ 戸の住宅の建築目的の開発行為で、敷地規模が1,0 0 0 ㎡以上で

ある 場合 

建築行為等 
○３ 戸以上の住宅を 新築し よ う と する 場合 

○建築物を 改築し 、又は建築物の用途を 変更し て３ 戸以上の住宅と する 場合 

 

図 届出の対象イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料： 国土交通省『 立地適正化計画の手引き 【 基本編】』 を基に作成 

 

 ２） 届出の時期 

対象と なる 行為を行う 場合は、 着手する 日の3 0 日前ま でに届出が必要と なり ま す。  

 

 ３） 届出をしなかった場合 

届出を せずに届出が必要と なる 行為を し た場合や、 虚偽の届出をし て届出が必要と なる 行

為を し た場合は、 3 0 万円以下の罰金に処する こ と と さ れていま す。（ 都市再生特別措置法第

13 0 条）。  

  

市街化 

調整区域 
市街化区域 

居住誘導

区域 

居住誘導区域外 
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（２） 都市機能誘導区域における届出制度 
 

 １） 対象となる行為 

都市機能誘導区域内外で以下の行為を行う 場合は、届出が必要と なり ま す。（ 都市再生特別

措置法第10 8 条）  

 

開発行為 
○都市機能誘導区域外で、 誘導施設を 有する 建築物の建築を目的と する

開発行為 

建築行為等 

○都市機能誘導区域外で誘導施設を 有する 建築物を 新築する 場合 

○都市機能誘導区域外で建築物を改築し 、 又は建築物の用途を 変更し て

誘導施設を 有する 建築物と する 場合 

休止又は廃止 〇都市機能誘導区域内で誘導施設を 休止又は廃止し よ う と する 場合 

 

図 届出の対象イメージ（病院を誘導施設としている場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料： 国土交通省『 立地適正化計画の手引き 【 基本編】』 を基に作成 

 

 

 ２） 届出の時期 

対象と なる 行為を行う 場合は、 着手する 日の3 0 日前ま でに届出が必要と なり ま す。  

 

 ３） 届出をしなかった場合 

届出を せずに届出が必要と なる 行為を し た場合や、 虚偽の届出をし て届出が必要と なる 行

為を し た場合は、 3 0 万円以下の罰金に処する こ と と さ れていま す。（ 都市再生特別措置法第

13 0 条）。  

 

市街化 

調整区域 

 

市街化区域内 

 

 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 
病院を新たに整備 

病院を廃止・休止 

病院を新たに整備 

都市機能誘導区域外 

都市機能誘導区域内 
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第９章 評価指標と進行管理 
９－１  評価指標の設定 

（１） 設定の考え方 
本計画を実効性や有効性のある も のと する ために、 都市再生特別措置法においては、 おお

むね５ 年ごと に施策の実施状況について調査・ 分析・ 評価を 行う よ う 努める こ と と さ れてい

ま す。  

そこ で、 第８ 章において定めた取組に関わる も ののう ち、 特にコ ン パク ト ・ プラ ス ・ ネッ

ト ワ ーク の実現に大き く 寄与する も の、 ま た継続的なモニタ リ ン グが可能なも のについて、

評価指標及び目標値を 定めま す。  

 

（２） 評価指標と目標値 
本計画の評価指標については、 以下について定める こ と と し ま す。  

 

 
評価指標 

令和７年度 

現在値 

令和24年度 

目標値 

居住 

居住誘導区域内の人口密度 118.8人／ha 118.8人／ha 

土砂災害警戒エリアの住居戸数 76戸 76戸以下 

都市機能 
都市機能誘導区域

の誘導施設 

志木駅周辺 21施設 21施設以上 

新座駅周辺 16施設 16施設以上 

新座市役所周辺 8施設 8施設 

ひばりヶ丘駅 

北口周辺 
4施設 ４施設 

福祉の里周辺 3施設 ３施設 

公共交通 公共交通沿線人口割合 90％ 90％以上 

防災 

住宅密集地における準防火地域の指定 ０地区 ７地区 

住宅密集地における地区計画の設定 ２地区 ７地区 

財政 経常収支比率の改善 
98.7％ 

（R６年度） 
95％ 

なお、 今後、 公共施設再配置計画（ 令和８ 年度策定予定） 等の関連計画の策定又は変更内

容に合わせ、 目標値についても 見直し を行いま す。  
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９－２  進行管理の考え方 

本計画に基づく ま ちづく り を 計画的に進める ためには、 継続的なモニタ リ ン グに基づく 進

行管理が必要と なり ま す。  

そこ で、 進行管理にあたっ ては、 新座市都市計画マス タ ープラ ンと 合わせ、 おおむね５ 年

ごと に、 P la n （ 計画）、 Do（ 実施）、 Ch e ck （ 評価）、 A ction （ 改善） を 繰り 返す以下のよ

う な「 P DCA サイ ク ル」に基づいて実施する こ と と し 、初回の計画の見直し は令和14  （2 0 3 2 ）

年度に行う 予定です。  

評価指標の継続的なモニタ リ ン グによ る 見直し の例と し ては、 居住誘導区域内の人口密度

の変化によ る 居住誘導区域設定の見直し 、 居住に係る 誘導施策の見直し や新規設定など 、 社

会情勢の変化によ る も のが考えら れま す。 こ のほかに、 関連法令、 関連計画、 都市計画運用

指針等の改正、 都市の骨格構造が変化する プロ ジェ ク ト の具体化が見通さ れた場合等におい

ても 、 計画の見直し を行う こ と を 検討し ま す。  

 

図 ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ｄｏ 実施 
 

施策事業の実施 
 

誘導施策の実施 
誘導施策の進捗管理 

Ｐｌａｎ 計画 
立地適正化計画の策定 

 

各誘導区域・誘導施設の 

設定 

誘導施策の設定 

Ａｃｔｉｏｎ 改善 
 

施策の継続・見直し 
 

各誘導区域・誘導施設の 

継続・見直し 

誘導施策の継続・見直し 

Ｃｈｅｃｋ 評価 
 

目標の達成状況の評価 
 

目標達成状況の評価 

届出状況の把握 
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第１章 計画検討の経緯 

１－１  策定の体制 

本計画の策定に当たっ ては、 以下のよ う な体制で検討を 進めま し た。  
 

図 検討体制 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 新座市立地適正化計画策定検討会議 委員名簿 

氏 名 所 属 ・ 役 職 等 区 分 

本間 健悦 大和田一・ 二丁目町内会（ 北西地域代表）  

市民代表 

( 町内会長等)  

川上 政則 北野一・ 二丁目町内会（ 北東地域代表）  

大橋 鉃二郎 あたご三丁目町会（ 西部地域代表）  

山﨑 正明 馬場一丁目町内会（ 中央地域代表）  

大戸 栄次 新栄町内会（ 東部地域代表）  

森田 昌直 新堀二丁目自治連合会（ 南西地域代表）  

清水 由紀子 道場町内会（ 南部地域代表）  

小瀬 博之 東洋大学総合情報学部総合情報学科教授 学識経験者( 都市計画)  

小嶋 文 埼玉大学大学院理工学研究科准教授 学識経験者（ 交通）  

中村 仁 芝浦工業大学シス テム 理工学部環境シス テム学科教授 学識経験者（ 防災）  

山野辺 範一 新座市商工会 専務理事 地域振興 

竹之下 力 新座市社会福祉協議会事務局長 福祉 

  

新座市立地適正化計画 

策定検討会議 

庁内検討会議 

都市計画審議会 

事務局 

（都市計画課） 

住民説明会 

パブリックコメント 

協議・調整 

■ 計画案の作成 

■ 策定・公表 

助言等 

意見等 

計画案の公表 

諮問 
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１－２  検討の経緯 

策定に向けた検討の経過は以下のと おり です。  

 

開催日 会議名等 主な内容 

令和6 年 

10 月15 日 
第１ 回庁内策定検討会議 

⑴ 新座市立地適正化計画の策定について 

⑵ 新座市立地適正化計画策定検討会議の役割について 

⑶ 計画策定に係る 全体ス ケジュ ールについて 

⑷ 新座市立地適正化計画策定検討資料について 

⑸ 新座市立地適正化計画策定に関する アンケート 調査

結果報告書について 

⑹ 庁内ヒ アリ ングの実施について 

10 月2 9 日 第１ 回策定検討会議 

12 月2 3 日 第２ 回庁内策定検討会議 
⑴ 立地適正化計画の作成の流れについて 

⑵ ま ちづく り の方針（ タ ーゲッ ト ） について 

⑶ 目指すべき 都市の骨格構造について 

⑷ 居住誘導区域の設定について 

令和７ 年 

１ 月14 日 
第２ 回策定検討会議 

２ 月17 日 第３ 回庁内策定検討会議 
⑴ 立地適正化計画の作成の流れについて 

⑵ 居住誘導区域の設定について 

⑶ 都市機能誘導区域の設定について 

⑷ 誘導施設の設定について 
３ 月2 1日 第３ 回策定検討会議 

５ 月15 日 第４ 回庁内策定検討会議 
令和６ 年度積み残し 課題の検討結果について 

６ 月４ 日 第４ 回策定検討会議 

６ 月18 日 第５ 回庁内策定検討会議 防災指針について（ 現状分析、 災害リ ス ク 分析、 防災

ま ちづく り の取組方針）  ６ 月2 5 日 第５ 回策定検討会議 

７ 月１ 日 
令和７ 年度第１ 回都市計

画審議会 
計画策定経過の中間報告 

８ 月１ 日～

３ 日 

住民説明会・  

オープンハウ ス （ 第１ 期）  

１ . 立地適正化計画と は／２ . 計画策定の背景と 目的／

３ . 計画策定について／４ . ま ちづく り の基本方針／

５ . 居住誘導区域の設定／６ . 都市機能誘導区域の設定

／７ . 誘導施設の設定／８ . 本市独自のゾーンの設定に

ついて 

８ 月19 日 第６ 回庁内策定検討会議 ⑴ 第５ 回会議に対する 意見の反映等について 

⑵ 防災指針と 具体的な取組の検討について 

⑶ 取組ス ケジュ ールの検討 ９ 月19 日 第６ 回策定検討会議 

10月26日 

11月１ ～２ 日 

住民説明会・  

オープンハウ ス （ 第２ 期）  

１ . 立地適正化計画と は／２ . 計画策定の背景と 目的／

３ . 計画策定について／４ . ま ちづく り の基本方針／

５ . 居住誘導区域の設定／６ . 都市機能誘導区域の設定

／７ . 誘導施設の設定／８ . 本市独自のゾーンの設定に

ついて／９ ． 防災指針 

11月10日 第７ 回庁内策定検討会議 
⑴ 誘導施策について 

⑵ 定量的な目標値について 
11月19日 第７ 回策定検討会議 
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開催日 会議名等 主な内容 

12月23日 
令和７ 年度第２ 回都市計

画審議会 
新座市立地適正化計画の策定について（ 諮問）  

令和８ 年１ 月 パブリ ッ ク コ メ ント  計画書（ 素案） に対する 意見募集の実施 

２ 月25日 
令和７ 年度第３ 回都市計

画審議会 

⑴ 市民等から の意見への対応について 

⑵ 新座市立地適正化計画の策定について（ 答申）  

 

第２章 市民意向 

２－１  市民意向調査 

（１） 調査の概要 
市の現況やコ ン パク ト なま ちづく り 、 防災等に対する 市民の意識を 把握する ため、 新座市

在住の市民に対し 、 意向調査を 行いま し た。 調査の概要は以下のと おり です。  

 

配布数 3,000通 

対象者 新座市在住の日本国籍の満18歳以上の市民 

抽出方法 
年齢及び居住地域により区分し、各区分の人口割合に応じて調査

対象者数を割り振った上での無作為抽出 

配布方法 郵送  

回収方法 郵送での返送もしくはWebページから回答 

配布日程 令和６年８月16日（金）差出し ９月９日（月）締切り 

設問項目 

1．ご自身（回答者属性）と住まいについて 

2．住まいの地域について（住みやすさ） 

3．日常の移動について 

4．施設について 

5．コンパクトなまちづくりについて 

6．防災・減災について 

7．自由意見 

回収結果 
・回収数：1,187通（うちWeb317回答） 

・回収率：39.6％（Web回答割合：26.7％） 
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（２） 回答結果 
調査結果について、 主な設問の回答結果を 以下に示し ま す。  

 

 

 
 

自宅周辺に立地を希望する 施設については、「 食料品、生活用品等の店舗（ ス ーパーマーケッ

ト やド ラ ッ グス ト ア等）」 が突出し て多く 、 約7 2 ％の方が回答さ れていま し た。 その他には

「 医院、 診療所、 ク リ ニッ ク 等」 のかかり つけ医に該当する 医療施設が約3 3 ％、「 コ ン ビ ニ

エン ス ス ト ア」 が約3 0 ％、「 病院」 が約2 1％と 多く なっ ており 、 日常生活に欠かせない施設

が上位に挙がっていま し た。  

ま た、 こ う し た生活利便施設の他には「 公園、 広場」 や「 図書館、 博物館、 美術館」 も 一

定数の回答があり ま し た。  

  

選択肢 回答数 構成比
１．食料品・生活用品等の店舗（スーパーマーケット、ドラッグストア等） 852 71.8%
２．大型ショッピングセンター、百貨店 111 9.4%
３．コンビニエンスストア 351 29.6%
４．家電、家具、趣味品等専門店 43 3.6%
５．飲食店 195 16.4%
６．病院 250 21.1%
７．医院、診療所、クリニック等 397 33.4%
８．高齢者福祉施設 34 2.9%
９．障がい者福祉施設 8 0.7%
10．市役所、出張所 100 8.4%
11．幼稚園・保育園・こども園 52 4.4%
12．放課後児童保育室、児童センター 23 1.9%
13．公民館・集会所 33 2.8%
14．図書館、博物館、美術館 91 7.7%
15．文化ホール 7 0.6%
16．スポーツ施設 71 6.0%
17．銀行、信用金庫 168 14.2%
18．郵便局、ＪＡ（農協） 117 9.9%
19．公園、広場 114 9.6%
20．娯楽施設（映画館等） 44 3.7%
21．その他（            ） 19 1.6%
無回答 81 6.8%
合計 3,161 -

■ご自宅の周辺（おおむね徒歩 10 分圏内）に、特に必要と思われる施設はどれですか。

既にお近くにあるものを含めてお答えください。（３つまで○） 
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本市の中心地に必要と 思われる 施設は、「 大型ショ ッ ピ ングセンタ ー、百貨店」 が約4 1％で

最も 高く なっており 、 次いで、「 食料品・ 生活用品等の店舗（ ス ーパーマーケッ ト 、 ド ラ ッ グ

ス ト ア等）」 が約3 5 ％、「 病院」 が約2 7 ％と なっている こ と から 、 中心地には広域的な役割を

担う 商業施設や医療施設の立地が求めら れていま す。  

「 市役所、 出張所」 についても 約2 4 ％と 比較的高く なっている こ と から 、 行政サービ ス を

担う 施設の立地も 求めら れている と 言えま す。  

  

選択肢 回答数 構成比
１．食料品・生活用品等の店舗（スーパーマーケット、ドラッグストア等） 417 35.1%
２．大型ショッピングセンター、百貨店 483 40.7%
３．コンビニエンスストア 50 4.2%
４．家電、家具、趣味品等専門店 81 6.8%
５．飲食店 181 15.2%
６．病院 319 26.9%
７．医院、診療所、クリニック等 174 14.7%
８．高齢者福祉施設 40 3.4%
９．障がい者福祉施設 5 0.4%
10．市役所、出張所 283 23.8%
11．幼稚園・保育園・こども園 21 1.8%
12．放課後児童保育室、児童センター 12 1.0%
13．公民館・集会所 31 2.6%
14．図書館、博物館、美術館 154 13.0%
15．文化ホール 103 8.7%
16．スポーツ施設 63 5.3%
17．銀行、信用金庫 213 17.9%
18．郵便局、ＪＡ（農協） 72 6.1%
19．公園、広場 107 9.0%
20．娯楽施設（映画館等） 175 14.7%
21．その他（            ） 23 1.9%
無回答 78 6.6%
合計 3,085 -

■新座市の中心的な場所にあることが望ましい施設はどれですか。既に立地している

ものを含めてお答えください。（３つまで○） 
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「 様々なサービ ス を 維持する ための税負担が大き く なる 」 が最も 高く 約5 8 ％を占めている

ほか、「 医療や福祉に携わる 従事者が減少し 、 サービ ス が受けにく く なる 」 が約5 7 ％、「 不採

算によ り 商業施設が撤退し 、 買い物が不便になる 」 が約5 4 ％と なっ ており 、 少子高齢化や人

口減少に伴う 生活利便性の低下や、 医療サービ ス の低下が懸念さ れていま す。  

「 バス など の運行本数が減少し 、 出かけにく く なる 」 も 約4 3 ％と 比較的高く なっ ている こ

と から 、 公共交通サービ ス を 維持し ていく こ と も 求めら れている と 言えま す。  

 

 
 

 
 

 

選択肢 回答数 構成比
１. バスなどの運行本数が減少し、出かけにくくなる 509 42.9%
２. 医療や福祉に携わる従事者が減少し、サービスが受けにくくなる 673 56.7%
３. 不採算により商業施設が撤退し、買い物が不便になる 635 53.5%
４. 公共施設の数が統廃合により減少し、利用しづらくなる 185 15.6%
５. 様々なサービスを維持するための税負担が大きくなる 693 58.4%
６. 空家や空地が増加し、居住環境が悪化する 210 17.7%
７. 農地や森林の管理が行き届かず荒廃する 116 9.8%
８. コミュニティ（町内会など地域の交流）が衰退する 106 8.9%
無回答 38 3.2%
合計 3,165 -

選択肢 回答数 構成比
１．コンパクトなまちづくりを進めるべきと考える 576 48.5%
２．コンパクトなまちづくりは特に必要がないと考える 212 17.9%
３．分からない 358 30.2%
無回答 41 3.5%
合計 1,187 100.0%

48.5% 17.9% 30.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１．コンパクトなまちづくりを進めるべきと考える
２．コンパクトなまちづくりは特に必要がないと考える
３．分からない

■今後、新座市では少子高齢化や人口減少が進んでいくことが予測されており、その場

合に以下のような問題が発生する恐れがあります。このうち、あなたの生活に最も影

響するものはどれですか。（３つまで○） 

■立地適正化計画は、生活利便性が維持されるコンパクトなまちづくりを目指し、各拠

点への施設の集約や、居住を推奨する区域を定めるものです。新座市がこの計画をつ

くるにあたって、あなたの考えに近いものはどれですか。（１つだけ○） 
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立地適正化計画の策定にあたっては、「 コ ン パク ト なま ちづく り を 進める べき と 考える 」 が

おおむね過半を 占めており 、 一定程度の回答者の理解を 得ら れている こ と が伺えま す。  

一方、「 分から ない」 が約3 0 ％、「 コ ン パク ト なま ちづく り は特に必要がないと 考える 」 が

約18 ％を 占める こ と から 、 立地適正化計画について丁寧な説明や周知を 進めていく 必要があ

り ま す。  

 

 
 

 
 

コ ンパク ト なま ちづく り が必要ないと 考える 理由にあたっては、「 施設が集約さ れる と 不便

になり そう で不安」 が約3 5 ％で最も 高く なっており 、 次いで「 将来的に住む場所が限ら れそ

う で不安」 が約2 1％と 、 生活への影響に不安を 感じ ている 方が、 約5 5 ％と 過半を超えていま

す。  

「 現状のま ま で不便はない」 が約19 % 、「 市街地を拡大し 、新たな開発を積極的に進めた方

がよ い」 が約15 ％であり 、 市街地の維持・ 拡大を 求める 方は約3 4 ％と なっ ていま す。  

 

選択肢 回答数 構成比
１．将来的に住む場所が限られそうで不安 72 20.6%
２．施設が集約されると不便になりそうで不安 121 34.6%
３．市街地を拡大し、新たな開発を積極的に進めた方がよい 54 15.4%
４．今後、他区市町村に移り住む予定なので影響がない 12 3.4%
５．現状のままで不便はない 65 18.6%
６．その他 25 7.1%
無回答 1 0.3%
合計 350 -

■（前問で 「コンパクトなまちづくりは特に必要がないと考える」と回答された方に対

して）そのように考える理由について、あなたの考えに近いものはどれですか。（あ

てはまるものすべてに○） 
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■まちづくりに関する自由意見 
自由意見については、 以下の７ つの大項目に分類し て整理を 行いま し た。  
 

大項目 小項目 回答数 構成比 

１．施設について 
  
  
  
  
 
  

医療福祉施設 9 1.5% 
商業施設 33 5.6% 
子育て関連施設 20 3.4% 
公園 35 5.9% 
文化・スポーツ施設 16 2.7% 
その他施設 21 3.6% 

２．まちづくり・土地利用等 
について 

  
   

開発要望 5 0.8% 
農地・緑地保全 13 2.2% 

その他 33 5.6% 

３．交通・移動について 
  
  
  
  
  

道路 82 13.9% 
鉄道 8 1.4% 
バス 36 6.1% 
大江戸線等構想 20 3.4% 
その他 31 5.3% 

４．災害・防災について 
  

水害 7 1.2% 
その他災害・防災 7 1.2% 

５．新座市全般について   40 6.8% 
６．コンパクトなまちづくりについて  20 3.4% 

７．その他 
   

都市政策以外の市政について 41 7.0% 
その他 112 19.0% 

合計   589 100.0% 
 

最も 多く 挙げら れていたのが交通・ 移動に関する こ と で、 特に道路整備やバス 路線のサー

ビ ス 改善・ 拡大を 求める 意見が多く 挙げら れていま す。  

次いで施設に関する 意見が多く 、 大型商業施設や規模の大き い公園の立地や、 子育て関連

施設の立地を 挙げる 意見が多い結果と なっていま す。  

ま た、 市の周縁部に近い場所にお住ま いの方は、 周辺自治体の施設を 利用する こ と が多い

と の意見も 多く 挙げら れていま す。  
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２－２  住民説明会 

本計画の検討内容について広く 住民に周知する ため、 下記のと おり 住民説明会を行いま し

た。  

■ 第１期 

 
開催日 住民説明会 

オープンハウス型 

説明会 
会場 

① 
令和７年 

８月１日（金） 
18:00～ 13:30～20:00 

ふるさと新座館 

２階 軽体育室 

② 
令和７年 

８月２日（土） 
10:00～ 10:00～15:00 

東北コミュニティセンター 

３階 ホール 

③ 
令和７年 

８月３日（日） 
10:00～ 10:00～15:00 

栗原公民館 

１階 会議室兼軽体育室 

図 会場の様子 

   
 

■ 第２期  

 
開催日 住民説明会 

オープンハウス型 

説明会 
会場 

① 
令和７年 

10月26日（日） 
10:00～ 10:00～12:00 

栗原公民館１階  

会議室兼軽体育室 

② 
令和７年 

11月１日（土） 
14:00～ 13:00～17:00 

集合型説明会： 

本庁舎５階 会議室 

オープンハウス型説明会： 

第２庁舎１階 市民ギャ

ラリー前 

③ 
令和７年 

11月２日（日） 
10:00～ 10:00～12:00 

東北コミュニティセンター 

３階 ホール 

図 会場の様子 
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第３章 用語解説 

  用語 解説 

あ行 アンダーパス 道路と 道路、ま たは道路と 鉄道が交差し 、前後区間に比べて急激

に道路の高さ が低く なっている 箇所のこ と 。  

一級河川 河川法における 河川の種類の一つ。 国土保全上又は国民経済上、

特に重要な水系に関わる 河川のう ち、 河川法によ る 管理を 行う 必

要がある と し て、 国土交通大臣が指定し た河川。   

オープンスペース 公園、 公共施設の緑地、 道路、 河川、 及び民有地の空地など のこ

と で、災害時には避難の場や火災時の延焼の防止及び緩和、災害対

策の拠点に資する 役割を有し ている 。  

か行 開発行為 主と し て建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する 目的

で行う 土地の区画形質の変更のこ と を指す。本市の場合、市街化区

域における 開発行為はその規模が5 0 0 ㎡以上、 市街化調整区域に

おける 開発行為は、 規模に関わら ず許可を 得る 必要がある 。  

基盤整備 生活など の営みに必要な施設を 整備する こ と を 指し 、 一般的に

道路・ 街路、 鉄道、 河川、 上下水道、 エネルギー供給施設、 通信施

設など の生活・ 産業基盤や学校、 病院、 公園など が該当する 。  

旧耐震基準建物 建築基準法に定める 耐震基準が強化さ れた昭和5 6 年５ 月3 1日

以前に着工し た建物のこ と 。  

緊急輸送道路 埼玉県地域防災計画及び新座市地域防災計画に基づき 、 災害直

後から 、 避難・ 救助をはじ め、 物資供給等の応急活動のために、 緊

急車両の通行を 確保すべき 重要な路線と し て指定を 受けた道路の

こ と 。  

圏域人口 特定の地域範囲（ 圏域） に住んでいる 人々の総数のこ と で、本計

画では、都市機能施設から 、一般的な徒歩圏である 半径8 0 0 m 以内

に分布する 人口を指す。  

交通結節点  鉄道の乗継駅、道路のイ ン タ ーチェ ンジ、自動車から その他の公

共交通機関に乗り 換える ための停車・ 駐車施設、 駅前広場のよ う

な、 複数の交通手段を つなぐ 箇所のこ と 。  

コミュニティ  地域共同体、地域共同社会、近隣社会など と 訳さ れ、その概念は

多義的である 。 本計画では、 主にま ち、 住宅地、 集落など 地域性、

共同性と いう 用件で構成さ れている 地域性を 持っ た集団のこ と を

指す。  

コミュニティバス

(にいバス) 

交通空白地域・ 不便地域の解消等を 図る ため、市町村等が主体的

に計画し 、 以下の方法によ り 運行する も の。  

１ ． 一般乗合旅客自動車運送事業者に委託し て運送を 行う 乗合

バス  
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  用語 解説 

２ ． 市町村自ら が自家用有償旅客運送者の登録を 受けて行う 市

町村運営の有償運送 

本市では、 にいバス を１ の方式で運行し ている 。   

コンパクト・プラ

ス・ネットワーク 

医療・ 福祉・ 商業等の生活サービ ス 機能と 居住を一定の地域にコ

ン パク ト に集約・ 誘導し 、それら の地域を公共交通ネッ ト ワ ーク で

結ぶ考え方。 なお、「 縮充」 と いう 考え方がある が、 こ れは、 人口

や税収が縮小し ながら も 地域の営みや住民生活の充実を 目指すも

ので、「 コ ンパク ト ・ プラ ス ・ ネッ ト ワ ーク 」 に近い考え方。  

さ行 シェアサイクル  自転車を 共同利用する 交通シス テム のこ と で、 多数の自転車を

都市内の各所に配置し 、 利用者はど こ の拠点( ポート ) から でも 借

り 出し て、好き なポート で返却ができ る 。それに対し て、レ ンタ ル

サイ ク ルは、 基本的に利用・ 返却の場所が同じ である 。   

市街化区域  都市計画区域のう ち、 既に市街化し ている 区域、 及びおおむね

10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を 図る べき 区域のこ と 。   

市街化調整区域 都市計画区域のう ち、市街化を抑制する 区域のこ と 。宅地造成な

ど の開発は原則と し て制限さ れる 。   

人口集中地区 

（DID） 

統計データ に基づいて一定の基準によ り 設定さ れ、 国勢調査基

本単位区等を基礎単位と し て、 1. 「原則と し て人口密度が1平方キ

ロ メ ート ル当たり 4 ,0 0 0 人以上の基本単位区等が市区町村の境域

内で互いに隣接」 し て、2 . 「 それら の隣接し た地域の人口が国勢調

査時に5 ,0 0 0 人以上を 有する 地域」 のこ と 。  

シンボルロード  都市や地方の顔と し て、 地域社会の象徴( シン ボル) と なる 街路

のこ と 。   

スマートインター

チェンジ 

高速道路の本線上、 サービ ス エリ ア ( S A ) 、 パーキ ン グ エリ ア

( P A ) など に設置さ れる ETC専用のイ ン タ ーチェ ン ジのこ と 。   

生産緑地 

(制度・地区)  

都市計画法及び生産緑地法に基づく 地域地区の一つ。 市街化区

域内にある 農地を 対象に指定する も ので、 環境保全や災害防止に

役立て、良好な都市環境を形成する ため、計画的な保全を 目的と す

る 。 税制上の優遇措置がある 。  

総合計画 地方自治体における 行政運営の最上位計画であり 、 住民全体で

共有する 自治体の将来目標や施策を 示し 、全ての住民や事業者、行

政が行動する ための基本的な指針と なる 計画のこ と 。  

た行 地域防災計画 市、関係機関及び市民が総力を結集し 、平常時から 災害に対する

備えと 災害発生時における 適切な対応を 定める こ と によ り 、 市民

の生命、身体及び財産を 災害から 守る こ と を 目的に、災害対策基本

法第4 2 条第1項によ り 、 市町村防災会議が作成する 計画のこ と 。  
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  用語 解説 

地区計画 都市計画法に定めら れた都市計画の種類の一つ。 市民の生活に

身近な地区を 単位と し て、道路、公園など の施設の配置や建築物の

建て方など について、 地区の特性に応じ たき め細やかなルールを

定める こ と ができ る 、 ま ちづく り の計画。  

低未利用地  長期間にわたり 利用さ れていない「 未利用地」 と 、周辺の土地利

用状況に比べて利用の程度が低い「 低利用地」 の総称。「 未利用地」

の例と し ては、 空き 地、 空家、 空き 店舗、 工場跡地のほか、 耕作放

棄地、 管理を 放棄さ れた森林など が挙げら れ、「 低利用地」 と し て

は、 暫定的( 一時的) に利用さ れている 資材置場や青空駐車場など

が挙げら れる 。  

都市基盤 一般的に、 道路、 鉄道、 公園、 緑地、 上下水道、 港湾、 空港、 河

川、供給処理施設など 、市民生活や産業活動の根幹を 支える 公共施

設のこ と 。  

都市計画道路 人や物資の安全かつ円滑な移動を 確保する ための交通機能、 都

市の環境保全や防災性の向上を 確保する ための空間機能、 都市構

造や街区を 形成し 上下水道等を 収容する 市街地形成機能など を 有

し 、 都市の骨格を 形成する 重要な都市施設と し て都市計画法に基

づいて都市計画決定さ れた道路のこ と 。  

都市計画マスター

プラン 

「 市町村の都市計画に関する 基本的な方針」 と こ と を 言い、住民

に最も 近い立場にある 市町村が、 その創意工夫のも と に住民の意

見を反映し 、ま ちづく り の将来像を 示し 、その実現に向けた方針や

施策を 定める 計画。  

都市高速鉄道12号

線  

練馬区光が丘から 都庁前を 経由し 、六本木、両国など を 通って再

び都庁前に至る 都営地下鉄大江戸線のこ と 。 地下鉄12 号線の延伸

( 光が丘～大泉学園町～東所沢) について、 平成2 8 年( 2 0 16  年) ４

月2 0 日の交通政策審議会の答申では、「 東京圏の都市鉄道が目指

すべき 姿」 を 実現する 上で意義のある プロ ジェ ク ト の一つと し て

位置付けら れている 。  

都市再生特別措置

法 

近年における 急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会情勢の

変化に対応し た都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を 図

り 、 併せて都市の防災に関する 機能を 確保する ために制定さ れた

法律。  

土地区画整理事業 都市計画区域において、道路、公園など の公共施設を整備・ 改善

し 、 土地の区画を整え、 宅地の利用増進を 図る 事業のこ と 。   
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  用語 解説 

は行 バリアフリー 高齢者や障がいのあ る 人が社会生活を し ていく 上で障壁( バリ

ア) と なる も のを除去( フ リ ー) する と いう 考え方で、 も と も と は建

築用語と し て、 道路や建築物の入口の段差など を 除去する こ と を

意味し ていたが、現在では、物理的な障壁以外に、社会的、制度的、

心理的なバリ アの除去と いう 意味でも 用いら れている 。   

避難路 避難場所等へ通じ る 道路、空地等であっ て、避難圏内の住民を 避

難場所等に迅速かつ安全に避難さ せる ための道路等を いう 。  

不燃化 建築物について、 内外装仕上げ等の防火性能を 高める こ と によ

り 、 火災等において一定の時間以上燃焼に耐えら れる 性能がある

も のに転換し ていく こ と 。  

防火地域及び準防

火地域  

都市計画法に基づく 地域地区の一つで、市街地における 火災・ 延

焼を 防ぐ ために定める 地域。地域内では、建築物の規模に応じ て耐

火建築物等と し なければなら ないなど 構造が制限さ れており 、 防

火地域の方が準防火地域に比べてよ り 厳し い内容と なっ ている 。  

ま行 無電柱化 道路の地下空間を 活用し て、 電力線や通信線など を ま と めて収

容する 電線共同溝など の整備によ る 電線類地中化や、 表通り から

見えないよ う に配線する 裏配線など によ り 道路から 電柱を なく す

こ と 。  

や行 ユニバーサルデザ

イン 

環境、 建物、 製品など について、 年齢、 性別、 身体状況、 言語な

ど を 超えて、誰も が暮ら し やすく 利用し やすく する こ と を 前提に、

始めから デザイ ンし ていこ う と いう 考え方。  バリ アフ リ ーの考え

方が、主に障がい者や高齢者を 対象に、障壁( バリ ア) を 取り 除く こ

と を 目的と し ている のに対し 、ユニバーサルデザイ ンは、最初から

障壁を作ら ないこ と を 目指し ている 点に違いがある 。   

用途地域 都市計画法に基づく 地域地区の一つで、 それぞれの地域の土地

利用( 住居、商業、工業など ) に合っ た環境を 保ち、ま た効率的な活

動を 行う こ と ができ る よ う に、地域にふさ わし い建築物の用途、形

態( 容積率、 建蔽率など ) を 定める 。   
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